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説

第
一
節
実
体
的
「
福
祉
権
(
を
巾
-
P
Z
百
四
吉
田
)
」
論

(
こ
マ
イ
ケ
ル
マ
ン
の
「
福
祉
権
」
論

(
二
)
ト
ラ
イ
ブ
に
よ
る
判
例
分
析

(
三
)
一
九
八

0
年
代
に
お
け
る
理
論
展
開

第
二
節
裁
量
論

(
ニ
裁
量
論
の
背
景

(
二
)
ハ
ン
ド
ラ
l
の
「
共
同
的
意
思
決
定
」
モ
デ
ル

(
三
)
ロ

l
ゼ
ン
ブ
ラ
y

ト
の
寸
社
会
的
義
務
・
集
団
的
権
利
」
モ
デ
ル

第
三
節
法
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ

(
ニ
ド
ゥ
オ
l
キ
ン
の
平
等
基
底
的
理
論

(
二
)
ゲ
ワ

l
ス
の
主
体
性
論

第
三
章
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
社
会
保
障
の
権
利
」
論

第
一
節
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
基
本
的
特
徴
と
法
理
念

第
二
節
社
会
保
険
・
公
的
扶
助
と
寸
権
利
」
論

第
三
節
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
社
会
保
障
の
権
利
」

第
四
節
社
会
保
障
を
捉
え
直
す
視
座
|
|
我
が
国
へ
の
示
唆
|
|

お
わ
り
に

(
以
上
、
本
号
)

(
以
上
、
四
七
巻
一
号
)

吾ι
白岡

〆'ー、

一一、、回/

ト
ラ
イ
ブ
に
よ
る
判
例
分
析
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が
連
邦
最
高
裁
の
判
例
理
論
の
分
析
を
通
し
て
福
祉
権
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か

(m) 

を
考
察
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
ま
ず
、
前
述
の
の
oEσ
巾
『
間
判
決
は
、
純
粋
な
手
続
的
権
利
に
と
ど
ま
ら
ず
、
少
な
く
と
も
福
祉
プ
ロ
グ
ラ

次
に
、

ト
ラ
イ
プ

(円、山口吋巾ロ門町叶ユ
σ巾)

ム
が
創
設
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
生
存
へ
の
根
底
的
な
権
利
と
の
観
点
か
ら
の
み
説
明
可
能
な
規
範
、
す
な
わ
ち
福
祉
給
付
が
恋
意
的
に
打

切
ら
れ
得
な
い
と
の
規
範
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
巾
〈
巾
ロ
『
白
ロ
与
え
ロ
巾
印
印
)

そ
し
て
、
こ
う
し
て
貧
困
者
の
取
扱
い
に
あ
た
り
よ
り
高
い
公
平
性

(

m

)

(

郡

)

(

術

)

の
基
準
を
採
用
し
た
と
み
ら
れ
る
違
憲
判
決
は
他
に
も
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
自
己
三
己
常
判
決
が
福
祉
立

法
に
か
か
わ
る
格
別
の
配
慮
の
必
要
性
を
否
定
し
、
社
会
経
済
立
法
一
般
に
妥
当
す
る
最
も
緩
や
か
な
司
法
審
査
基
準
を
適
用
し
た
の
を
は

(
初
)

じ
め
と
し
て
、
そ
の
後
の
連
邦
最
高
裁
は
、
連
邦
・
州
な
ど
の
財
政
支
出
を
必
要
と
す
る
貧
困
者
の
利
益
保
護
、
例
え
ば
裁
判
所
へ
の
ア
ク

(

m

)

(

m

)

(

別
)

セ
ス
の
保
障
や
教
育
の
分
野
に
お
い
て
、
消
極
的
な
態
度
を
採
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
も
と
よ
り
パ

l
ガ

l
コ
I
ト
は
、
底
辺
層
の
保
護

(
矧
)

を
完
全
に
否
定
し
去
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
平
等
保
護
に
か
か
わ
る
裁
判
例
を
総
合
的
に
分
析
し
た
場
合
、
国

「社会保障の権利」論(2・完)

家
は
人
々
を
別
々
の
経
済
的
階
級
へ
と
積
極
的
に
分
離
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
が
、

(m) 

ら
な
い
限
り
、
「
自
然

(
E
Z
5
)
L
ゃ
あ
る
種
の
「
神
の
見
え
ざ
る
手
」
の
よ
う
な
も
の
が
行
っ
た
経
済
的
区
分
に
基
づ
き
人
々
を
別
個
に

(
加
)

取
り
扱
う
の
は
通
常
自
由
で
あ
る
、
と
の
判
例
法
理
が
導
き
出
さ
れ
る
。
ま
た
「
法
の
下
の
平
等
」
原
理
は
、
裕
福
で
あ
る
か
貧
困
か
と
い

一
定
の
独
立
し
た
「
基
本
的
権
利
」
な
ど
に
関
わ

う
単
な
る
事
実
の
み
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
法
が
こ
う
し
た
物
質
的
富
の
格
差
に
与
え
て
い
る
広
い
範
囲
で
の
法
的
社
会

(
加
)

的
意
義
如
何
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
得
る
。

さ
ら
に
ト
ラ
イ
ブ
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
平
等
保
護
を
め
ぐ
る
判
例
理
論
に
お
け
る
上
記
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、

北法47(2・241)643 

平
等
主
義
的
(
巾
官

E
2
2
)

や
配
慮
(
円
O
D
巾「ロ)

と
い
っ
た
諸
要
素
が
み
ら
れ

な
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、

そ
こ
に
礼
節

E
2
2
ミ
)

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
パ

l
ガ

l
コ
l
ト
は
ま
さ
に
溺
れ
ん
と
す
る
者
へ
の
命
綱
を
断
ち
切
る
こ
と
ま
で
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
今
後

ど
の
程
度
の
平
等
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
合
衆
国
憲
法
の
下
で
正
当
化
可
能
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
平
等
保
護
が

「
最
低
限
保
障



説

(
呂
田
包
自
由
ご
】
吋
O

円巾円門戸。ロ)」

へ
と
変
容
し
残
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
底
辺
層
に

論

度
の
存
立
可
能
'性

依「
拠最
す."低
J.，~限
ν 」

を
ど

の
よ

っ

確
定
す
る
か

を
そ
れ
ぞ
れ
区
別
す
る
制

さ
ら
に
自
由
と
平
等
、
友
愛
(
同

E
Z
E
S
)

供
給
さ
れ
る
保
護
の

以
上
の
よ
う
に
ト
ラ
イ
ブ
は
、
七

0
年
代
以
降
の
判
例
理
論
を
批
判
的
に
分
析
し
つ
つ
も
、

マ
イ
ケ
ル
マ
ン
と
は
異
な
り
、
こ
こ
か
ら
明

確
な
実
体
的
「
福
祉
権
」
を
構
築
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
ト
ラ
イ
ブ
は
そ
の
後
の
論
稿
で
も
、
憲
法
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
と
の
見
地
か

ら
、
レ

l
ン
ク
イ
ス
ト
コ

1
ト
下
に
お
い
て
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
違
反
が
争
わ
れ
た
り

&
Zロ
ミ
〈
・
を

5
5
5向
。
ゎ
o
zロ
ミ
ロ
巾
宮
『
寸

(

郷

)

(

却

)

ヨ巾口同
O
同
ω。己曲目

ω巾「
i
n
g
な
ど
を
取
り
上
げ
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
判
例
理
論
へ
の
批
判
的
立
場
を
一
層
鮮
明
に
し
て
い
る
。

右
に
述
べ
た
ト
ラ
イ
ブ
に
よ
る
一
九
七

0
年
代
の
平
等
保
護
違
反
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
一
般
的
評
価
は
、
基
本
的
に
は
支
持
し
得
る
。

そ
こ
に
看
取
さ
れ
る
裁
判
所
の
消
極
的
態
度
は
、
社
会
保
障
法
政
策
を
め
ぐ
る
立
法
裁
量
の
尊
重
と
の
我
が
固
と
も
共
通
す
る
側
面
の
み
な

ら
ず
、
本
来
的
に
福
祉
権
能
の
担
い
手
と
さ
れ
て
き
た
州
権
限
の
尊
重
と
の
ア
メ
リ
カ
に
固
有
の
側
面
か
ら
も
導
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
ト
ラ
イ
ブ
は
、
〉
司
り
の
や
フ

l
ド
ス
タ
ン
プ
と
い
っ
た
直
接
的
な
福
祉
な
い
し
公
的
扶
助
給
付
に
限
定
せ
ず
、
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス

(

別

)

(

加

)

さ
ら
に
は
住
宅
建
設
や
投
票
権
に
至
る
広
範
な
裁
判
例
に
着
目
し
た
上
で
、
判
例
法
上
の
貧
困
者
へ
の
配
慮
と
の
視
角
か
ら
総
合

や
教
育
、

的
に
分
析
し
て
い
る
点
で
も
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
角
か
ら
、
福
祉
権
の
基
礎
と
な
る
べ
き
法
理
が
導
き
出
さ
れ
る
と
の
理
論
的
可

(
加
)

能
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
パ

l
ガ

l
・
コ

l
ト
か
ら
レ

l
ン
ク
イ
ス
ト
・
コ

l
ト
に
移
行
し

た
一
九
八

0
年
代
後
半
に
か
け
て
、
連
邦
最
高
裁
は
福
祉
受
給
者
の
取
扱
い
に
つ
き
一
層
消
極
的
な
対
応
を
な
し
て
い
る
。

(
m
)
C
O
]
忌
)
巾
「
拘
〈
・
同
色
々
・

ω
句、吋己・∞
-
N
印品(】
mw叶
{
)
)

(
却
)
句
同
町
、
時
-
h
・・∞『曲目】弓。〈・、
H
d
o
呂田】的
C
P
ω
匂品

C-ω
・。
H
∞
(
円
安
出
)
-
C
三
宮
内
目
的
g
丹
市
回
口
巾
匂
白
ユ
田
市
ロ
円
。
同
〉
間
三
円
三
円
己
円
巾
〈
・

ζ
0
5
ロ
タ
品
同
ω
C
∞印一山∞

北法47(2・242)644



「社会保障の権利」論(2・完)

(
巳
叶
ω)
一
C
E丹
市
島
盟
主
g
u岳
民
宮
内
E
D『〉間コ門戸田一
2
5
〈白玄
E「
『
予
古
ω
己・

ω'
印
。
∞
(
呂
寸
ω)
一
Z
2
ι
巾
3
3
t弓巾
-
P
Z
百四
F
3
0「問
E
-
N白
ECロ

〈
-n担
F
E
-
品
H
H
d
-
∞
め
Hmw(
同市山斗
ω)
一富市目。『戸田
-
Z
D回
目
】
芹
白
一
〈
玄
白
江
口
D古川凶

nczロ
ミ
・
品
回
印
己
的
'N
印()(同句、立)・

(加

)
F
、
『
同
宙
開
・
〉
宮
何
回
目
わ
〉
z
n
o
z印
国
吋
己
己
O
Z
〉
F
F〉
垣
間
m
H⑦
i
K
E
g
-
印
()(N円目角川島
-H
双山∞)・

(加
)

U
自
己
ユ
島
岡
市
〈
宅
三
回
国
呂
田
・

ω
句、吋

C
-
∞・

2
H
(
呂寸())・

(
却
)
叶
呂
田
-
Sミ
白
ロ
C
Z
N
N
印・間
5
1
印叶・山門

5

2

(捌
)
C
E丹
市
巳
段
丘
町
印
〈
同
日
少
ち
ゅ

c
m
C一
品
(
呂
叶
ω

)

(

破
産
者
の
債
務
免
除
を
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
の
五

0
ド
ル
の
諸
費
用
支
払
義
務
)

U

。『
4
2
5
〈・

ωnF垣
与

E
C
C
ω
・
2
め
(
呂
斗
ω
)
(扶
助
受
給
者
へ
の
給
付
引
き
下
げ
措
置
を
争
う
訴
訟
に
際
し
て
の
二
五
ド
ル
の
登
録
費
用
支

払
義
務
)
一

E
師
団
吉
『
〈
-
u
a
R
5
2
2問的。円
E
P
2
5∞
え

U
R
Z
E
の
CEロ
ヲ
品
印
N
C
m
E
(
呂
∞
同
)
(
カ
ウ
ン
テ
ィ
福
祉
当
局
に
よ
る
親

権
喪
失
を
求
め
る
訴
え
に
際
し
て
の
貧
困
な
母
親
へ
の
弁
護
人
選
任
)
・

(加

)
m
E
〉
巳
S
5
-
E巾
宮
口
号
Z
P
E
g
-
0
5ユ円円〈

e
F今回開
5N-
品
H
H
d
-
的
同
(
呂
叶
ω)
・
同
事
件
は
、
学
校
区
の
公
(
基
礎
)
教
育
が
、
連
邦
・

州
か
ら
支
出
さ
れ
る
費
用
に
加
え
学
校
区
毎
に
課
さ
れ
る
一
定
以
内
の
地
方
財
産
税
で
も
賄
わ
れ
る
た
め
、
税
収
入
の
多
寡
す
な
わ
ち
裕
福
な

地
区
と
貧
困
な
地
区
に
よ
っ
て
一
人
当
り
教
育
費
用
に
か
な
り
の
格
差
が
生
じ
る
こ
と
を
捉
え
、
貧
困
地
区
の
公
立
学
校
に
通
学
す
る
旭
童
の

親
が
平
等
保
護
違
反
を
争
っ
た
事
例
で
あ
る
。
法
廷
意
見
は
、
「
疑
わ
し
い
」
区
分
に
よ
る
差
別
で
は
な
く
「
基
本
的
権
利
」
の
侵
害
も
な
い
と

判
示
し
た
。

(
捌
)
同
-
h
-
W
E垣内
-w内『〈・
4

弓己印
C
P
2
c
c
ω
-
N
N
H
(
呂
∞
同
)
-
(
一
定
の
公
立
精
神
病
患
者
施
設
居
住
者
に
∞
臼
給
付
を
支
給
し
な
い
旨
規
定
す

る
社
会
保
障
法
二
ハ
一
一
例
条
が
平
等
保
護
に
反
し
な
い
と
さ
れ
た
例
)

(
却
)
同
-
h
-
N
白
E
R
r
-
〈
-
Fき
曲
目
戸
品

Z
C
∞
ω
記
(
同
可
∞
)
(
別
居
し
て
い
る
未
成
年
者
に
対
し
扶
養
義
務
を
負
う
者
は
結
婚
に
際
し
て
裁
判
所

の
承
認
を
要
す
る
と
の
州
法
が
、
貧
困
の
た
め
扶
養
義
務
を
果
た
せ
な
い
者
が
承
認
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
平
等
保
護
に
反
す
る
と
さ
れ

た
例
)
・

2
三

q
〈・

0
2・
2
叶
C
印

N
C
N
(
呂
∞
N
)
(違
法
入
国
者
の
子
に
公
立
学
校
で
の
無
償
教
育
を
拒
否
し
た
州
法
が
平
等
保
護
に
反
す
る

と
さ
れ
た
例
)
・

(
却
)
例
え
ば
、

P
Z
2
E
判
決
は
結
婚
す
る
権
利
に
依
拠
し
応
急
円
R
F
注
品

C
・
ω
巳
話
。
)
、
ヨ
ヱ
2
判
決
は
教
育
を
基
本
的
権
利
で
は
な
い
が

他
の
社
会
福
祉
立
法
の
場
合
と
は
異
な
り
そ
の
剥
奪
の
合
理
性
が
政
府
の
実
質
的
目
的
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
利
益
と
し
た
事
例
で
あ

っ
た
(
』
UHHrn
品
目
斗
己

ω・町民

NNAH)
。
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説

(
却
)
、

2
5戸
主
同
司
自
口
。
Z

N

N

印
-
m
Hめ
t

印
N
-

巳
呂
町
∞
-

(
制
)
に
・
ト
ラ
イ
ブ
は
、
社
会
的
財
(
凹

DnE
問
。
。
己
的
)
の
移
転
が
正
当
化
さ
れ
る
理
由
を
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
諸
々
の
人
間

の
性
質
と
社
会
的
財
は
、
例
え
ば
貧
困
者
へ
の
福
祉
、
虚
弱
者
へ
の
医
療
、
功
労
者
へ
の
叙
勲
、
説
得
力
あ
る
者
へ
の
政
治
的
影
響
力
、
敬
謙

な
者
へ
の
救
済
、
購
買
の
意
思
と
能
力
あ
る
者
へ
の
賛
沢
口
聞
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
の
機
能
す
る
局
面
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
別
個
の

配
分
原
理
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
不
正
義

(
5』

5
去
と
が
生
じ
得
る
の
は
、
例
え
ば
物
質
的
富
と
い
っ
た
配
分
原
理
の
一
局
面
が
他
の

社
会
的
財
の
機
能
す
る
場
面
を
侵
害
し
、
誰
が
何
を
手
に
入
れ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
を
許
す
場
合
で
あ
る
。
こ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
の
は
、

単
に
社
会
的
財
の
不
平
等
な
配
分
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
財
が
価
値
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
特
定
の
種

目
言
自
国
)
を
も
た
な
い
者
の
従
属

2
5吉
岡
田

gロ
)
で
あ
る
。
こ
の
従
属
を
調
整
す
る
の
が
一
定
の
社
会
的
財
で
あ
る
と
。
注
目
巳

E
E・さ

ら
に
ト
ラ
イ
ブ
は
、
連
邦
最
高
裁
が
富
に
基
づ
く
区
分
を
首
尾
一
貫
し
有
意
味
な
平
等
保
護
審
査
に
服
せ
し
め
る
の
を
た
め
ら
う
の
は
、
単
に

あ
い
ま
い
な
憲
法
上
の
命
令
に
直
面
し
て
司
法
部
の
謙
抑
の
感
覚
を
発
揮
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
現
在
支
配
的
な
財
で
あ
る
金
銭
が

自
然
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
で
で
は
な
く
一
種
の
法
的
秘
術
(
宮
崎
弘
巳
与
巾
ヨ
可
)
に
よ
っ
て
他
の
社
会
的
財
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
を
了
解
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

E-

(
加
)
宣
告
。
t
虫
Y

包
H
A
W
斗

N
・

(加
)
h
H
M
S
C
・∞
-
H
∞む
(
H
ω

∞m
w
)
'

(
加
)
吋
三
宮
・
吋
言
。
芯
喜
白
雪
之
ミ
門
リ
言
的
丘
町
認
さ
き
九
九
円
宮
町
内
需

E
H
E
S
S
E
S
U白
書
、
き
ミ
ミ
ぬ
塁
、
守
的
H

円師、

H
C
ω

国
〉
同
〈
戸
間
何
〈
戸
∞
t
H
品

(呂∞匂)・

0
巾

E
s
a判
決
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
(
三
)
に
お
け
る
ロ
|
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
の
議
論
を
参
照
。

(
加
)
』
即
日

g
〈・〈回

E
R
E
-
品

(
}
N
C
-

∞・

5
斗
(
早
口
)
・
(
低
所
得
者
向
け
住
宅
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
際
し
住
民
投
票
の
実
施
を
要
件
と
し
た
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
憲
法
が
合
憲
と
さ
れ
た
例
)

(加

)
E
Z
〈
』
曲
目
即
日
・
古
H

C

-

m

ω

印
印
(
呂
∞
H

)

(

大
規
模
開
墾
地
域
の
長
官
弓
2
g『
)
の
選
挙
に
際
し
、
投
票
権
を
土
地
所
有
者
に
制
限
し
、
さ

ら
に
所
有
面
積
の
広
狭
に
比
例
し
た
投
票
一
権
を
付
与
す
る
と
の
ア
リ
ゾ
ナ
州
法
が
合
意
と
さ
れ
た
例
)

(
加
)
第
二
節
(
一
二
)
(
ロ

l
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
の
議
論
)
参
照
。

論
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~ーヘ

一一一、、、ー〆

一
九
八

0
年
代
に
お
け
る
理
論
展
開

(
加
)

一
九
六

0
年
代
末
か
ら
七

0
年
代
に
か
け
て
マ
イ
ケ
ル
マ
ン
ら
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
実
体
的
権
利
論
は
、

も
思
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、

そ
の
後
下
火
に
な
っ
た
か
と

(m) 

一
九
七

0
年
代
末
以
降
に
お
け
る
貧
困
層
の
再
増
加
や
、
福
祉
政
策
の
後
退
を
も
反
映
し
て
、

九
八

0
年
代
後
半
に
至
つ
で
も
な
お
幾
つ
か
の
側
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

D
-
カ
リ
l

(
加
)

憲
法
の
文
言
及
ぴ
連
邦
最
高
裁
の
裁
判
例
が
基
本
的
人
権
を
い
わ
ゆ
る
消
極
的
自
由
を
中
心
に
捉
え
て
い
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
ボ
ン
基

(
洲
)

ド
イ
ツ
で
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
理
論
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
社
会
国
家
原
理
が
導
き
出
さ
れ
た
こ
と
、
福
祉
給
付

(
ロ
虫
、
五
回
ν-nzHB『
』
巾
)

は
、
合
衆
国

本
法
下
の
(
旧
西
)

等
の
積
極
的
サ
ー
ビ
ス
が
廃
止
さ
れ
る
と
は
考
え
に
く
く
、
こ
の
こ
と
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
的
な
平
等
保
護
原
理
を
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
か

か
る
絶
対
的
義
務
に
実
際
上
等
し
い
も
の
と
も
見
う
る
こ
と
、
等
を
指
摘
し
、
利
他
的
な
社
会
国
家
の
構
築
が
ア
メ
リ
カ
で
も
可
能
で
あ
る

(
加
)

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

C
-
ブ
ラ
ッ
ク

(
n
F白
ユ

巾

印

戸

∞

-

白

円

r・
』
「
・
)

は
、
「
こ
の
憲
法
に
お
け
る
一
定
の
権
利
の
列
挙
は
、
人
民
に
よ
っ

て
保
持
さ
れ
て
い
る
他
の
権
利
を
否
定
し
た
り
軽
視
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
合
衆
国
憲
法
修
正
八
条
に
つ
い

「社会保障の権利」論 (2・完)

て
の
独
自
の
解
釈
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
明
文
に
は
な
い
も
の
の
、
「
生
命
、
自
由
、
幸
福
追
及
」
を
規
定
す
る
独
立
宣
言
、
憲
法
の
目
的

と
し
て
「
一
般
福
祉
の
促
進
」
を
規
定
す
る
憲
法
前
文
、

の
た
め
」

(
加
)
る。

の
支
出
権
限
)

そ
の
具
現
化
と
し
て
の
憲
法
一
条
八
節
(
連
邦
議
会
の
謀
税
権
限
と
「
一
般
福
祉

を
根
拠
と
す
る
「
人
間
ら
し
い
生
活
へ
の
権
利
(
己
足
立
ち
=
。
田
弘

R
gこ
芝
巾
ご
ざ
邑
)
」
の
存
在
を
主
張
し
て
い

(
旧
西
)

ド
イ
ツ
と
の
対
比
と
い
う
比
較
法
的
視
座
、

ブ
ラ
ッ
ク
は
も
っ
ぱ
ら
憲
法
の
解
釈
論
レ
ベ

」
れ
ら
の
見
解
の
う
ち
、

カ
リ

l
は

ル
で
の
議
論
、

と
い
う
特
色
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
前
者
の
議
論
は
必
ず
し
も
福
祉
に
対
す
る
明
確
な
「
権
利
」
を
打
ち
出
し
た
も
の
で
は

な
く
福
祉
国
家
擁
護
と
の
意
味
合
い
を
有
し
、
後
者
の
権
利
論
も
、
司
法
審
査
の
際
の
拠
り
所
と
い
う
よ
り
、
主
と
し
て
立
法
部
や
執
行
部

北法47(2・245)647



説

(
釦
)

に
対
す
る
義
務
、
具
体
的
に
は
福
祉
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
充
実
の
要
求
な
ど
と
の
関
連
で
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
特
定

の
政
治
な
い
し
道
徳
哲
学
に
相
当
程
度
基
盤
を
置
く
マ
イ
ケ
ル
マ
ン
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
異
な
り
、
福
祉
国
家
と
も
相
通
ず
る
社
会
国
家
理
念

自命

に
依
拠
す
る
カ
リ

l
の
ア
プ
ロ
ー
チ
や
、
独
立
宣
言
・
合
衆
国
憲
法
前
文
・
同
一
条
八
節
・
同
修
正
八
条
な
ど
の
解
釈
論
を
通
じ
て
「
人
間

ら
し
い
生
活
へ
の
権
利
」

の
導
出
を
試
み
る
ブ
ラ
ッ
ク
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
我
が
国
の
理
論
状
況
下
で
あ
れ
ば
あ
る
意
味
で
オ

l
ソ
ド
ッ
ク

ス
な
も
の
で
あ
る
と
も
い
い
得
る
。
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
一
般
化
し
て
い
な
い
こ
と
に
、
従
来
の
合
衆
国
憲
法
に
お
け
る
人
権
保
障
の

在
り
方
(
自
由
権
保
障
中
心
)
、

そ
し
て
そ
の
思
想
的
基
盤
(
個
人
主
義
思
想
、
生
活
自
助
の
強
調
な
ど
)

が
如
何
に
強
固
で
あ
っ
た
か
が

端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、

p
・
エ

l
デ
ル
マ
ン

は
、
「
最
低
収
入

(
E
5
5ロヨ

5
2
E巾
)
」
も
し
く
は
「
生
存
可
能
収
入
(
田
口
2
2即
日

(pw門
市
『
∞
-
開
門
田
巾
-
自
白
ロ
)

5
8
B内
。
『
印
C
V
回目印門出口
2
5
8
B巾)
L

に
対
す
る
権
利
を
構
築
す
る
た
め
、
ロ
ー
ル
ズ
や
本
稿
で
も
後
に
検
討
す
る

A
・
ゲ
ワ

1
ス

(
加
)

の

2
一
豆
町
)
ら
の
理
論
を
取
り
上
げ
、
特
定
の
立
場
は
採
ら
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
議
論
に
よ
り
最
低
収
入
に
対
す
る
「
道
徳
的
」
権
利

(
加
)

そ
の
趣
旨
は
国
連
人
権
宣
言
二
五
条
と
し
て
具
現
化
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
次
い
で
合
衆
国
憲
法
上
も
、

(〉

-s

の
存
在
が
十
分
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、

生
存
に
対
す
る
権
利
は
基
本
権
で
あ
り
生
存
を
確
保
で
き
な
い
こ
と
は
当
該
権
利
の
侵
害
と
な
る
と
の
実
体
的
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
理
論
か
、

あ
る
い
は
政
府
は
貧
困
の
存
続
に
つ
き
少
な
く
と
も
責
任
の
一
端
を
負
っ
て
お
り
、
富
裕
と
な
る
者
が
い
る
一
方
で
完
全
か
つ
絶
対
的
な
貧

困
状
態
に
置
か
れ
る
者
が
い
る
こ
と
は
平
等
保
護
に
反
す
る
と
の
平
等
保
護
理
論
を
基
盤
と
し
て
、
上
記
の
如
き
権
利
を
認
め
る
こ
と
が
で

(
加
)

き
る
と
す
る
。
確
か
に
貧
困
者
に
よ
り
多
く
の
金
銭
給
付
を
行
な
う
こ
と
は
慢
性
的
依
存
状
態
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
良
好
な
社
会
政
策
と
は

い
え
ず
、

し
た
が
っ
て
貧
困
へ
の
対
応
は
雇
用
・
賃
金
・
租
税
政
策
な
ど
の
総
合
的
遂
行
と
い
う
形
で
立
法
部
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま

し
い
。
し
か
し
、
連
邦
議
会
が
十
分
な
対
応
を
な
さ
な
い
以
上
、
そ
の
関
わ
り
方
の
問
題
は
別
に
し
て
、
連
邦
最
高
裁
の
役
割
は
な
お
残
さ

(
組
)

れ
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
エ

l
デ
ル
マ
ン
も
ま
た
、
現
在
の
連
邦
最
高
裁
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
上
記
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
い
ず
れ
に
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(
初
)

よ
っ
て
も
、
「
生
存
可
能
収
入
」
に
対
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
見
込
は
当
面
な
い
で
あ
ろ
う
と
の
認
識
に
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
が
注

目
し
て
い
る
の
が
、
近
時
に
お
け
る
連
邦
最
高
裁
の
消
極
的
態
度
と
は
必
ず
し
も
歩
調
を
一
に
し
な
い
州
裁
判
所
に
お
け
る
判
例
理
論
の
展

(
却
)

開
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
各
州
憲
法
に
お
け
る
条
文
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
争
点
に
か
か
わ
る
他
州
の
類
似
裁
判
例
に
影
響
を
及
ぽ

(
加
)

し
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
各
州
裁
判
例
の
蓄
積
に
よ
り
ひ
い
て
は
連
邦
最
高
裁
の
態
度
に
も
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
と
な
り
得
る
。
例
え
ば
、

(
溺
)

連
邦
最
高
裁
が
二
疋
の
住
居
(
仏
毛
色
百
官
)
へ
の
ア
ク
セ
ス
保
障
を
合
衆
国
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
現
状
と
の
対
比
に

(
溺
)

お
い
て
、
ホ

l
ム
レ
ス
(
己
居
図
。
B
巾

-2凹
)
の
住
居
に
か
か
わ
る
一
定
の
権
利
に
言
及
す
る
州
裁
判
所
の
判
例
に
注
目
し
て
い
る
。

(

却

)

(

別

)

エ
l
デ
ル
マ
ン
の
他
に
も
、
連
邦
の
「
実
験
室
」
と
も
い
わ
れ
る
州
に
お
け
る
憲
法
や
裁
判
所
の
裁
判
例
に
着
目
す
る
論
稿
が
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
州
に
焦
点
を
当
て
た
近
時
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
多
く
は
、
新
た
な
下
層
階
級
と
し
て
そ
の
存
在
が
顕
在
化
し
て
き
た
ホ

l
ム
レ
ス
に

(
却
)

焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、

一
九
七

0
年
代
ま
で
主
と
し
て
念
頭
に
置
か
れ
て
き
た
〉
司
り
の
対
象
者
と
も
相
当

部
分
重
な
り
合
う
と
は
い
え
る
も
の
の
、
福
祉
権
の
議
論
の
対
象
と
な
る
べ
き
新
た
な
、

そ
し
て
〉
明
り
の
の
主
た
る
対
象
で
あ
る
母
子
家

庭
な
ど
特
定
の
家
族
形
態
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
一
般
的
包
括
的
な
貧
困
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「社会保障の権利」論 (2・完)

そ
の
実
体
的
な
状
況
の
深
刻
さ
ゆ
え
に
、
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
給
付
水
準
ゃ
、
受
給
資
格
決
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
ニ

l
ド
基
準
の

(
御
)

低
さ
な
ど
を
争
う
と
い
う
形
で
、
本
稿
で
も
後
に
検
討
す
る
一
九
八
七
年
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
司
法
裁
判
所
判
決
な
ど
、
裁
判
上
一

(
矧
)

定
の
成
果
が
挙
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

そ
し
て
、

に
よ
れ
ば
、
貧
困
者
に
対
す
る
積
極
的
権
利
を
認
め
よ
う
と
す
る
試
み
が
失
敗
に
終
わ
っ
て

い
る
現
状
に
お
い
て
も
、
以
下
の
四
点
に
お
い
て
、
州
レ
ベ
ル
で
の
理
論
展
開
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
第
一
に
、
例
え
ば
「
貧

北法47(2・247)649

B
-
ニ
ュ

l
ボ

l
ン
(
回
匡
「
丹

Z
巾
ロ

σ。
『
ロ
巾
)

困
者
(
円

Z
F
E可
)

ケ
ア
、
扶
養
」
は
「
州
及
び
そ
の
下
部
機
関
に
よ
り
、
立
法
部
が
そ
の
時
々
に
決
す
る
方
法
及
ぴ
手
段
を

(
剛
山
)

通
じ
て
提
供
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
す
る
ニ
ュ

l
・ヨ

i
ク
州
を
は
じ
め
多
く
の
州
憲
法
に
は
、
明
確
に
貧
困
、
教
育
、
住
居
、
食

の
援
助
、



説

(
加
)

料
の
提
供
に
か
か
わ
る
明
文
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
州
裁
判
所
は
連
邦
裁
判
所
と
異
な
り
、

コ
モ
ン
ロ
ー
的
伝
統
で
あ
る
生

成
的
エ
ト
ス
を
保
持
し
、

ア
メ
リ
カ
法
の
発
展
に
生
成
的
役
割
を
果
た
し
続
け
て
い
る
。
第
一
一
一
に
、
貧
困
は
地
方
に
よ
り
実
情
が
相
当
程
度

論

異
な
る
こ
と
か
ら
、
貧
困
者
の
権
利
を
連
邦
レ
ベ
ル
で
画
一
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
馴
染
ま
な
い
部
分
が
あ
り
、

ま
た
州
裁
判
所
の

方
が
地
方
の
実
情
に
対
し
柔
軟
か
っ
適
合
的
な
判
決
を
も
た
ら
し
得
る
。
第
四
に
、
①
司
法
審
査
に
関
す
る
明
確
な
規
定
の
存
在
、
②
半
数

以
上
の
裁
判
官
の
選
挙
に
よ
る
選
出
、
③
判
断
の
対
象
と
な
る
州
憲
法
改
正
の
相
対
的
容
易
さ
、
④
立
法
部
の
多
数
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
覆

さ
れ
う
る
ル

l
ル
を
創
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
コ
モ
ン
ロ
ー
裁
判
官
と
し
て
活
動
す
る
権
限
の
付
与
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
州
裁
判
所
裁
判

官
は
連
邦
裁
判
所
裁
判
官
よ
り
強
固
な
民
主
主
義
的
基
盤
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
判
決
が
必
然
的
に
も
た
ら
す
配
分
的
効
果
の
一
つ

(
捌
)

の
基
礎
づ
け
と
な
り
得
る
。

「
社
会
保
障
の
権
利
」
の
主
体
は
、
究
極
的
に
は
言
う
ま
で
も
な
く
各
国
民
個
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
個
人
」
の
視
点
か
ら
「
社

会
保
障
の
権
利
」
の
保
障
の
有
り
様
を
実
質
的
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
国
レ
ベ
ル
の
み
な
ら
ず
、
地
方
レ
ベ
ル
で
の
法
的
保
障
の
状
況
を
も

視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
本
来
的
に
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
連
邦
制
国
家
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
よ
り
一
層
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
社
会
保
障
給
付
(
と
り
わ
け
公
的
扶
助
や
ソ

l
シ
ヤ
ル
サ
ー
ビ
ス
)

に
よ
る
困
窮
者
な
ど
に
対
す
る
生
活
保
障
は
、
伝
統
的
に
そ
し

て
基
本
的
に
は
現
在
で
も
各
州
に
委
ね
ら
れ
た
責
務
な
の
で
あ
っ
て
、
合
衆
国
憲
法
レ
ベ
ル
で
の
福
祉
権
保
障
の
在
り
方
い
か
ん
が
、
そ
の

ま
ま
各
個
人
の
実
体
的
権
利
保
障
の
在
り
方
を
示
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
各
州
憲
法
や
州
裁
判
所
の
判
例
に
着

目
す
る
近
時
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
今
後
と
も
そ
の
理
論
展
開
が
注
目
さ
れ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
各
州
毎
に
憲
法
保
障
の
内
容
や
司
法
部
の
果
た
す
べ
き
役
割
に
相
違
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
は
あ
ろ
う
。
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一、、，〆

裁
量
論
の
背
景

前
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
社
会
保
障
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
公
的
扶
助
お
よ
び
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
部
門
に
あ
っ
て
は
、
本
来
的
に
給

付
が
ニ

l
ズ
に
応
じ
た
個
別
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
し
て
ま
た
ソ

l
シ
ヤ
ル
ワ

I
ク
等
の
専
門
技
術
的
判
断
を
要

(
術
)

す
る
こ
と
か
ら
、
一
定
の
行
政
裁
量
の
行
使
が
不
可
避
で
あ
り
、
明
確
か
つ
完
全
に
規
準
化
す
る
こ
と
に
馴
染
ま
な
い
と
い
う
性
格
が
み
ら

(
揃
)

れ
る
。
リ

l
ガ
リ
ズ
ム
批
判
と
相
ま
っ
て
ラ
イ
ク
理
論
に
向
け
ら
れ
た
批
判
の
一
つ
は
、
こ
う
し
た
点
を
無
視
な
い
し
軽
視
し
て
い
る
と
い

(

閉

山

)

う
点
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

W
-
サ
イ
モ
ン
は
、
ラ
イ
ク
の
法
理
論
よ
り
も
前
述
し
た
ソ

l
シ
ヤ
ル
ワ

l
ク
法
学
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
し

(
加
)

た
上
で
、
第
一
線
に
立
つ
行
政
職
員
の
専
門
職
性
な
い
し
裁
量
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
と
は
い
え
扶
助
受
給
者
の
利

益
は
も
っ
ぱ
ら
行
政
庁
の
裁
量
に
依
ら
し
む
べ
き
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
福
祉
を
恩
恵
的
な
「
特
権
」
と
捉
え
た
一
九
五

0
年
代
以
前
の

考
え
方
と
実
質
的
に
大
差
な
く
、

そ
の
場
合
、
(
そ
れ
を
も
っ
ぱ
ら
手
続
的
に
捉
え
る
に
せ
よ
マ
イ
ケ
ル
マ
ン
の
よ
う
に
実
体
的
価
値
を
読

み
込
む
に
せ
よ
)
基
本
的
に
は
代
表
民
主
制
の
プ
ロ
セ
ス
の
側
か
ら
の
歯
止
め
に
頼
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

「社会保障の権利」論 (2・完)

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、

と
り
わ
け
一
九
七

0
年
代
以
降
、
主
と
し
て
行
政
法
学
な
い
し
福
祉
法
学
の
立
場
か
ら
、

一
応
行
政
庁
の
裁
量
に

委
ね
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
領
域
を
如
何
に
規
制
し
実
体
的
な
権
利
保
障
を
図
る
か
、
す
な
わ
ち
権
利
と
裁
量
の
調
和
を
知
何
に
し
て
図

(

加

)

(

別

)

る
か
と
の
問
題
関
心
か
ら
、
法
律
学
的
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
我
が
固
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、

T
・
キ
ャ
ン
ベ
ル

(吋・

0
・
。
印
ヨ
司

Z--)
は
、
典
型
的
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
福
祉
行
政
に
お
け
る
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
ソ

l
シ
ヤ
ル
ワ

l
ヵ
!
と
の
関
係
を
念
頭
に

お
き
つ
つ
、
行
政
裁
量
が
行
使
さ
れ
る
場
面
を
、
法
令
に
よ
る
拘
束
の
程
度
に
応
じ
て
三
つ
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
有
効
な
権
利

(
別
)

モ
デ
ル
を
提
示
し
た
。
ま
た
、

D
・
ガ
リ
ガ
ン

保
障
を
考
え
よ
う
と
す
る
「
裁
量
的
権
利

5
5「
巾
立
。
口
出
ミ

E
Z
Z
)
」

(
ロ
'
]
の
恒
三
間
白
ロ
)

は
、
行
政
裁
量
が
個
人
の
利
益
確
保
の
た
め
に
機
能
す
る
場
合
(
福
祉
行
政
が
当
然
含
ま
れ
得
る
)
に
つ
き
、
権
利
の
存
在
(
資
格
の
問
題
)

北法47(2・251)653



説

(m) 

と
権
利
の
範
囲
・
内
容
(
給
付
の
額
・
程
度
の
問
題
)
と
を
概
念
上
区
別
し
、
基
本
的
に
前
者
に
は
裁
量
を
認
め
る
べ
き
で
な
い
と
し
て
も
、

(m) 

後
者
に
お
い
て
は
そ
れ
が
む
し
ろ
必
要
と
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
行
政
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
た
と
え
実
体
的
判
断
な
い
し
決
定
は

論

行
政
職
員
に
委
ね
ら
れ
る
と
し
て
も
、
当
該
決
定
は
あ
ら
ゆ
る
関
連
し
た
重
要
事
項
を
勘
案
し
、

な
さ
れ
た
決
定
に
つ
き
明
瞭
で
理
に
か
な

北法47(2・252)654

っ
た
理
由
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
視
角
か
ら
、
行
政
庁
内
部
に
お
け
る
判
断
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
一
種
の
手
続
的
権
利
を

(
別
)

導
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

裁
量
の
在
り
方
の
統
制
と
い
っ
て
も
、
個
別
の
受
給
資
格
認
定
・
支
給
額
決
定
に
際
し
て
の
行
政
庁
内
部
(
典
型
的
に
は
担
当
職
員
(
ケ
ー

ス
・
ワ

1
カ

l
)
)
に
お
け
る
個
別
の
裁
量
と
、
受
給
資
格
基
準
や
支
給
額
基
準
の
設
定
に
か
か
る
執
行
部
の
裁
量
や
法
制
度
の
創
設
な
ど

に
か
か
る
立
法
部
の
裁
量
と
い
う
、

レ
ベ
ル
の
異
な
る
二
つ
の
場
面
で
の
裁
量
統
制
の
在
り
方
が
問
題
と
な
り
得
る
。
キ
ャ
ン
ベ
ル
や
ガ
リ

ガ
ン
の
議
論
は
、
次
に
検
討
す
る
ハ
ン
ド
ラ
!
と
同
様
、
こ
の
う
ち
主
と
し
て
前
者
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
揃
)
例
え
ば
、

T
・
キ
ヤ
ン
ベ
ル
は
、
「
ソ

l
シ
ヤ
ル
・
ワ

l
ヵ
l
の
専
門
職
的
判
断
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
窮
状
の
原
因
及
ぴ
救
済
策
に
つ
い

て
の
心
理
学
的
・
社
会
学
的
理
論
に
、
も
し
く
は
単
に
彼
ら
自
身
の
経
験
に
、
し
ば
し
ば
基
礎
を
置
い
て
お
り
、
あ
る
い
は
ま
た
置
く
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
法
準
則
な
い
し
法
の
適
用
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
し
、
従
来
主
と
し
て
治
療
的
側
面

か
ら
、
専
門
技
術
的
判
断
が
尊
重
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
o

C白

g
Z
E
-
E
S
S。
E
G
足
立
門
的
い

5
2
-
5
8
E
Jご
Z

∞。

C
R

巧
富
岡
町
0
・
包
宏
、
ロ
ヨ
呂
田
町
二
一
主
的
巴
叶
∞
)
・

(
T
-
D
-
キ
ヤ
ン
ベ
ル
「
自
由
裁
量
的
『
権
利
』
」
(
ノ
エ
ル
・
テ
ィ
ム
ズ
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ト
・

ワ
ト
ソ
ン
編
『
社
会
福
祉
の
哲
学
|
|
ソ

l
シ
ヤ
ル
ワ
l
ク
を
中
心
に

l
i』
(
雄
山
閣
、
一
九
八
八
年
)
所
収
)
七
九
頁
)

(揃

)
E
E
-
2・
。
ミ
之
さ
5
3
h
S
3
3ミ
旬
、
吉
言
。
ご
芯
意
志
者
泣
き

E
h
E
H
N
F
E
n〉
F
F
m
z・
2
少
印

S
H
O
(
5
2
)

(
閉
山
)
第
一
章
第
一
節
参
照
。



「社会保障の権利J論(2・完)

(
加
)
巴

B
o
p
sミ
B

ロ

cg=-巳
N

∞
1
2・
本
多
・
前
掲
論
文
(
注
刊
)
一
一
一
一
九
一
一
一
一
一
一
頁
参
照
。

(
捌
)
注
間
参
照
(
六

0
年
代
に
お
け
る

K
・
デ
l
ピ
ス
の
裁
量
統
制
論
)
。
社
会
福
祉
行
政
に
限
定
さ
れ
な
い
裁
量
統
制
論
一
般
の
議
論
の
現
状
に

つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
神
長
・
前
掲
論
文
(
注
問
)
三
六
頁
注
目
掲
載
の
諸
論
稿
を
参
照
。

(別

)

J
・
マ
シ
ョ
!
?
『
ミ
F

宮
山
田
宮
耳
)
は
、
障
害
年
金
給
付
及
び
障
害
者
扶
助
給
付
を
題
材
と
し
て
行
政
的
正
義
の
問
題
を
論
じ
、
「
官
僚
制

的
合
理
性
(
∞

R
2
5
E宮

Etog-5)」
「
専
門
職
措
置
(
甲
。
宮
山

H
O
E
-
P
3
5
2円
)
」
「
道
徳
的
判
断
室
。

E
ニ
ロ
企

2
2円
)
」
と
い
う
三

つ
の
モ
デ
ル
の
う
ち
、
寸
客
観
的
準
則
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
た
行
政
決
定
と
そ
の
正
確
性
が
品
質
保
障
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
階
等
制

に
よ
る
行
政
」
(
本
多
・
前
掲
論
文
(
注
必
)
一
二
三
ハ
頁
)
、
す
な
わ
ち
「
官
僚
制
的
合
理
性
」
モ
デ
ル
に
主
導
的
地
位
を
認
め
て
い
る
。
同
モ

デ
ル
の
理
念
的
構
想
(
円

8
2
E
Dロ
)
に
お
け
る
行
政
目
的
は
、
可
能
な
限
り
低
い
コ
ス
ト
で
真
実
の
申
請
と
虚
偽
の
申
請
と
の
区
別
を
な
す
た

め
の
シ
ス
テ
ム
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
マ
シ
ョ
ー
は
、
ソ

l
シ
ャ
ル
・
ワ
l
ク
が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
へ
の
奉
仕
を
目
的

と
す
る
「
専
門
職
措
置
」
モ
デ
ル
の
一
典
型
で
あ
り
、
福
祉
官
庁
は
こ
の
モ
デ
ル
に
よ
る
行
政
が
な
さ
れ
る
一
例
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
社
会

福
祉
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
本
来
的
に
対
立
当
事
者
的
な
(
包

2
3句
可
)
や
り
方
で
な
さ
れ
る
申
請
者
側
の
主
張
と
相
ま
っ
て
(
こ
う
し
た
や
り
方

は
上
記
の
専
門
職
モ
デ
ル
の
目
的
と
適
合
し
な
い
て
次
第
に
機
能
的
に
崩
壊
し
組
織
的
に
官
僚
制
化
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
所
轄
官
庁
で
あ

る
社
会
保
障
庁
(
∞
∞
〉
)
が
医
療
・
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
含
む
全
面
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

(E-
お
「
三
円
巾
)
社
会
福
祉
官

庁
で
な
い
以
上
、
専
門
職
へ
の
広
範
な
裁
量
と
い
う
主
張
が
妥
当
す
る
場
面
で
は
な
い
旨
述
べ
て
も
い
る
。
』
・

ζ
E
E戸
∞
C
同

E
2悶〉コ
n

P
2
5
w
-
宮〉
Z
〉
の
豆
の
的
O
Q
R
U
n
c
E
コ
ロ
目
的
旨

E
コ

P
と
5
N
H
A
C
(呂
∞
ω)
・
(
書
評
、
染
谷
雅
幸
「
学
会
展
望
」
可
国
家
学
会
雑
誌
』
一

O
一
巻
一

H

二
号
(
一
九
八
八
年
)
一
九
三
頁
以
下
)
本
稿
の
視
点
か
ら
い
え
ば
、
公
的
扶
助
と
社
会
保
険
と
の
差
異
を
捨
象
す
る
こ
と
に
つ

き
そ
れ
な
り
の
説
明
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
が
、
筆
者
が
み
た
限
り
、
マ
シ
ョ

l
の
議
論
で
は
そ
の
点
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

少
な
く
と
も
、
後
に
本
文
で
取
り
上
げ
る
ロ

l
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
ら
の
論
者
が
主
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
が
典
型
的
に
は
〉
司

un
プ
ロ
グ

ラ
ム
や
ソ

l
シ
ヤ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
等
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
(
マ
シ
ョ
ー
は
障
害
給
付
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
)
、
必
ず
し
も
議
論
の
位
相
を

同
一
に
し
な
い
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
の
障
害
年
金
及
び
∞
白
障
害
給
付
決
定
手
続
を
考
察
し
た
論
稿
に
よ
れ
ば
、
(
年

金
と
公
的
扶
助
と
の
受
給
要
件
の
差
異
等
は
)
「
二
つ
の
給
付
制
度
に
参
加
す
る
申
請
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
裁
決
手
続
に
ち
が
い
を
も

た
ら
す
も
の
で
は
な
い
た
め
、
手
続
を
検
討
対
象
と
す
る
本
稿
で
は
こ
の
両
給
付
制
度
を
区
別
」
し
な
い
と
明
言
す
る
も
の
が
あ
る
。
渡
辺
・

前
掲
論
文
(
注
問
)
七
八
頁
。
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説

(
加
)
キ
ャ
ン
ベ
ル
は
、
ワ
l
カ
l
は
単
に
何
ら
か
の
決
定
を
下
せ
ば
よ
い
と
い
っ
た
、
法
令
に
よ
る
拘
束
に
ほ
と
ん
ど
期
待
を
も
て
な
い
よ
う
な

場
面
(
第
三
の
類
型
)
に
お
い
て
も
、
「
合
理
性
」
の
概
念
に
よ
る
制
約
、
す
な
わ
ち
決
定
が
な
さ
れ
る
基
礎
と
な
る
べ
き
政
策
や
目
的
に
照
ら

し
て
合
理
的
か
否
か
と
の
基
準
を
提
示
し
て
い
る
。
。
白
日
喜
市
}
ア
言
、
送
口
色
丹
市

N
2・
陪
円
。
ァ

E-
キ
ヤ
ン
ベ
ル
の
議
論
を
紹
介
し
た
秋
元
・
前
掲

「
『
福
祉
行
政
』
に
お
け
る
権
利
と
裁
量
」
(
注
お
)
一
五
七
頁
に
よ
れ
ば
、
法
令
が
あ
る
程
度
の
許
容
範
囲
を
認
め
て
い
る
局
面
(
第
二
の
類
型
)

に
お
い
て
は
、
必
要
な
裁
量
と
不
必
要
な
裁
量
の
洗
い
直
し
を
行
な
っ
た
後
、
川
先
例
の
積
み
重
ね
や
補
充
的
下
位
基
準
の
定
立
な
ど
、
裁
量

を
統
制
す
る
法
的
枠
組
自
体
の
強
化
、
凶
新
た
な
苦
情
処
理
制
度
や
救
済
制
度
の
導
入
と
い
っ
た
形
で
、
必
要
な
裁
量
が
発
田
博
さ
れ
る
余
地
を

残
し
な
が
ら
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
め
て
い
く
と
の
手
法
、
を
提
示
し
て
い
る
。
な
お
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
い
う
第
一
の
類
型
と
は
、
法
令
に
よ

り
そ
の
適
用
の
有
無
及
び
範
囲
が
規
制
さ
れ
、
第
二
・
第
三
の
類
型
の
よ
う
な
形
で
の
裁
量
の
余
地
を
基
本
的
に
生
ぜ
し
め
な
い
場
合
で
あ
る
。

(m)
下
山
瑛
二
「
サ

l
ヴ
ィ
ス
行
政
に
お
け
る
権
利
と
決
定
」
(
雄
川
一
郎
編
『
公
法
の
理
論
・
中
』
(
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
)
六
六
一
|
六
六

二
頁
も
、
我
が
国
の
生
活
保
護
制
度
を
念
頭
に
お
き
、
受
給
資
格
と
給
付
額
の
確
定
手
続
を
別
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
(
前
者
は
す
ぐ
れ

て
権
利
の
問
題
で
あ
り
、
後
者
は
む
し
ろ
非
法
的
な
性
質
を
も
っ
)
と
し
た
上
で
、
不
服
審
査
過
程
の
「
司
法
化
」
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

(m)
秋
元
・
前
掲
「
福
祉
の
権
利
と
行
政
裁
量
」
(
注
お
)
二
九
三
二
九
六
頁
。

(
別
)
り
・
。

FFRM〉
Z
噌
目
的
自
国
-oz〉
宮

司

O名
目
印
。
〉

F
E
R
ω
2
0
J
R
O司
O

ヨ
5
〉

F
E
R自
己

0
2
5∞
1
3
(
5∞
①
)
秋
元
・
前
掲
「
福
祉
の
権

利
と
行
政
裁
旦
一
旦
」
(
注
お
)
二
九
七
頁
は
、
こ
の
ガ
リ
ガ
ン
が
い
う
と
こ
ろ
の
権
利
を
「
合
理
的
判
断
過
程
を
経
る
こ
と
を
求
め
る
権
利
主
宰
Z

Z
5
8
8吉
岡
胃

2
2印
)
」
と
呼
ん
で
い
る
。

::'，6.. 
H岡

〆'ー、

一、、ー〆

「
共
同
的
意
思
決
定
」

モ
デ
ル

ハ
ン
ド
ラ
!
の

ハ
ン
ド
ラ

1
は
、
ラ
イ
ク
以
降
の
法
的
発
展
、
す
な
わ
ち
福
祉
受
給
者
は
法
的
権
利
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
救
済
策
の
確

立
を
通
じ

(
具
体
的
に
は
裁
判
制
度
や
行
政
不
服
審
査
制
度
に
よ
り
)
不
法
な
政
府
活
動
か
ら
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
考
え
方
(
リ

北法47(2・254)656



ゃ
、
ラ
イ
ク
の
考
え
方
の
背
景
に
あ
る
古
典
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
理
論
的
基
礎
が
、
必
ず
し
も
あ
ら
ゆ
る

法
分
野
に
お
い
て
直
接
妥
当
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
貧
困
者
は
、
そ
も
そ
も
権
力
と
富
を
欠
き
十
分
な
交
渉
力
を
も
た

ベ
ラ
ル
・
リ

l
ガ
リ
ズ
ム
)

な
い
依
存
状
態
に
あ
る
た
め
、
政
府
と
対
立
当
事
者
的
に
相
争
う
関
係
に
あ
る
と
み
る
よ
り
、
裁
量
的
・
継
続
的
な
社
会
的
同
盟

(
ω
2
5
-
(m) 

∞
。
白
色
)
関
係
に
あ
る
と
み
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
し
て
、
「
共
同
的
意
思
決
定

F
C
C
-】巾
E
門戸〈巾己
2
-
2
8・
呂
美
百
四
)
L

モ
デ
ル
を
提
唱
し
た
。

(m) 

そ
こ
で
は
、
「
自
由
」
の
基
礎
と
も
な
る
べ
き
個
人
の
「
自
律

2
5
2
0呂
可
)
」
の
保
護
が
要
求
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
ア
ト
ム
的
個
人

主
義
が
持
つ
古
典
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
の
、
集
団
内
に
お
け
る
「
社
会
的
自
律
(
凶

R
E
Eぢロ
0
2、)」

(
初
)

で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
こ
こ
に
い
う
共
同

roo-】
え
さ
oロ
)
と
は
、
変
換
的
・
建
設
的
な
権
能
賦
与
(
巾
昌
吉
当

q
B
S円
)
を
伴
い
、
善
意
・

利
他
主
義
・
相
互
尊
重
を
不
可
欠
と
す
る
参
加
的
共
同
(
℃
曲
三
三
宮
g
ミ
2
0宮

z
gロ
)
で
あ
る
と
し
、
単
な
る
手
段
的
共
同
(
例
え
ば
契

(
別
)

約
関
係
な
ど
)
と
は
区
別
し
て
い
る
。
た
だ
し
彼
の
立
場
は
い
わ
ゆ
る
共
同
体
主
義
(
円
o
g
g
z
E
E
コE
Z
B
)

(
別
)

げ
る
裁
量
の
諸
条
件
も
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
基
本
的
価
値
を
再
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

の
そ
れ
で
は
な
く
、
後
に
挙

ハ
ン
ド
ラ

i
は
、
こ
の

モ
デ
ル
が
妥
当
す
る
分
野
と
し
て
、
障
害
児
教
育
法
(
己
戸
内
向
山

E
S
Eロ
ゲ
『
〉
口
出
自
己
・

(
捌
)

に
基
づ
く
特
別
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
典
型
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
な
か
で
も
、

「
共
同
的
意
思
決
定
」

「社会保障の権利」論 (2・完)

』

2
2】邑
(
V
F
F
-

己「巾門戸〉円円)

一
応
の
成
果
を
挙
げ
た
例
と

し
て
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
マ
デ
ィ
ソ
ン
学
区
に
焦
点
を
当
て
、
裁
量
論
と
の
関
係
で
も
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

ハ
ン
ド
ラ

1
は、

と
り
わ

け
継
続
的
関
係
を
基
盤
と
す
る
人
的
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
い
て
は
裁
量
が
不
可
避
的
に
要
請
さ
れ
る
と
の
見
地
か
ら
、
前
述
し
た
J

・
マ
シ

(

狐

)

(

剛

山

)

ョ
l

(』
巾
『
『
可
「
冨
即
日
宮
当
)
の
三
つ
の
裁
量
論
モ
デ
ル
の
う
ち
、
「
専
門
職
措
置
」
モ
デ
ル
が
妥
当
す
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
彼
は
、
リ

ベ
ラ
ル
・
リ
!
ガ
リ
ズ
ム
を
捨
象
し
、
分
権
化
・
専
門
職
化
な
ど
を
志
向
す
る
こ
と
に
よ
り
殊
更
に
行
政
裁
量
を
重
視
す
る
サ
イ
モ
ン
と
は

異
な
り
、
裁
量
が
正
当
化
さ
れ
る
諸
条
件
を
提
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
ま
た
裁
量
の
必
要
と
さ
れ
る
分
野
を
限
定
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

例
え
ば
、
上
述
の
特
別
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
裁
量
行
使
の
た
め
の
条
件
と
し
て
、
川
非
中
央
集
権
的
(
分
権
的
)
な
制
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説

度
、
凶
官
僚
制
の
役
割
が
変
化
し
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
部
と
な
る
こ
と
、
聞
と
り
わ
け
草
の
根
レ
ベ
ル
に
お
け
る
社
会
運
動
集
団
の
存
在
、

凶
(
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
は
親
と
学
校
と
の
聞
に
お
け
る
)
共
同
的
意
思
決
定
、
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
裁
量
が
必
要
と
さ
れ
る
具
体

的
場
面
に
つ
い
て
ハ
ン
ド
ラ

1
は、

言!

日岡

一
九
八
三
年
の
論
文
に
お
い
て
、
公
的
扶
助
に
つ
き
、
定
型
化

(
g
E
E自
己
芯
ロ
)
に
な
じ
む
分
野
と

(
加
)

を
分
け
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
別
稿
で
は
、
裁
量
と

裁
量
を
必
要
と
す
る
分
野
(
緊
急
的
な
い
し
特
別
ニ

l
ズ
に
か
か
わ
る
部
分
)

個
別
化
さ
れ
た
取
扱
い
と
に
ま
つ
わ
る
悪
し
き
歴
史
を
有
す
る
〉
旦
)
わ
が
、
当
然
に
「
共
同
的
意
思
決
定
」
モ
デ
ル
の
妥
当
す
べ
き
プ
ロ

(
捌
)

グ
ラ
ム
と
は
い
え
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
裁
量
が
当
然
に
正
当
化
さ
れ
る
と
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

公
的
年
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る

O
〉
∞
巴
は
、
固
定
化
さ
れ
た
資
格
、
限
定
さ
れ
た
裁
量
、
手
続
的
デ
ュ

I
・
プ
ロ
セ
ス
、
司
法
上
強
制
可

能
な
権
利
と
い
っ
た
特
徴
を
持
つ
典
型
的
な
リ
ベ
ラ
ル
・
リ

l
ガ
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
行
政
裁
量
の
問
題
も
基
本
的
に
生
じ
な
い
と
さ

(
術
)

れ
る
。こ
う
し
て
ハ
ン
ド
ラ

l
も
ま
た
、
前
記
の
諸
論
者
と
同
様
、
「
法
の
支
配
」
に
よ
る
厳
格
な
ル

l
ル
設
定
の
み
に
依
る
の
で
は
な
く
、
い

(
術
)

わ
ゆ
る
イ
ン
フ
ォ

l
マ
リ
ズ
ム
の
必
要
性
と
の
側
面
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
と
い
い
得
る
。
そ
の
上
で
彼
は
、
上
記
の
裁
量
の
諸
条
件
に
つ

(

閉

山

)

き
、
な
お
も
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
重
大
な
批
判
に
遭
遇
す
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
近
著
で
そ
の
解
決
策
の
鍵
を
、

J
-
ハ
l

(
別
)

の
「
対
話
的
合
理
性
」
な
ど
の
思
想
に
求
め
て
い
る
。
「
ロ

l
ル
ズ
と
サ
ン
デ
ル

バ

l
マ
ス

C
Z『
問
巾
口
出
血

σ巾
「
ヨ

mg)

(
冨
・
∞
由
同
三
巴
)

本
的
相
違
は
、
こ
の
著
書
の
射
程
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
探
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
現
代
社
会
福
祉
国
家
に
お
け
る
対
話

(
加
)

の
可
能
性
で
あ
る
」
と
彼
は
述
、
べ
、
考
察
を
進
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
近
時
の
ハ
ン
ド
ラ

l
の
議
論
も
ま
た
、
後
述

主
義
(
♀

E
0
2
g
)

す
る
ロ

l
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
と
は
異
な
っ
た
次
元
に
お
い
て
、
裁
量
論
に
新
た
な
地
平
を
拓
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

北法47(2・256)658
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先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

ハ
ン
ド
ラ

l
の
議
論
は
、

キ
ヤ
ン
ベ
ル
や
ガ
リ
ガ
ン
と
同
様
、
個
別
の
受
給
資
格
認
定
・
支
給
額
決
定
に
際
し
て

の
行
政
庁
内
部
(
典
型
的
に
は
担
当
職
員
(
ケ

l
ス
・
ワ

1
カ
l
)
)
に
お
け
る
裁
量
の
在
り
方
を
主
と
し
て
問
題
に
し
て
い
る
。
公
的
扶

助
お
よ
び
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
第
一
線
に
立
つ
職
員
(
ワ

l
カ
1
)

の
専
門
職
性
で
あ
り
、

そ
の
専
門
職

性
と
は
本
来
、

ソ

1
シ
ヤ
ル
・
ワ

l
ク
と
い
う
実
践
的
な
理
論
体
系
に
基
づ
い
て
発
揮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
場
面
に
お
い

て
「
権
利
と
裁
量
の
調
和
」
を
如
何
に
図
る
か
が
課
題
で
あ
り
、
こ
の
点
、
キ
ヤ
ン
ベ
ル
や
ガ
リ
ガ
ン
の
モ
デ
ル
は
、
こ
れ
に
対
す
る
一
つ

の
有
効
な
視
座
を
提
供
し
て
い
る
と
い
い
得
る
。
さ
ら
に
ハ
ン
ド
ラ

l
の
裁
量
論
は
、
裁
量
行
使
の
た
め
の
具
体
的
諸
条
件
(
地
方
分
権
的

な
制
度
、
官
僚
制
の
果
た
す
役
割
の
変
化
、
社
会
運
動
集
団
の
存
在
、
共
同
的
意
思
決
定
)

の
提
示
と
い
っ
た
側
面
に
お
い
て
参
考
と
す
べ

き
点
が
少
な
く
な
い
し
、
「
現
代
社
会
福
祉
国
家
に
お
け
る
対
話
主
義

E
E
S
E
-出
ご
と
の
視
角
は
、
裁
量
論
に
新
た
な
途
を
切
り
拓
く

可
能
性
を
も
っ
点
で
今
後
と
も
注
目
す
べ
き
も
の
と
言
え
よ
う
。

「干士会保障の権利J論(2・完)

(
問
)
国
自
己
-R-nqzhH苫
宮

S
h
同
h
E
E
S
S
H
V
h
白
E

S
町、山弘司
53HMHぎ
な
ぜ
同
写
。
之
助
h
u
h
R芯

--sq白書
、
戸
市
町
∞
印
巧
目
的

F

閉
山
開
〈
め
∞
戸
。
。
o
i
E
(
同
ゆ
∞
印
)

本
多
・
前
掲
論
文
(
注
判
)
一
二
一
一
一
|
三
二
四
頁
。
ハ
ン
ド
ラ
l
は
、
慨
に
一
九
七
九
年
の
著
書
に
お
い
て
、
社
会
保
障
法
タ
イ
ト
ル
同
一
円
と
の

関
係
で
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
く
一
定
の
聴
問
権
(
手
続
的
権
利
)
の
抽
出
を
試
み
て
い
る
。
』
戸
E
U
E
F
2
0目
日
-
E
叶
回
開
∞
O

Q
R
印刷同
2
2
P
E
2
2
4
2
(
5
3
)
(書
評
、
河
野
・
前
掲
「
研
究
の
課
題
と
展
望
」
(
注
お
)
)
・
た
だ
し
、
共
同
的
意
思
決
定
モ
デ
ル
に

代
表
さ
れ
る
彼
の
裁
量
論
の
本
格
的
な
理
論
展
開
が
み
ら
れ
る
の
は
、
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
八

0
年
代
以
降
で
あ
る
と
い
い
得
る
。

(
別
)
ハ
ン
ド
ラ
ー
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
自
律
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
』
・
出
〉
ZUF何回
e

「
〉
を
〉
ZU
↓
日
旨
〉
R
Z
E問。
o
g
F
E
Z弓
4
5
(
5
8
)

(
加
)
出
自
丘
2
・室、

s
g
Z
N叶
印
・
巳
⑦
ゆ
∞
・

(
別
)
同
〉
Z
U
E
F
S
Y白
E
Z
N
昌
司
印
ニ

ωω'Z

(
別
)
』
出
〉
ZUF開
戸
寸
回
開

n
o
z
U
3
5
Z印
。
司
盟
問
。
同
開
、
コ
OZ
〉
C
↓
ozozJ子。
oF-zcZ寸
戸
∞
己
回
目
山
〉
C
打開〉
2
1
N∞
印
(
]
忘
∞
合
)
・

(
捌
)
出
E
2
2・
S
Y
B
E
Z
N斗
印
・
恒
三
山
川
昌
宏
w

ア
メ
リ
カ
で
は
、
広
義
の
社
会
福
祉

2
2
5
7
2
-
P「
巾
)
制
度
と
し
て
教
育
制
度
も
含
ま
れ
る
点

北法47(2・257)659



説

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
拙
稿
・
前
掲
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
会
保
障
制
度
の
形
成
(
ニ
」
(
注
引
)
六
九
九
頁
注
ロ
参
照
。

(
加
)
注
別
参
照
。

(
加
)
出
〉
Z
U
F
E
-
Sマ
品
目
。
Z
N
3
-
巳
工
。

(
加
)
白
血
ロ
丘
町
『
・
宮
崎
町
苫
な
き

S
旬。円
S
』ザてね宍白書・円
e
c
s
S師、、
S
H札
書
室
町
を
勾
ミ
め
ミ
ト
白
君
、
川
町
N
J『
〉
日
「
・
]
・
5

4

0
・
HN
斗
匂
(
冨
∞
ω)

ハ
ン
ド
ラ
l

は
さ
ら
に
一
九
九

O
年
の
著
書
に
お
い
て
、
法
的
規
制
の
み
で
は
う
ま
く
機
能
し
な
い
典
型
例
と
し
て
、
ナ
l
シ
ン
グ
・
ホ
l
ム
に
お
け
る
老

人
ケ
ア
を
挙
げ
て
い
る
。
国
〉
ZUF開
戸
留
守
白

E
R
N
a
-
E門
戸
∞

N寸

(加)出白ロ内同一向「
-
h
ヌ
ミ
白
口
。
Z
N
吋印
-
R
吋()ム

(
加
)
た
だ
し
、
ハ
ン
ド
ラ

l
が
理
想
と
す
る
人
道
主
義
的
共
同
体
社
会
に
あ
っ
て
は
、

O
〉

ω巴
は
人
々
を
客
体

(
O
互
2
円
)
と
し
て
扱
う
も
の
で
あ

っ
て
適
切
で
な
く
、
ま
た
究
極
的
に
は
そ
う
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
不
要
に
な
ろ
う
と
も
述
べ
て
い
る
。
同
色
・
白
円
、
吋
0
0
・

(
揃
)
戸
塁
。
F

何回-言、

s
g
g
N
a
-主
同

日

ω・

(加

)
Z
k
p
z
u「
何
回
一
-
言
、
さ
き
丹
市

NJ3-
町民

Nゆ
N-

(捌

)
F
r
z
u
E
F
Sミ
B

口。
Z
N吋
mw-E門
叶

N
∞「

(捌)』「且・白門戸
C
印・

吾ふ
白岡

( 

一一一、、ー〆

ロ
i
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
の

「
社
会
的
義
務
・
集
団
的
権
利
」

モ
デ
ル

レ
ー
ガ
ン

H
ブ
ッ
シ
ュ
と
続
く
共
和
党
政
権
下
の
保
守
的
な
社
会
政
治
的
風
潮
を
背
景
と
し
て
、

(
加
)

八
六
年
に
パ

i
ガ
1
・
コ
ー
ト
か
ら
レ

l
ン
ク
イ
ス
ト
・
コ
ー
ト
へ
と
移
行
し
た
連
邦
最
高
裁
は
、
七

0
年
代
初
頭
ま
で
と
は
大
き
く
異
な

ロ
l
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、

り
、
福
祉
受
給
者
等
の
取
扱
い
に
つ
き
非
常
に
消
極
的
な
対
応
を
な
す
に
至
っ
た
と
さ
れ
る
。
彼
は
こ
う
し
た
福
祉
分
野
に
お
け
る
連
邦
最

高
裁
の
態
度
を
「
マ
ネ
ジ
リ
ア
ル
・
フ
ォ

l
マ
リ
ズ
ム

(g
包
括
R
E
向
。
「
昌
弘
抗
日
)
」
と
名
付
け
た
。
そ
の
核
心
は
、
「
給
付
を
配
分
し
も

北法47(2・258)660
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し
く
は
拒
否
す
る
際
、
又
は
関
連
す
る
様
々
な
決
定
(
例
え
ば
、
土
地
利
用
規
制
・
大
量
輸
送
料
金
規
制
(
自
由
国
三
『
自
巴
門

E
Z凹
)
・
病
院

を
な
す
際
、
執
行
部
の
行
政
職
員
並
び
に
立
法
者
は
、
制
定
法
上
も
し
く
は
憲
法
上
極
め
て
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、
貧

(
矧
)

困
者
そ
の
他
社
会
的
弱
者
に
対
し
ほ
と
ん
ど
全
く
法
的
責
任
を
負
わ
な
い
」
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
民
主
主
義
的
プ
ロ
セ
ス
の
尊
重
と
の

閉
鎖
)

観
点
か
ら
執
行
部
並
び
に
立
法
部
の
活
動
に
関
わ
る
裁
判
上
の
請
求
に
つ
き
消
極
的
な
態
度
を
採
る
点
で
、
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
を
敵
視
し
た

(
加
)

古
典
的
フ
ォ

i
マ
リ
ズ
ム
と
異
な
り
、
執
行
部
並
び
に
立
法
部
の
「
専
門
性
」
を
尊
重
す
る
点
で
「
マ
ネ
ジ
リ
ア
ル
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
、

四
歳
の
男
児
が
父
親
に
繰
り
返
し
虐
待
を
受
け
、

そ
の
旨
の
通
報
等
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

カ
ウ
ン
テ
ィ
・
ソ

l
シ
ャ
ル

サ
ー
ビ
ス
局
が
適
切
な
保
護
措
置
を
採
ら
ず
、

つ
い
に
は
回
復
不
能
な
ま
で
の
脳
障
害
を
負
っ
た
事
例
に
つ
き
、
当
該
男
児
及
ぴ
母
親
か
ら

州
当
局
な
ど
に
対
し
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
が
な
さ
れ
、
こ
れ
が
斥
け
ら
れ
た
連
邦
最
高
裁
判
決
で
あ
る
口
市
l

(
加
)

ω宮
口
市
可
〈
者
百
口
市

g
m
o
n
o
E
q
u岳
恒
三
宮
巾
ロ
門
O
同

ω
0
2
E
-
P
2
H円
2
な
ど
を
具
体
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

口
市
笠
宮
内
可
判
決
で
は
、
「
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
文
言
そ
れ
自
体
は
、
州
に
対
し
、
私
人
に
よ
る
侵
害
か
ら
市
民
の
生
命
、
自
由
、

財
産
を
守
る
こ
と
を
要
求
し
て
は
い
な
い
。
同
条
項
は
、
州
の
活
動
権
限
へ
の
制
約
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

一
定
の
最
低

「社会保障の権利J論 (2・完)

限
レ
ベ
ル
の
安
全
と
防
護
の
保
障
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
L

「
デ
ュ

i
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
が
政
府
に
よ
る
援
助
に
対
す
る

積
極
的
権
利
を
一
般
的
に
認
め
て
い
な
い
と
い
う
の
は
当
裁
判
所
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
「
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
が
、
市
民
に
特

定
の
保
護
的
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
べ
き
こ
と
を
州
に
義
務
付
け
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
州
は
、
そ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
選

択
し
た
な
ら
ば
避
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
障
害
に
対
し
て
で
あ
っ
て
も
同
条
項
の
下
で
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
と
は
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と

(

捌

)

(

加

)

(

揃

)

(

加

)

に
な
る
」
と
判
示
し
、
州
に
よ
る
堕
胎
費
用
や
住
居
、
自
立
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
義
務
を
否
定
し
た
先
例
を
引
用
す
る
。
こ
の
意
味
で
は
、

同
判
決
は
実
体
的
福
祉
権
の
承
認
に
対
し
消
極
的
な
一
九
七

0
年
代
以
降
の
連
邦
最
高
裁
判
例
理
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら

に
同
判
決
は
、
本
件
で
は
特
定
個
人
と
州
と
の
聞
に
設
定
さ
れ
た
「
特
別
な
関
係
宏
司
巾
門
戸
山

]
2
g
z
oロ印
F
G
)
」
が
あ
る

州
は
』
。
∞

F
E
(子
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説

供
)
が
父
親
に
よ
る
虐
待
と
い
う
特
別
の
危
険
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
当
該
危
険
に
対
し
て
彼
を
保
護
す
る
こ
と
を
明
確

に
表
明
し
た
)
以
上
、
州
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
下
で
積
極
的
保
護
義
務
を
負
う
と
の
上
訴
人
の
主
張
に
対
し
、
こ
う
し
た
義
務
が

論

生
ず
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
一
般
論
と
し
て
認
め
な
が
ら
も
、

そ
れ
は
、
例
え
ば
在
監
中
や
非
自
発
的
施
設
入
所
の
場
合
の
よ
う
に
、
州
が

そ
の
権
能
の
積
極
的
行
使
に
よ
り
個
人
の
自
由
を
制
限
し
、
自
活
し
て
基
本
的
な
人
間
的
ニ

l
ズ

(
食
料
・
衣
料
・
住
居
・
医
療
な
ど
)

得
る
こ
と
を
不
可
能
に
し
て
い
る
場
合
に
妥
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
本
件
で
』
。
印
吉
田
の
障
害
は
彼
が
州
の
保
護
下
に
あ
る
問
に
生
じ
た
も

の
で
は
な
く
、
決
し
て
州
の
行
為
者
(
印
S
Z
R
Z「)
と
は
い
え
な
い
彼
の
実
の
父
親
の
保
護
下
に
あ
る
聞
に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
結
局

(
狐
)

州
は
』
C
M
F
E

を
保
護
す
る
憲
法
上
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
と
判
示
し
た
。

ロ
l
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
は
、
同
判
決
が
そ
も
そ
も
サ
ー
ビ
ス
も
し
く
は
給
付
を
全
く
行
な
わ
な
い

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
け
な
い
)

と
の
政
府

の
「
決
定
」
と
、
現
実
に
設
け
ら
れ
た
給
付
の
目
的
を
損
な
う
よ
う
な
個
別
の
「
決
定
」
と
の
問
の
相
違
を
認
め
て
お
ら
ず
、
結
局
の
と
こ

(
却
)

ろ
「
積
極
的
権
利
(
白
邑
『
ヨ

E
Z
コZ
Z
)
」
に
か
か
わ
る
合
衆
国
憲
法
上
の
保
護
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
消
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。

た
し
か
に
、
本
件
で
は
ソ

l
シ
ャ
ル
サ
ー
ビ
ス
給
付
の
提
供
が
争
点
と
な
っ
て
お
り
、
受
給
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
は
家
庭
内
に
踏

み
込
ん
で
の
子
供
の
保
護
と
い
う
州
の
積
極
的
措
置
を
必
要
と
す
る
点
で
、
金
銭
給
付
の
場
合
以
上
に
給
付
自
体
の
権
利
性
が
問
わ
れ
得
る

事
例
で
あ
る
。
た
だ
し
、
仮
に
従
来
の
判
例
理
論
に
従
っ
た
と
し
て
も
、
州
(
日
常
的
に
は
ソ

1
シ
ヤ
ル
ワ

1
カ

1
)
が
相
当
の
関
与
を
な

し
、
し
か
も
保
護
対
象
者
が
当
時
四
歳
と
い
う
そ
も
そ
も
「
自
活
し
て
基
本
的
な
人
間
的
ニ

l
ズ
を
得
る
」
こ
と
が
不
可
能
な
幼
児
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
特
別
の
関
係
」
法
理
と
の
関
連
で
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
違
反
を
認
め
る
余
地
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
湖
)

こ
う
し
て
、

u
a
F
2
4
事
件
を
は
じ
め
と
す
る
近
時
の
裁
判
例
は
、
あ
る
側
面
に
お
い
て
「
権
利
特
権
」
区
分
論
と
も
共
通
性
を
有

(
淵
)

す
る
よ
う
な
判
断
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

ロ
l
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
は
、
先
に
み
た
よ
う
な
「
資
格
」
論
に
お
け
る
行
政
裁
量
へ
の
消
極
的
な
態
度
と
、
行
政
庁
の
判
断
を
過
度
な
ま
で を

北法47(2・260)662



(
抑
)

に
尊
重
す
る
「
マ
ネ
ジ
リ
ア
ル
・
フ
ォ

I
マ
リ
ズ
ム
」
と
を
、
共
に
極
端
な
立
場
と
捉
え
る
。
そ
し
て
、
「
貧
困
者
そ
の
他
不
利
な
立
場
に

あ
る
集
団
に
対
す
る
、
個
人
に
よ
っ
て
執
行
可
能
で
あ
る
が
個
人
の
権
利
に
は
容
易
に
還
元
さ
れ
得
な
い
社
会
的
義
務
は
、
永
き
に
わ
た
り
(
紛
)

欧
米
諸
国
の
政
治
的
・
宗
教
的
・
哲
学
的
・
法
的
伝
統
で
あ
っ
た
」
(
そ
の
一
例
と
し
て
ロ

i
ル
ズ
正
義
論
の
「
格
差
原
理
」
を
挙
げ
る
)

と
の
視
点
か
ら
、
「
社
会
的
義
務
・
集
団
的
権
利
(
∞
。
円

E
0
5
5∞
自
己
の
さ
名
目
両
国
間
宮
山
)

モ
デ
ル
」
と
い
う
中
間
的
な
第
三
の
モ
デ
ル
を

提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
マ
ネ
ジ
リ
ア
ル
・
フ
ォ

l
マ
リ
ズ
ム
」
と
原
理
的
に
対
立
す
る
点
は
、
「
社
会
」
、
「
市
場
L

、
寸
私
的
領
域
」
と

い
っ
た
構
成
概
念
は
、

マ
ネ
ジ
リ
ア
ル
・
フ
ォ

l
マ
リ
ズ
ム
が
前
提
と
す
る
よ
う
に
政
府
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
で
な

く
、
政
府
(
公
)

し
た
が
っ
て
政
府
の
「
公
正
性
」
な
い
し

に
よ
っ
て
深
く
構
造
化
さ
れ
影
響
を
受
け
た
も
の
と
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

「
中
立
性
」
、
「
一
般
福
祉
」

の
た
め
の
活
動
と
い
っ
た
重
要
な
理
念
は
、
強
者
が
弱
者
を
支
配
す
る
市
場
や
政
治
プ
ロ
セ
ス
を
尊
重
す
る
も

の
と
し
て
で
な
く
、
弱
者
の
そ
れ
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
人
間
の
諸
利
益
が
公
正
な
配
慮
を
受
け
る
こ
と
を
確
保
す
る
も
の
と
し
て
理
解

(
訓
)

と
い
っ
た
点
に
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
ロ

l
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
は
、
社
会
的
義
務
モ
デ
ル
の
具
体
的
内
容
と
し
て
、
第
一

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

に
、
行
政
庁
は
、

よ
り
破
壊
的
で
な
い
や
り
方
で
財
源
を
保
持
す
る
た
め
の
真
剣
な
努
力
を
せ
ず
、

ま
た
明
確
な
立
法
部
に
よ
る
権
限
賦
与

「社会保障の権利J論(2・完)

も
な
い
ま
ま
に
、
生
存
に
関
わ
る
人
間
の
ニ

l
ズ
に
対
処
す
る
作
用
に
対
し
職
員
を
配
置
し
も
し
く
は
財
源
を
割
り
振
る
こ
と
を
拒
否
し
て

は
な
ら
な
い
と
の
義
務
、
第
二
に
、
立
法
部
に
は
医
療
・
福
祉
給
付
な
ど
を
含
む
、
最
低
限
十
分
か
つ
平
等
な
水
準
の
重
要
な
社
会
的
給
付

な
い
し
サ
ー
ビ
ス
を
財
源
づ
け
る
義
務
、

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
連
邦
最
高
司
法
裁
判
所
判
決
で
あ
る
沼
田
印
l

(

揃

)

(

獅

)

日出門町
5
2
5
ハU
O白

-EC口
問
。
「
片
町
内
出
。
宮
丘
町
田
印
〈
・

ωmn
『巾

g
ミ
。
同
国
ロ
E
E
ω
巾
『
三
円
内
切
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
ロ

l
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
は
、

(
抑
)

同
判
決
が
、
福
祉
給
付
は
親
が
児
童
を
家
庭
内
で
適
切
に
養
育
で
き
る
よ
う
十
分
な
額
と
す
る
旨
定
め
た
一
九
一
三
年
州
法
ゃ
、
州
福
祉
局

を
導
き
出
し
う
る
と
し
、

に
扶
助
の
標
準
的
予
算
と
実
際
の
予
算
と
を
毎
年
調
査
し
報
告
書
を
出
す
べ
き
義
務
を
定
め
た
法
規
定
を
根
拠
と
し
て
、
執
行
部
に
対
し
、

〉
m，
o
n
目
的
の
た
め
に
十
分
な
予
算
水
準
を
算
定
し
、
利
用
可
能
な
配
分
財
源
を
適
切
に
用
い
、
仮
に
配
分
が
ホ

l
ム
レ
ス
化
を
防
ぐ
の
に

北法47(2・261)663



説

不
十
分
な
場
合
に
は
立
法
部
に
対
し
当
該
不
足
を
通
知
し
追
加
的
配
分
も
し
く
は
他
の
解
決
策
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〉
明
，

u
n
受
給

(
抑
制
)

家
庭
の
ホ

l
ム
レ
ス
化
を
防
ぐ
こ
と
を
求
め
る
法
的
義
務
を
創
設
し
た
も
の
で
あ
る
と
み
る
。
さ
ら
に
同
判
決
は
、
執
行
部
に
財
政
支
出
を

自命

命
じ
た
り
立
法
部
に
必
要
な
資
金
の
財
源
づ
け
を
命
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
立
法
過
程
に
お
け
る
執
行
部
の
制
定
法
上
の
義
務
を
認
め
る
こ

(
澗
)

と
に
よ
り
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

論
者
自
身
が
認
め
る
よ
う
に
、
社
会
的
義
務
を
負
う
べ
き
集
団
の
定
義
や
集
団
的
権
利
の
内
容
な
ど
、

ロ
l
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
の
議
論
に
は

解
決
す
べ
き
問
題
点
が
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
未
だ
試
論
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
司
法
部
が
立
法
部
や
執
行
部

に
対
し

(
財
源
措
置
を
伴
う
)
具
体
的
措
置
や
立
法
を
命
ず
る
と
い
っ
た
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
の
理
論
状
況
に
お
い
て
お
よ
そ
一
般
に
は
受

け
入
れ
ら
れ
難
い
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
立
法
過
程
に
お
い
て
対
象
者
の
利
益
を
考
慮
す
べ
き
と
の
法
的
義
務
を
担
当
行
政
機
関
に
課
す

こ
と
に
よ
っ
て
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
を
枠
づ
け
よ
う
と
す
る
視
点
は
、
キ
ヤ
ン
ベ
ル
や
ガ
リ
ガ
ン
、

ハ
ン
ド
ラ
ー
ら
の
議
論
が
主
と
し
て
念
頭

に
お
い
て
い
た
個
別
具
体
的
決
定
に
関
わ
る
行
政
裁
量
の
統
制
と
の
レ
ベ
ル
を
超
え
、
司
法
部
に
よ
る
立
法
的
政
治
的
裁
量
へ
の
法
的
統
制

と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
視
点
を
も
っ
点
で
、

よ
り
議
論
の
奥
行
き
の
あ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
モ
デ
ル
か
ら
導
出
さ
れ

る
義
務
、
例
え
ば
最
低
限
十
分
か
つ
平
等
な
水
準
の
重
要
な
社
会
的
給
付
な
い
し
サ
ー
ビ
ス
を
財
源
づ
け
る
義
務
は
、

一
義
的
に
は
文
字
通

り
「
社
会
的
」
な
い
し
政
治
的
義
務
に
と
ど
ま
り
、

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
よ
う
な
制
定
法
上
の
拠
り
所
が
な
い
場
合
一
般
的
に
、
司
法

審
査
の
対
象
と
な
る
と
い
う
意
味
で
の
「
法
的
義
務
」
と
ま
で
評
価
し
得
る
か
否
か
、
仮
に
評
価
し
得
る
と
し
て
そ
の
理
論
づ
け
知
何
に
つ

い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
し
、

一
つ
は
制
定
法
(
ロ
|
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
の
例
で
言
え
ば
州
法
)

を
根
拠
と
し
て
こ
う
し
た
義

務
が
「
法
的
義
務
」
化
す
る
契
機
を
内
在
さ
せ
て
い
る
点
、
も
う
一
つ
は
実
体
的
基
本
権
規
定
が
存
在
し
な
い
状
況
下
に
あ
っ
て
な
お
理
論

的
に
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
を
枠
づ
け
よ
う
と
の
試
み
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
ロ

l
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
積
極
的
に
評
価
し
得
る
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面
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
前
節
で
述
べ
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
彼
自
身
の
モ
デ
ル
の
正
当
性
の
拠
り
所
と
し
て
州
最
高
裁
判
所

判
例
に
着
目
す
る
と
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
ら
れ
て
い
る
点
も
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
し
、
公
的
扶
助
な
い
し
社
会
福
祉
分
野
に
お
い
て
は
、
本
節
で
区
別
し
た
広
狭
い
ず
れ
の
レ
ベ
ル
の
裁
量
の
場
面
に
お
い
て
も
、
裁

(
制
)

量
を
生
じ
る
余
地
の
あ
る
場
面
で
こ
れ
を
完
全
に
法
的
に
統
制
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
本
来
的
に
望
ま
し
い
と
も
言
い
難
い
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

一
定
程
度
以
上
の
裁
量
行
使
へ
の
枠
づ
け
は
、
代
表
民
主
制
を
基
盤
に
し
た
政
策
形
成
、
あ
る

い
は
当
事
者
た
る
べ
き
専
門
職
の
育
成
教
育
な
ど
を
通
じ
て
、
間
接
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

そ
こ
に
ま
た
、

ハ
ン
ド
ラ

l
の
い
う
「
共
同
的
意
思
決
定
」
、
あ
る
い
は
こ
れ
と
連
な
る
「
参
加
」
の
契
機
が
意
味
を
成
し
て
く
る
と
も
言

(
組
)

い
得
ょ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
「
参
加
」
の
契
機
は
社
会
保
障
の
本
来
目
的
で
あ
る
「
自
由
」
の
確
保
に
と
っ
て
も
尊
重
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。

「社会保障の権利」論(2・完)

(
捌
)
ロ

l
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
は
、
こ
の
時
期
の
連
邦
最
高
裁
の
態
度
を
「
権
利
執
行
(
ユ

S
Z
E
向。2
5悶
)
」
モ
デ
ル
と
名
付
け
、
マ
ネ
ジ
リ
ア
ル
・

フ
ォ

1
マ
リ
ズ
ム
と
対
比
さ
せ
て
い
る
。
-
N
己
目

S
F
S
F
コ
宮
内
室

5
・河内日

E
Pミ
同
志
3
s
-
S
H
色
町
芝
河
内
円
室
h
H
至
急
芸
品
『
与
さ
書
室
旬
。
門
主
ト
司
h

a
E
h
H室
、
同
∞
』
・
回
開
〉
「
叶
国
司
O
F
-
K
F
ω

少
品
品
ω
・
品
品
十
品
匂
(
同
市
町
匂
ω
)
a

(
加
)
河
口
∞
吉
宮
田
門
F
S喝
さ
ロ

cz
。
。
・
白
円
山
口
・
同
論
文
に
お
け
る
ロ

l
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
の
議
論
(
た
だ
し
後
述
す
る
「
社
会
的
義
務
・
集
団
的
権
利
モ

デ
ル
」
を
除
く
)
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
秋
元
・
前
掲
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
福
祉
受
給
権
と
福
祉
裁
判
の
動
向
」
(
注
旧
)
一
九
三
一

九
七
頁
が
あ
る
。

(
加
)
」
迂
呉
川
W

叶・

(
m
m
)

念山市山

C
-
∞-
H
m
苫
(
同
ゆ
∞
m
w
)

(
捌
)
注
目
白
丹
H
ψ
印

t

句。・

(
獅
)
出
血
『
『
抗
〈
・
宮
門
河
内
w
p
k
H
h
A

∞
d

ω

N

句、円
ω
H
4
ム
∞

(
H
φ

∞C
)
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(
一
定
の
場
合
を
除
き
、
堕
胎
に
対
す
る
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
連
邦
補
助
金
支
出
を
禁
じ



説

た
社
会
保
障
法
の
改
正
が
平
等
保
護
に
も
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
も
反
し
な
い
と
さ
れ
た
例
)

(
揃
)
ピ
ロ
巳
印
巾
可
〈

Z
C
「B
2・A
H
(
)

印己・

ω・印
A
F

吋品(]戸ゆ寸
N
)

(
加
)
吋
OE高
官
『
問
〈

-
F呂
町
0

・品目吋

C
・
m-ω
。吋・

2
寸
(
呂
∞
N
)

・
(
非
自
発
的
な
精
神
遅
滞
者
施
設
へ
の
入
所
と
い
う
特
殊
な
環
境
下
に
お
い
て
、

入
所
者
に
対
し
、
不
当
な
拘
束
か
ら
の
安
全
と
自
由
を
確
保
す
る
た
め
最
低
限
十
分
か
つ
適
切
な
訓
練
を
提
供
す
べ
き
義
務
を
第
一
四
修
正
の

デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
根
拠
に
認
め
た
例
)

(
捌
)
口
市
∞
宮
口
市
可
〈
要
旨
口
市
宮
向
。
。
。

E
q
u呂田「
E
8
2
2
0
2白
]
印
巾
『
〈
同
門
内
的
島
市
W
C
m
E少
N
C
C
O
H
(
早
∞
匂
)
・

(捌)岡山
g
g
E
E片
?
さ
可
申
口
D
Z
ω
少

忠
ψ
ω
l
H
O
N
-

(捌
)

h

t

・巳

2
t
g
M同
時

間

-hJF百
四
〈
-
F丹市『
E
5
5一口口
s

p

d

g

Z
品
〉
己
門
D
g
o
σ

ロ
タ
〉
2
0印
古
田
円
巾
自
己
〉
四
コ

E
F
E『
回
二
目
立

2
3門
戸
弓
ミ
宮
「
目
。
同

〉
自
巾
ユ
円
p
d
h
〉巧・ム∞一印

C-
∞
-ω
。
。
(
呂
∞
∞
)
(
ス
ト
ラ
イ
キ
中
の
世
帯
員
が
い
る
場
合
フ

l
ド
ス
タ
ン
プ
の
受
給
資
格
を
与
え
ず
、
既
に
受
給

中
の
場
合
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
る
所
得
減
額
は
給
付
増
額
事
由
と
な
ら
な
い
旨
の
フ

l
ド
ス
タ
ン
プ
法
の
改
正
が
第
一
修
正
の
結
社
の
自
由
や
第

五
修
正
の
平
等
保
護
に
反
し
な
い
と
さ
れ
た
例
γ
穴
包

5
8
〈
巴
兵
呂
田
口
口

E
u
r
p
g
D
2・品∞吋
C
・
m-
色
。
(
呂
∞
∞
)
(
学
校
区
に
対
し
通
学

パ
ス
の
利
用
料
金
を
課
す
州
法
が
平
等
保
護
に
反
し
な
い
と
さ
れ
た
例

)
-
W
F耳
2
r
q
〈
-
n
Zお
ど
-
A
E叶
C
-
∞
'tN(早
∞
∞
)
(
継
続
的
障
害

審
査
(
わ
り
月
)
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
く
受
給
資
格
審
査
に
よ
り
障
害
年
金
給
付
の
支
給
を
停
止
さ
れ
、
後
に
行
政
不
服
審
査
段
階
で
受
給
資
格

を
回
復
し
た
者
ら
か
ら
な
さ
れ
た
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
の
主
張
が
斥
け
ら
れ
た
例
)
そ
の
他
人

0
年
代
の
裁
判
動
向
に
つ
い
て
は
、

河
C

印巾ロ
F
-
白門戸旬芯司、白ロ
c
-
5
N
m
V
0
・
白
片
品
印
。
斗
ω

(
剛
山

)

h

t
・巳
k
p
m
山
叶

(
加
)
た
だ
し
彼
は
、
司
法
部
の
果
た
す
べ
き
積
極
的
役
割
な
ど
の
点
に
お
い
て
「
資
格
」
論
と
問
題
意
識
を
共
通
に
し
て
お
り
、
後
述
す
る
自
ら

の
モ
デ
ル
も
「
資
格
」
論
の
補
完
と
捉
え
る
べ
き
と
し
て
い
る
。

HNOMgug円
?
皇
、
s
g
Z
3・担門戸。∞・

(制

)
E
-
E円
H
O品

(捌)(リ
L
R
ω
o
E
E
巾「口∞匡『
-g告
白
ロ
の
ロ
ロ
口
々
Z
〉〉
(υ

司
〈
・
↓
D
耳目印

FH唱
え
ζ
円
F
E『巾
f
m
w
N
Z

』
同
日
目
戸
品
印
。
〉
-
N
品
ω
m
w
(
)
(
H
U
∞
ω
)

(
獅
)
品
。
。
玄
曲
目
的
∞
c
m
y

印
H
H
Z

間山・
N
己
。
。
ω

(
同ゆ∞斗)・

(揃
)
E
M
-
尽
h
ミ
ミ
白

S
E
E
-
S司
、
白
ロ
ロ
円
巾
同
∞
N
-

同
論
文
は
、
同
訴
訟
の
背
景
(
〉
苫
)
の
の
大
幅
な
給
付
引
き
上
げ
を
要
求
す
る
組
織
的
運
動
の
存
在
、

〉
明
り
わ
受
給
家
庭
に
お
け
る
ホ

l
ム
レ
ス
化
)
及
び
州
最
高
司
法
裁
判
所
判
決
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
詳
細
に
た
ど
っ
て
い
る
。

τ"~ 
B岡
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(
抑
)
〉
司
り
わ
が
導
入
さ
れ
た
連
邦
社
会
保
障
法
制
定
以
前
に
も
、
大
部
分
の
州
に
そ
の
前
身
た
る
母
親
年
金
制
度
が
存
在
し
て
い
た
。
初
期
の
州

法
の
多
く
は
、
例
え
ば
、
児
童
を
家
庭
内
で
適
切
に
養
育
す
る
の
に
十
分
な
給
付
水
準
を
提
供
す
べ
き
旨
の
文
言
を
お
い
て
い
た
。
こ
う
し
た

文
一
言
が
現
在
に
至
る
ま
で
残
存
し
て
い
る
州
で
は
、
州
憲
法
と
並
ん
で
、
当
該
規
定
が
ホ

l
ム
レ
ス
を
生
じ
さ
せ
る
ほ
ど
不
十
分
な
州
の
給
付

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
無
効
と
す
る
際
の
実
定
法
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
二
一
プ
年
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
法
も
同
様
の
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
。

富
。

E
垣
内
定

'
Sミ
白

ロ

C
Z
N
K
H
N
.
白
円
印
叶
。
-

(
鵬
)
同
事
件
は
、
〉
司
【
)
(
い
受
給
者
で
あ
り
な
が
ら
も
ホ

1
ム
レ
ス
と
な
っ
た
者
ら
が
州
福
祉
当
局
を
相
手
方
と
し
て
、
そ
の
給
付
水
準
の
低
さ
を

争
い
宣
言
的
判
決
及
び
差
止
命
令
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
〉
司
円
)
(
U

目
的
の
た
め
に
支
出
さ
れ
る
資
金
が
、
親
に
そ
の
子
を
家
庭

で
養
育
さ
せ
る
だ
け
の
水
準
の
財
政
援
助
を
与
え
る
に
は
不
十
分
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
福
祉
局
は
そ
の
給
付
水
準
に
達
し
て
い
な
い
旨
立
法

部
に
通
知
す
べ
き
義
務
及
び
十
分
な
額
を
支
出
す
る
か
ま
た
は
何
ら
か
の
他
の
解
決
策
を
講
ず
る
よ
う
要
求
す
べ
き
義
務
を
負
う
、
福
祉
局
は

単
に
〉
司
り
の
受
給
家
庭
の
親
に
ホ
テ
ル
や
モ
ー
テ
ル
、
緊
急
非
難
所
と
い
っ
た
宿
泊
施
設
を
提
供
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
宅
(
吉
宮
内
)
で
生

活
す
る
の
に
十
分
な
援
助
を
提
供
す
べ
き
義
務
を
負
う
、
な
ど
と
判
示
し
た
。

(

捌

)

日

N
g
g
u
E
F
S
Y白
ロ

O
R
3・
白
門
戸

O
叶

(
訓
)
例
え
ば
、
注
加
(
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
い
う
「
合
理
性
」
概
念
に
よ
る
制
約
)
参
照
。

(
拙
)
第
三
章
第
四
節
参
照
。

「社会保障の権利」論(2・完)

第
三
節

法
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ

前
二
節
で
そ
の
一
端
を
垣
間
見
た
よ
う
に
、

日
本
国
憲
法
第
二
五
条
の
如
き
明
文
の
憲
法
規
定
を
も
た
な
い
ア
メ
リ
カ
で
は
、
憲
法
学
や

行
政
法
学
な
ど
の
立
場
か
ら
、
市
民
の
生
存
に
関
わ
る
特
定
の
利
益
が
二
疋
の
法
的
権
利
性
を
も
つ
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
利
益
を
保

護
す
べ
き
法
的
義
務
が
存
す
る
こ
と
に
つ
き
、
様
々
な
理
論
的
基
礎
づ
け
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
際
、
例
え
ば
マ
イ
ケ
ル
マ
ン
な
ど
に

北法47(2・265)667



説

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
議
論
が
多
少
の
差
こ
そ
あ
れ
依
拠
す
る
の
が
、
政
治
哲
学
な
い
し
道
徳
哲
学
の
理
論
で
あ
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、

明
文
の
憲
法
規
定
を
も
た
な
い
ア
メ
リ
カ
に
あ
っ
て
こ
そ
、

い
わ
ば
基
礎
理
論
の
レ
ベ
ル
で
の
福
祉
を
受
け
る
権
利
・
資
格
の
理
論
的
基
礎

論

づ
け
が
、
真
撃
に
な
さ
れ
て
き
た
と
の
側
面
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
序
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

い
わ
ゆ
る
法
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

人
権
を
「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
っ
た
観
念
の
み
で
根
拠
づ
け
る
こ
と
の
論
理
的
飛
躍
の
問
題
性
が
指
摘
さ
れ
る
今
日
の
理
論
状
況
下
に
あ
っ

て
、
憲
法
第
二
五
条
と
い
う
明
文
規
定
を
も
っ
我
が
固
に
お
い
て
も
、
一
つ
の
人
権
で
あ
る
生
存
権
の
根
拠
を
よ
り
深
く
探
求
す
る
手
が
か

り
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、

ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
発
展
を
支
え
て
き
た
思
想
的
基
盤
と
い
わ
れ
る
リ
ベ
ラ

(
幻
)

リ
ズ
ム
の
議
論
の
ご
く
一
端
を
検
討
し
た
い
。
先
に
も
触
れ
た
J

・
ロ
ー
ル
ズ
の
ほ
か
、

R
・
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
(
問
。
E
E
O耳
R
Eロ
)
や

A
-

ゲ
ワ

l
ス
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
名
で
あ
る
。
共
同
体
主
義

(g呂
田

E
E「
広
三
回
目
)

や
社
会
主
義

(g門
岡
山

-
Z
E
)

な
ど
で
は
な
く
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
、
「
平
等
」
基
底
的
な
「
資
源
の
平
等
」
論
を
展
開
す
る
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
や
、
「
行
為
者
」
基
底
的
な
「
主
体
性
」
論
か

(
制
)

を
導
き
出
す
ゲ
ワ

l
ス
の
議
論
は
、
我
が
固
と
同
様
「
個
人
主
義
」
原
理
に
立
つ
憲
法
を
有
す
る
ア
メ
リ

ら
「
福
利
」

へ
の
権
利
(
人
権
)

カ
に
お
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
参
照
に
値
す
る
も
の
と
言
い
得
る
。

(
担
)
第
一
節
に
お
け
る
マ
イ
ケ
ル
マ
ン
の
議
論
(
と
り
わ
け
注
加
)
な
ど
を
参
照
。

(
制
)
宮
沢
・
前
掲
書
(
注
お
)
一
一
一
三
|
一
二
凹
頁
、
樋
口
・
佐
藤
・
中
村
・
浦
部
・
前
掲
書
(
注
幻
)
二
五
五
|
二
六
三
頁
。

~、

一、、回/

ド
ゥ
オ

i
キ
ン
の
平
等
基
底
的
理
論
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ド
ゥ
オ

1
キ
ン
は
、
権
利
の
中
核
に
位
置
し
そ
の
具
体
的
内
容
を
な
す
の
は
平
等
で
あ
り
、
全
て
の
個
人
は
「
平
等
な
配
慮
と
尊
重

(2E-

(

制

)

(

泊

)

円。口円巾「ロ白ロ込

2
4
2円
)
」
へ
の
権
利
を
有
す
る
と
し
、
平
等
に
比
較
的
力
点
を
お
い
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
は
、
配
分
的
平
等
を

(

制

)

(

釦

)

め
ぐ
る
一
般
理
論
と
し
て
、
典
型
的
に
は
機
会
の
平
等
を
強
調
す
る
「
実
力
主
義
的
(
ヨ
巾
『
号
円

2
5
)
」
理
論
を
斥
け
、
さ
ら
に
「
福
利
の

平
等

(
2
5
z
q
o『
当
市
民
同
『
巾
)
」
観
念
(
と
り
わ
け
「
福
利
」
に
つ
き
個
人
の
選
好
(
官
え
巾
『

2
円
巾
)
に
着
目
す
る
成
功
理
論

2
5
3
g
p
g
ユg)

(
湖
)

を
も
、
そ
の
主
観
主
義
的
文
脈
な
ど
に
お
い
て
批
判
す
る
。
そ
し
て
ド
ゥ
オ
|
キ
ン
は
、

や
意
識
状
態
理
論
(
円
。
国
間
三
。
巴
回
目

g
z
s
gコ
g))

「
資
源
の
平
等
な
円
H
E
E
-
-
円
可
。
ご
町
印
C

ロ
「
門
町
田
)
」
観
念
を
支
持
す
る
。
資
源
の
平
等
は
、
各
人
に
よ
っ
て
私
的
に
所
有
さ
れ
る
べ
き
外
的
資
源

の
配
分
が
、

も
は
や
誰
も
羨
ま
な
い
程
度
に
な
さ
れ
て
い
る
場
合
(
巾
ロ
〈
可
芯
己
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
状
態
)
に
達
成
さ
れ
て
い
る
と

み
ら
れ
、
初
期
資
源
の
配
分
の
み
な
ら
ず
、
市
場
経
済
に
お
け
る
生
産
活
動
等
を
通
し
て
生
ず
る
そ
の
後
の
配
分
状
態
に
お
い
て
も
維
持
さ

(
制
)

れ
る
べ
き
観
念
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

一
つ
に
は
人
々
は
自
ら
歩
む
べ
き
こ
と
を
選
択
し
た
人
生
の
代
償
を
払
う
べ
き
と
の
観
点
か

の
格
差
が
「
自
ら
の
選
択
(
賭
け
)
に
よ
る
運

(
C
℃

E
三
口
兵
)
」
に
よ
る
も
の

(
澗
)

な
ら
ば
、
こ
う
し
た
格
差
は
資
源
の
平
等
の
観
点
か
ら
是
正
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
一
定
の
不
測
の
事
態
に
よ
り
障
害
を

ら
、
各
人
の
聞
に
生
じ
て
い
る
保
有
資
源
(
所
得
や
富
)

「社会保障の権利」論(2・完)

負
っ
た
と
し
て
も
、
全
て
の
者
が
同
様
の
リ
ス
ク
を
負
っ
て
お
り
、
し
か
も
予
測
可
能
性
が
あ
り
当
該
リ
ス
ク
に
対
処
す
る
た
め
の

的
な
保
険
市
場
に
お
い
て
)
保
険
を
掛
け
る
十
分
な
機
会
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
障
害
は
資
源
の
平
等
の
観
点
か
ら
特
別
な
問
題
を

(
仮
説

そ
れ
が
以
下
の
よ
う
な
「
不
合
理
な
巡
り
合
わ
せ

生
じ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

σ
「
巴
片
巾
]
ロ
岳
)
」
に
よ
る
も
の
な
ら
ば
、

そ
れ
に
対
す
る

補
償
が
な
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
先
天
的
障
害
の
場
合
ゃ
、
後
天
的
で
は
あ
る
が
そ
れ
に
対
す
る
十
分
な
知
識
や
保
険
を
購
入
す
る
た
め
の
資

(
釦
)

金
を
も
っ
以
前
に
障
害
を
負
っ
た
場
合
、
遺
伝
性
の
病
気
の
た
め
保
険
料
が
高
額
に
な
っ
て
し
ま
う
場
合
な
ど
が
こ
れ
に
該
た
る
。
こ
の
場

北法47(2・267)669

合
の
補
償
は
、
課
税
や
そ
の
他
の
強
制
的
手
段
を
財
源
と
し
、

そ
の
程
度
は
個
別
的
な
事
情
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
平
等
な
状
況
に
お
い
て

(m) 

に
設
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
各
人
の
才
能

(
E
g
c

理
想
的
な
市
場
で
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
決
定
の
水
準
(
平
均
的
水
準
)

の
相
違
も
、
資



説

(m)(淵
)

源
の
平
等
の
観
点
か
ら
一
定
程
度
考
慮
さ
れ
る
。

言命

イ
ダ

l
経
済
学
の
立
場
と
異
な
り
、

い
か
に
小
規
模
で
政
治
的
に
と
る
に
足
ら
な
い
市
民
集
団
で
あ
っ
て
も
、
平
等
な
配
慮
の
観
点
か
ら
認

北法47(2・268)670

ド
ゥ
オ

i
キ
ン
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の
福
祉
施
策
を
批
判
的
に
評
価
し
た
際
、
効
率
性
を
重
視
す
る
サ
プ
ラ
イ
サ

め
ら
れ
る
べ
き
平
等
な
資
源
を
拒
否
す
る
よ
う
な
政
策
上
の
制
限
を
課
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
基
本
的
立
場
か
ら
、
失
業
者
の
増
大
を

招
く
よ
う
な
経
済
政
策
に
対
し
て
は
再
訓
練
や
公
共
的
雇
用
の
た
め
の
大
規
模
な
公
的
措
置
が
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
社
会
の
底
辺

に
位
置
す
る
貧
困
者
の
子
供
に
対
す
る
教
育
が
安
易
に
切
り
詰
め
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
、

フ

ド
ス
なタ
どン
をプ
論や
じ〉
てヨ
いfでであ
る怒 、
。貧

本困
稿者
。コ (J)
問た

め
の
高
等
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
は
削
除
さ
れ
る
べ
き
優
先
性
が
最
も
低
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
こ
と
、

題
関
心
と
も
絡
め
て
い
え
ば
、
従
来
と
も
す
れ
ば
社
会
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
と
の
関
連
で
低
い
規
範
的
評
価
を
与
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た

公
的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
し
、
「
平
等
」
と
い
う
政
治
価
値
を
足
掛
か
り
に
理
論
的
補
強
を
行
お
う
と
す
る
試
み
と
し
て
積
極
的
に
-
評
価
(
都
)

と
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
確
と
は
言
い
難
い
も
の
の
、

で
き
る
。
ま
た
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
い
う
平
等
と
権
利
(
と
り
わ
け
福
祉
権
的
な
も
の
)

少
な
く
と
も
彼
は
以
上
の
よ
う
に
、
基
礎
理
論
を
単
な
る
抽
象
論
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
め
ず
、
現
実
の
制
度
論
と
し
て
も
展
開
し
て
い
る
点
で

極
め
て
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
近
時
、
適
正
な
医
療
給
付
配
分
と
い
っ
た
論
点
に
か
か
わ
る
法
解
釈
論
と
も
絡
め
て
き

(
初
)

ら
に
精
織
な
議
論
を
展
開
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
法
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
法
解
釈
論
の
基
礎
と
な
る
ほ
か
、

政
策
論
レ
ベ
ル
で
は
政
策
策
定
の
指
針
と
し
て
直
接
重
要
な
役
割
を
果
た
し
得
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
制
)
宮
司
O
問
問

-z-Sミ
白
ロ
D

R

N

H

Y

担門戸∞。
t

∞H
・

(
町
)
ド
ゥ
オ
l
キ
ン
の
平
等
論
を
め
ぐ
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
長
谷
川
晃
「
平
等
・
人
格
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
|
|
|
R
・
ド
ゥ
オ
l
キ
ン
の
平
等

論
を
め
ぐ
っ
て
|
|
ピ
『
思
想
』
七
七
五
号
(
一
九
八
九
年
)
五
二
具
以
下
が
詳
細
で
あ
る
。
こ
の
他
、
小
泉
良
幸
「
『
福
祉
』
と
配
分
的
正
義



「社会保障の権利j論 (2・完)

の
理
念
」
『
法
学
』
五
五
巻
三
号
(
一
九
九
一
年
)
五
一
三
頁
以
下
、
藤
原
保
信
寸
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
平
等

|

l
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ

l
キ
ン

l

l」

(
藤
原
・
千
葉
編
『
政
治
思
想
の
現
在
』
(
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九

O
年
)
所
収
)
二
二
八
l
一
四

O
、
一
四
四
頁
な
ど
参
照
。

(制
)

U
君
。
『
竺
ロ
・
竜
宮
町
な
阿
南
き
な
ミ

E
ミ
』
同
室
長
町
、
ミ
宅
h
S
R
H
C
司
呂
「
除
雪
国
〉
3

H
∞印
-
H
∞
∞
(
円
。
∞
H)
・

(
釦
)
こ
こ
で
は
「
福
祉
権
」
論
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
、
耳
己
P
Z
を
「
福
利
」
と
訳
し
て
い
る
。

(制

)
E
-
巳
戸
川
添
lNNkp・

(
制
)
口
君
。
『
竺
ロ
・
宅
ぎ
と
臼
同
意
BKAY
可、阜、
HN~
同
45-HHH
ミ
勾
含
童
書
偽
師
、

5-uz-「
h
F
P函
-
〉
3
・
N
∞
ω
-
N
S
t
m
w
ω
(
呂
∞
H)
・

(捌

)
H
K
三
日
市
W
K
F
a
a
m
v
m山
・

(
担
)
』
「
弘
主

N
ψ

叶・

(m)
』
ミ
巳

N

ゆ∞-

(
却
)
』
『
弘
氏

ω
。
。
ム
ム

(
制
)
資
源
の
平
等
観
念
を
め
ぐ
る
理
論
を
さ
ら
に
精
綴
化
す
る
と
と
も
に
、
平
等
と
自
由
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
そ
の
後
の
論
稿
と
し
て
、

。
君
。
込
5
・4
で
吉
こ
句
町
会
白

E
Vこ
u由
主
匂
~
コ
Hm

苫
白
町
内
ミ
じ
た
え
予
吋
ω
-
0
4弓
〉
「
河
何
〈
j

H

(

巴
∞
叶
)
が
あ
る
。
機
会
費
用
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
資

源
の
平
等
と
は
、
各
人
の
全
て
の
移
転
可
能
な
資
源
が
同
等
の
機
会
費
用
を
有
す
る
状
態
を
い
う
o
E目
白
門
広

(
悶
)
河
口
君
。
間
百
戸
〉
冨
〉
司
、
『
何
回
O
司
E
-
2
2
司「開

N
H
H
t
H
N
(
呂
∞
印
)
そ
も
そ
も
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
富
の
再
分
配
を
伴
う
制

度
改
革
が
望
ま
し
い
と
の
基
本
的
立
場
に
あ
る
。
。
君
。
『
E
ロ
-
言
、
吉
田
D
Z
U
N
K
H
-

己
主
・

(
踊
)
長
谷
川
川
・
前
掲
書
(
注
総
)
一

O
二
頁
。

(
卸

)
U
5『竺ロ・
5
4』
G
S
H室
.
師
、
E
S
F
Eミ
・
、
H，
E

Z
何者
J

ヘ
(
)
間
同
月
開
〈
日
君
。
司
∞
0
0問
的

N
O
C
E・
5‘
5
2
)・
同
論
文
(
書
評
)
は
、
一
九
九

四
年
秋
に
実
現
が
断
念
さ
れ
た
も
の
の
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
医
療
保
障
法
案

E
B一
号
∞
2
=コ
ミ
〉
己
)
の
条
文
解
釈
を

め
ぐ
っ
て
、
医
療
に
お
け
る
正
義
の
理
念
を
追
及
し
た
も
の
で
あ
る
。

q・
ロ
者
R
E
P
-
T
a
s
H
S
H宮
内
虫
色
3
F
さ
き
ミ

P
E
E
P
R
ω
∞

冨
め
の
】
戸
「
』
∞
∞

ω
(
5
8
)
こ
の
他
、
医
療
ニ

l
ズ
を
め
ぐ
る
配
分
的
正
義
の
問
題
を
論
じ
た
著
名
な
論
文
と
し
て
、

u
g
z
g
e
p白ロ
r
q
B芯

志
向
号

B
z
a
u
E
3
g
H
Hミ
V
h
円H
Q
-
H
C
同v
E「白
r
E」
回
〉
-
4
H
品
。
(
呂
∞
同
)
な
ど
が
あ
る
。
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説

〆-、、

一、-〆'

ゲ
ワ

l
ス
の
主
体
性
論

吾 h

a岡

(
一
)
で
み
た
よ
う
に
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
は
、
「
基
本
的
活
動
能
力
の
平
等

FOE--q
ぇ
23σ
己
目
立
巾
凶
)
」
を
主
張
す
る

A
-
セ
ン
(
〉
冨
山
ユ
苫

(

制

)

(

湖

)

ωg)
ら
と
と
も
に
、
公
共
的
な
政
治
価
値
と
し
て
の
「
平
等
」
に
力
点
を
お
い
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
他
方
、
権
利
の
概
念
の
基
礎
を
、

平
等
と
い
っ
た
公
共
的
な
政
治
価
値
に
で
は
な
く
そ
れ
を
担
う
主
体
た
る
個
人
の
行
為
上
の
属
性
に
求
め
る
A

・
ゲ
ワ

l
ス
ら
の
理
論
(
主

体
性
(
田
岡
市
ロ
ミ
)
論
)
も
注
目
さ
れ
る
。

(
澗
)

ゲ
ワ

l
ス
は
概
略
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
全
て
の
道
徳
的
準
則
と
大
部
分
の
実
践
的
準
則
は
、
直
接
あ
る
い
は
間
接
に

人
が
如
何
に
行
為
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
行
為
は
目
的
志
向
的
な
行
為
主
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
。
と
こ

ろ
で
全
て
の
行
為
主
体
は
自
己
の
目
的
を
善
と
み
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
合
理
的
存
在
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
彼
は
ま
た
そ
の
日
的

を
達
成
す
る
た
め
の
行
為
に
つ
き
差
し
迫
っ
て
必
要
な
諸
条
件
を
「
必
要
善
(
口
巾
円

g
gミ
問
。
。
骨
)
」
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
必
要
善
と

(
矧
)

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
自
由
と
は
、
関
連
し
た
諸
状
況
に
つ
い
て

し
て
の
諸
条
件
と
は
、
「
自
由
(
守
巾
E
O
B
)
」
と
「
福
利

(
5
=
I
Z
5四)」

の
知
識
を
持
ち
つ
つ
自
発
的
な
選
択
に
よ
り
自
己
の
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
、
福
利
と
は
、
主
体
性
を
権
保
す
る
の
に
必
要
と
さ

(
鋭
)

れ
る
別
の
実
質
的
な
一
般
的
能
力
及
び
条
件
を
有
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
ゲ
ワ

l
ス
は
、
自
由
と
福
利
が
、
全
て
の
主
体
が
行
為
を
行
な
う

(
鈎
)

の
に
必
要
な
基
礎
的
条
件
た
る
必
要
善
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
弁
証
法
的
必
然
的
論
証

E
S
Z
2片
山
口
可
口
巾
円
巾
回
目
印
ミ
自
2
F
O巳
)
」
を
通
じ
て
、

(
制
)

自
由
と
福
利
に
対
す
る
権
利
の
概
念
を
導
き
だ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ゲ
ワ

l
ス
は
、
こ
こ
で
導
出
さ
れ
た
権
利
は
行
為
主
体
自
身
の
目
的
追

及
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
未
だ
深
慮
的
(
胃

E
S
E
C
な
属
性
的
権
利

5
2
2
R
コ
間
宮
山
)
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
「
普
遍

(
邸
)

化
可
能
性

2
2
5
2白
E
与
ニ
ミ
)
」
と
の
論
理
的
原
理
を
媒
介
に
し
て
、
全
て
の
将
来
的
な
目
的
志
向
的
行
為
主
体
が
こ
れ
ら
の
権
利
を

有
す
る
と
い
う
意
味
で
の
一
般
化
が
受
け
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
道
徳
的
権
利
さ
ら
に
は
人
権
と
し
て
の
自
由
と
福
利
の
権
利

北法47(2・270)672



(
鵡
)

を
導
き
だ
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
権
利
の
う
ち
、
福
祉
権
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
主
と
し
て
後
者
す
な
わ
ち
福
利
と
の
関
係
が
重
要
で
あ
る
。

ゲ
ワ

l
ス
は
、

行
為
主
体
に
必
要
と
さ
れ
る
能
力
及
び
条
件
と
し
て
の
福
利
が
、
「
基
本
的
善
(
宮
回
目
円

m
o
o
r
)
」
、
「
非
削
減
的
善
(
ロ

S
E
Z
2
5
2
問。。品目)」、

「
付
加
的
善
(
白

E
E〈
巾
問
。
。
号
)
」
と
い
う
三
種
の
善
(
ま
た
は
財
)

か
ら
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
う
ち
基
本
的
善
は
、
行
為
の
遂
行

に
と
っ
て
不
可
欠
な
前
提
条
件
で
あ
り
、
生
命
、
(
食
料
や
衣
料
・
住
居
と
い
っ
た
手
段
を
含
む
)
物
理
的
完
全
性
(
喜
可
丘
町
包
百
円
内
町
三
々
)
、

(
却
)

精
神
的
平
静
、
目
標
達
成
の
一
般
的
可
能
性
に
対
す
る
自
信
と
い
っ
た
も
の
が
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
基
本
的
善
に
対
す
る

権
利
は
、
飢
餓
に
瀕
し
た
状
態
に
あ
る
時
な
ど
に
損
な
わ
れ
て
い
る
と
い
い
得
る
し
、
こ
う
し
た
状
態
に
あ
る
者
を
そ
れ
ほ
ど
費
用
を
か
け

(
潤
)

ず
に
救
済
し
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
し
な
い
第
三
者
は
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
と
い
い
得
る
。
非
削
減
的
善
は
、
目
的
追
及
の
レ
ベ
ル
や
特

定
行
為
を
な
す
能
力
を
減
殺
さ
れ
る
こ
と
な
く
維
持
す
る
の
に
必
要
な
能
力
・
条
件
で
あ
り
、

ま
た
付
加
的
善
は
、
こ
れ
ら
を
引
き
上
げ
る

の
に
必
要
な
能
力
・
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
基
本
的
善
が
文
字
通
り
目
的
志
向
的
行
為
の
前
提
条
件
と
な
る
基
礎
的
な
も
の
で
あ

(
鈎
)

り
、
他
の
善
に
対
す
る
権
利
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「社会保障の権利」論(2・完)

自
由
の
権
利
や
一
一
一
種
の
福
利
の
権
利
は
、
相
互
に
衝
突
し
得
る
と
い
う
意
味
で
「
一
応
の

宝
自
由
町
民
田
町
)
権
利
」

で
あ
っ
て
絶
対
的
な

権
利
で
は
な
い
も
の
の
、
究
極
的
に
は
ゲ
ワ

l
ス
が
導
出
し
た
道
徳
の
最
高
原
理
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
一
般
的
整
合
性
原
理

門町巾句『同ロ門戸

立
巾
え
の
巾
口
市
コ
円
(
U
O

口∞
U
Zロ
ミ
(
司
の
め
)
)
」

(
H
あ
な
た
自
身
の
み
な
ら
ず
あ
な
た
の
行
為
の
受
領
者
(
「
巾
2
宮
市
三
日
)
の
「
属
性
的
権
利
」
に

(

制

)

(

組

)

と
の
原
理
)
に
従
っ
て
権
利
衝
突
が
調
整
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
同
原
理
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
全
て
の
人
権
が
法

北法47(2・271)673 

も
従
っ
て
行
為
せ
よ
、

的
保
護
を
受
け
る
べ
き
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
人
は
福
利
の
権
利
(
と
り
わ
け
基
本
的
善
に
対
す
る
権
利
)

を
獲
得
し
保
持
す
る

た
め
の
現
実
的
能
力
に
お
い
て
不
平
等
で
あ
っ
て
、

経
済
的
権
利
)

そ
の
不
平
等
を
取
り
除
き
あ
る
い
は
削
減
す
る
の
に
資
す
る
社
会
的
ル

i
ル

は
法
的
に
保
護
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
基
本
的
善
(
食
料
、
住
居
な
ど
)
を
自
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
は
得
ら

(
社
会
的



説

れ
な
い
者
へ
の
供
給
、
生
産
的
労
働
能
力
が
不
十
分
な
者
へ
の
教
育
な
ど
に
よ
る
付
加
的
善
の
不
平
等
の
除
去
、
生
産
的
雇
用
の
機
会
の
増

加
に
資
す
る
様
々
な
公
共
財
の
供
給
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
基
本
的
善
な
ど
の
供
給
が
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
!
な
団
体

三ι
ロ岡

で
な
く
国
家
を
通
じ
て
課
税
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
正
当
化
す
る
一
方
、
権
利
と
は
い
え
利
用
可
能
な
資
源
の
限
界
性
と
い
う
枠

(
抑
)

を
は
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
ゲ
ワ

l
ス
も
、

ド
ゥ
オ

l
キ
ン
と
同
様
、
第
一
義
的
に
は
法
的
権
利
の
基
礎
と
な
る
べ
き
道
徳
的
権
利
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て

(
制
)

(
法
的
)
権
利
を
導
き
だ
し
て
い
る
。
確
か
に
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
と
は
異
な
り
、
導
出
さ

議
論
を
展
開
し
、
そ
こ
か
ら
福
祉
に
対
す
る
一
定
の

れ
た
抽
象
的
一
般
的
権
利
と
現
実
の
ア
メ
リ
カ
法
制
度
と
の
関
連
や
そ
の
評
価
な
ど
、
具
体
的
な
制
度
論
な
い
し
実
定
法
と
の
接
点
に
関
わ

る
議
論
は
、
筆
者
の
み
る
限
り
で
は
必
ず
し
も
積
極
的
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
述
す
る
と
こ

ろ
の
社
会
保
障
に
お
け
る
「
自
由
」

の
契
機
の
重
視
と
の
視
点
か
ら
は
、

ゲ
ワ

l
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
本
稿
で
の
視
角
に
比
較
的
親
和
的
で

あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

(
瑚
)
〉
・

ωg-
』
刊
さ
白
』
止
さ
え
宅
E

R

E

叶甲山田円寸〉
Z
Z
E
F
R
↓C
国何回
O
Z
E
C
Z
〉
Z

〈〉
E

何回・〈
O
F
]
{
(
∞
玄
円
冨
ロ
『
コ
ロ
邑
・

5
∞O
)
・
(
A
・
セ
ン
(
川

本
隆
史
訳
)

J
刊
の
平
等
か
?
」
(
大
庭
・
川
本
訳
『
合
理
的
な
愚
か
者
』
(
勤
草
書
一
房
、
一
九
八
七
年
)
所
収
)
)
セ
ン
自
身
の
社
会
保
障
論
は
、

現
在
の
と
こ
ろ
、
発
展
途
上
国
を
念
頭
に
お
い
た
デ
ッ
サ
ン
に
留
ま
る
と
さ
れ
る
。
鈴
村
興
太
郎
「
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
|
|
福
祉
の
潜
在

能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
|
|
」
(
社
会
保
障
研
究
所
編
『
社
会
保
障
論
の
新
潮
流
』
(
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
)
所
収
)
二

O
九
頁
。

(
制
)
ド
ゥ
オ
l
キ
ン
を
は
じ
め
と
し
て
、

A
-
セ
ン
、
R
・
ア
l
ヌ
ソ
ン
(
河
〉
E
2
0ロ)、

G
・コ

l
エ
ン
(
の
め
C
F
S
)

な
ど
の
リ
ベ
ラ
ル
な

平
等
の
観
念
を
め
ぐ
る
法
哲
学
上
の
議
論
を
紹
介
し
、
「
公
正
な
ア
ク
セ
ス
の
平
等
」
の
観
念
を
提
示
し
た
論
稿
と
し
て
、
長
谷
川
晃
「
リ
ベ
ラ

ル
な
平
等
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
」
『
北
大
法
学
論
集
』
四
三
巻
五
号
(
一
九
九
三
年
)
一
二
四
五
頁
以
下
が
あ
る
。

(
瑚
)
の

2
5
F
叫が

hNwsagth室
町
、
ミ
ミ
ロ
H
h

喝
さ
=
ョ

h
r
p
Z
の〉

-F-Hg〈

H
H
Z
(
5
3
)
(書
評
、
深
田
三
徳
『
ア
メ
リ
カ
法
』

一
九
八
二
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「社会保障の権利」論 (2・完)

二
号
(
一
九
八
二
年
)
一
九
六
頁
以
下
)

(
担
)
ゲ
ワ

l
ス
は
別
著
で
、
「
自
発
性

(
5
-
E
Zコ
口
市
印
凶
)
」
と
「
目
的
志
向
性

(UR吉
田
戸
〈

2
2印
)
」
が
真
正
な
行
為
の
二
つ
の
属
性
的
特
徴

5
2
2芯

同g
g
z乙
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
寸
必
要
善
」
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
の
何
者
局
]
門
戸
習
〉
的
O
Z

〉
Z
U
冨
O
同〉ロ
4
J
『印
Nt
印
ω
(
忌
叶
∞
)
・

(
却
)
の
巾
耳
可
門
戸
師
"
も
さ
ロ
o
z
u
ω
0
・
同
門
戸
同
品
ゆ

(
却
)
の
己
主
同
↓
戸
田
口
玄
〉
Z

見
民
国
↓
∞
・
何
回
∞
〉
J
3
0
2
』

C
印

ゴ

2

2
・Ha円
C
Z

〉
Z
U
〉

3
F
-
2
d
o
z印

N
C
N
∞
(
呂
∞
N
)
(
同
書
に
は
、
前
掲
論
文
(
注
捌
)
も

再
録
さ
れ
て
い
る
。
)

(
制
)
長
谷
川
・
前
掲
書
(
注
部
)
七
九
九
五
頁
、
若
松
良
樹
「
人
権
の
基
礎
と
し
て
の
主
体
性
に
つ
い
て
の
一
考
察
会
乙
」
『
法
学
論
叢
』
一

一
回
三
巻
二
号
(
一
九
八
八
年
)
八
九
|
一

O
四
頁
、
小
林
・
前
掲
論
文
(
注
加
)
七
一
一
一
1

七
八
頁
な
ど
。
な
お
憲
法
学
の
人
権
論
の
視
座
か
ら

ゲ
ワ

l
ス
の
議
論
を
取
り
上
げ
た
も
の
に
、
佐
藤
・
前
掲
論
文
(
注
お
)
が
あ
る
。

(
知
)
の
巾
4

吉『
5
・h
H

も
S
ロC
円巾

ω
ω
c
-
m同
門
戸
同
日
仏
-

(
鵡

)
E
-
巳
H

H

印
品
印
∞
・

(
却
)
の
己
主
回
↓

z
-
S守
白
ロ
o
g
ω
ω
Y
釦昨日品

(
湖
)
の
己
主
雪
印
f
E
Y日ロ
c
g
ω
ω
ω
唱
え

N
O
N
t
o
。

(
澗
)
の
巾
耳
目
『
吾
-hzvs
ロO
円巾

ω
ω
0
・mw
門戸一
5
∞
⑦
N
・

(
山
川
)
』
£
巳
H

H

印印

(
加
)
』
£
・
白
門
同
日
。
0
1
⑦N

(
拙
)
足
・
白
円
H

H

2

・H
H

め
寸
ゐ
0
・
。
己
主
国
寸
戸
留
守
色
口
O
R
ω
ω
H
-

己
ω

H

N

N
吋

(
拙
)
さ
ら
に
ゲ
ワ

l
ス
は
、
国
家
の
範
囲
を
超
え
た
国
際
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
飢
餓
に
瀕
し
て
い
る
貧
し
い
国
家
の
人
々
が
豊
か
な
国
家
の
人
々

に
対
し
て
食
物
に
対
す
る
道
徳
的
権
利
を
も
つ
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
。
己
主
目
↓
z-
話
可
白
ロ
G
Z
ω
ω
ω
・巳
N

。。

1
5・
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第

章

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

「
社
会
保
障
の
権
利
」
論



説

以
上
、
前
二
章
で
の
検
討
を
通
じ
て
、
序
章
に
お
い
て
設
定
し
た
本
稿
の
目
的
に
沿
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
社
会
保
障
の
権
利
」

を
め
ぐ
る
様
々
な
議
論
に
つ
き
、

ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
具
体
的
展
開
を
踏
ま
え
て
の
分
析
を
行
っ
た
。
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
分
析

きム
日間

を
前
提
と
し
て
、
主
と
し
て

(
ア
メ
リ
カ
)
社
会
保
障
法
研
究
と
の
視
座
か
ら
、
序
章
で
述
べ
た
本
稿
の
視
角
・
視
座
を
踏
ま
え
つ
つ
、

ら
に
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

具
体
的
に
は
、

ま
ず
第
一
節
で
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
「
福
祉
権
」
論
の
展
開
に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
我
が
国
で
社
会
保
障

を
支
え
る
法
理
念
と
考
え
ら
れ
る
生
存
権
思
想
な
ど
が
ア
メ
リ
カ
で
必
ず
し
も
十
分
に
浸
透
し
て
い
な
い
こ
と
が
、

ア
メ
リ
カ
独
特
の
社
会

保
障
制
度
の
発
展
形
態
の
有
り
様
と
い
か
に
関
連
性
を
有
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
い
で
第
二
節
で
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

基
本
権
レ
ベ
ル
で
の

「
社
会
保
障
の
権
利
」
論
、
典
型
的
に
は

「
福
祉
権
」
論
が
、
公
的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
か
で
も
〉
司
り
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
念
頭
に
お
い
て
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
意
味
を
問
う
こ
と
に
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
序
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
我
が
国
の
生
存
権
論
に

お
い
て
も
主
と
し
て
念
頭
に
お
か
れ
て
き
た
の
は
公
的
扶
助
(
生
活
保
護
)
制
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
公
的
扶
助
と
社
会
保
険
に
対
す
る

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
独
特
の
規
範
的
態
度
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
我
が
国
の
議
論
を
特
徴
づ
け
る
上
で
も
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。

第
三
節
で
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
主
と
し
て
基
本
権
レ
ベ
ル
で
の
「
社
会
保
障
の
権
利
」

の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
最
後
に

第
四
節
で
は
、
本
稿
の
副
次
的
目
的
で
も
あ
る
我
が
国
の
社
会
保
障
法
基
礎
理
論
へ
の
示
唆
と
の
観
点
か
ら
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
ア
メ
リ

カ
の
議
論
の
多
く
が
思
想
的
基
盤
に
据
え
て
き
た
「
自
由
」

の
理
念
に
着
目
し
、
我
が
国
の
基
礎
理
論
と
の
関
連
で
検
討
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
各
節
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
ぞ
れ
有
機
的
か
っ
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
け
れ
ど
も
、
序
章
で
の
目
的
・

視
座
の
設
定
を
受
け
て
前
二
章
で
行
っ
た
個
別
の
検
討
を
総
合
化
し
ま
と
め
る
と
の
意
味
合
い
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

去、
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第
一
節

ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
基
本
的
特
徴
と
法
理
念

歴
史
的
実
体
的
側
面
か
ら
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
を
全
体
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
我
が
国
や
西
欧
各
国
と
は
異
な
る
幾
つ
か
の
特
色
を

(
制
)

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
事
実
と
し
て
、
社
会
手
当
的
性
格
を
有
す
る
包
括
的
な
所
得
保
障
給
付
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
、

一
般
的
包
括
的
な
医
療
保
険
及
び
公
的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
存
在
し
な
い
と
の
点
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
身
体
的
労
働
能
力
の
あ
る
者
(
失
業

者、

一
時
的
・
部
分
的
障
害
者
、
母
子
家
庭
の
母
親
)

と
な
い
者
(
老
齢
者
、
永
久
的
・
完
全
障
害
者
)

を
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
分
け
、
社
会

保
障
給
付
の
実
施
に
際
し
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
規
範
的
態
度
で
臨
む
と
の
点
も
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
基
本
的
特
徴
は
、
我
が
固
に

お
い
て
も
社
会
保
障
を
支
え
る
法
理
念
と
考
え
ら
れ
て
き
た
生
存
権
思
想
や
社
会
連
帯
思
想
が
、
ア
メ
リ
カ
で
必
ず
し
も
十
分
な
展
開
を
み

な
か
っ
た
こ
と
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。(
基
本
的
に
は
∞
臼
・
〉
巴
)
わ
な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
扶
助
が
中
心
で
あ
る
)
と
の
制

度
状
況
は
、
本
稿
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
我
が
国
で
い
え
ば
憲
法
第
二
五
条
一
項
に
相
当
す
る
合
衆
国
憲
法
上
の
基
本
権
が
今
日
に
至

一
般
的
な
公
的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
存
在
し
な
い

「社会保障の権利」論(2・完)

る
ま
で
裁
判
規
範
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
ま
た
政
策
策
定
指
針
と
し
て
も
一
般
に
は
承
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
を
実
体
的

に
構
築
す
る
た
め
の
理
念
的
基
盤
と
な
る
べ
き
生
存
権
的
思
想
も
支
配
的
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
の
法
理
論
状
況
を
端
的
に
表
象
す
る
も
の

そ
し
て
い
わ
ゆ
る
「
生
活
自
助
原
則
」

の
強
調
が
色

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
独
特
の
貧
困
に
対
す
る
捉
え
方
、

濃
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

社
会
手
当
的
性
格
を
有
す
る
金
銭
給
付
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
一
般
的
医
療
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
存
在
し
な
い
こ
と
の
背
景
と
し
て
は
、
右
で
触

れ
た
生
存
権
理
念
の
ほ
か
、
社
会
連
帯
理
念
の
未
発
達
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
医
療
保
険
は
年
金
保

そ
の
基
本
的
性
格
上
、
負
担
と
給
付
と
の
関
連
性
が
な
く

(
ア
メ
リ
カ
型
年
金
保
険
で
は
、
拠
出
額
の
多
寡
に
比
例
し
た

険
と
は
異
な
り
、

北法47(2・275)677



論

う
に
、
医
療
保
険
を
そ
の
一
部
門
と
す
る
社
会
保
障
の
一
つ
の
結
集
軸
と
な
る
べ
き
合
衆
国
憲
法
上
の
明
文
の
基
本
権
規
定
が
な
い
上
、

そ

北法47(2・276)678

説

給
付
が
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、
医
療
保
険
で
は
そ
の
性
格
上
、
拠
出
額
に
か
か
わ
ら
ず
給
付
内
容
は
同
一
で
あ
る
て
そ
れ
だ
け
に
保
険
集

団
と
し
て
ま
と
ま
る
こ
と
の
積
極
的
な
正
当
性
根
拠
が
必
要
と
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ

の
理
念
的
基
盤
と
な
る
べ
き
生
存
権
的
思
想
も
支
配
的
で
は
な
い
。
ま
た
と
り
わ
け
社
会
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
に
お
い
て
も
う
一
つ
の
軸

(
紡
)

(
法
理
念
)
と
な
り
得
べ
き
社
会
連
帯
思
想
も
、
ア
メ
リ
カ
で
福
祉
諸
施
策
の
発
展
を
主
導
し
て
き
た
政
治
哲
学
な
い
し
政
治
思
想
と
い
わ

(
揃
)

れ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
主
導
的
な
議
論
と
は
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
典
型
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ

そ
の
具
体
的
内
容
を
知
何
に
捉
え
る
か
に
つ
き
議
論
は
あ
る
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
「
道
徳
的
自
律
」
や
「
自
由
」

(
初
)

と
い
っ
た
価
値
が
前
面
に
置
か
れ
る
と
と
も
に
、
第
一
義
的
に
は
市
民
個
々
人
の
在
り
方
如
何
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

ム
の
議
論
に
よ
れ
ば
、

こ
う
し
た
抽
象
論
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、

ア
メ
リ
カ
に
は
、
各
職
域
・
地
域
(
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
)

の
枠
を
越
え
て
人
種
・
所
得
階
層
横

断
的
と
い
う
意
味
で
の
「
社
会
」
全
体
レ
ベ
ル
で
の
「
連
帯
」
観
念
が
十
分
発
達
し
て
お
ら
ず
、

ま
た
そ
の
形
成
に
あ
た
っ
て
の
契
機
と
な

る
べ
き
社
会
的
基
盤
も
脆
弱
で
あ
る
と
の
現
実
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
象
徴
す
る
の
が
、

一
九
八
八
年
高
額
医
療
費
保
障
法
(
冨
の
め
と

の

制
定
と
廃
止
を
め
ぐ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
議
論
で
あ
る
。
同
法
は
、
外
来
薬
剤
費
を
給
付
対
象
と
す
る
ほ
か
、
入
院
給
付
の
充
実
ゃ
、
医

師
診
療
サ
ー
ビ
ス
給
付
に
お
け
る
年
間
個
人
負
担
額
の
上
限
設
定
な
ど
、
画
期
的
な
メ
デ
ィ
ケ
ア
給
付
の
改
善
を
ね
ら
い
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
法
は
制
定
し
た
翌
年
に
一
部
を
除
き
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
原
因
は
、
給
付
の
財
源
と
し
て
受
給
資
格
者
に
対
し

所
得
比
例
の
保
険
料
を
課
し
た
と
こ
ろ
、
負
担
を
負
う
こ
と
に
な
る
非
貧
困
老
人
層
が
激
し
く
反
対
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で

(
湖
)

あ
る
。以

上
の
よ
う
な
諸
々
の
事
情
に
鑑
み
れ
ば
、
今
日
に
至
る
ま
で
ア
メ
リ
カ
に
一
般
的
包
括
的
な
公
的
医
療
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
存
在
せ
ず
、

「
国
民
皆
保
険
」
が
実
現
し
て
い
な
い
と
い
う
の
も
、
首
肯
し
得
る
も
の
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。



身
体
的
労
働
能
力
の
あ
る
者
と
な
い
者
を
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
分
け
て
保
障
を
行
な
う
と
の
基
本
的
姿
勢
は
、
前
者
に
対
し
て
は
職
業
訓

練
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
通
じ
て
で
き
る
だ
け
自
ら
の
就
労
に
よ
る
「
自
助
L

「
自
立
」

へ
と
向
か
わ
せ
る
一
方
(
「
保
護
に
値
し

な
い
貧
困
者

(
=
E
2
2三
口
四
言
。
「
)
」
)
、
後
者
に
対
し
て
は
経
済
的
保
障
手
段
を
提
供
す
る
必
要
性
を
認
め
相
対
的
に
手
厚
い
保
障
を
行

な
う
(
「
保
護
に
値
す
る
貧
困
者
(
母
印
巾

2
5問
。
。
。
「
)
」
)

と
の
考
え
方
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
、

「
生
活
自
助
原
則
」
は
社
会
保
障
制
度
の
前
提
に
置
か
れ
る
べ
き
各
国
共
通
の
基
本
的
考
え
方
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
で
は
、

(
制
)

例
え
ば
、
障
害
年
金
制
度
を
領
導
す
る
基
本
原
理
と
し
て
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
原
則
」
を
抽
出
し
得
る
こ
と
や
、
〉
司
り
わ
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
職
業
訓
練
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
教
育
な
ど
に
よ
り
就
労
へ
と
向
か
わ
せ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
付
与
・
強
化
す
る
こ
と
を
ね

ら
い
と
し
た
制
度
改
革
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
に
そ
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
保
障
法
制
定
前
か
ら
今
日

(
湖
)

に
至
る
ま
で
、
終
始
一
貫
し
て
「
生
活
自
助
原
則
」
に
極
め
て
高
い
価
値
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「
生
活
自
助
原
則
」
は
、
第
一
義
的
に
は
「
国
家
」
や
「
社
会
」
以
前
の

の
在
り
方
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
必
ず

「
個
人
」

し
も
「
個
人
」
と
「
国
家
」
あ
る
い
は
「
個
人
」
と

「
社
会
」
と
の
関
係
を
規
律
す
べ
き
生
存
権
理
念
や
社
会
連
帯
理
念
の
一
般
化
と
二
律

「社会保障の権利」論(2・完)

背
反
的
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
生
活
自
助
原
則
」
の
過
度
の
強
調
が
、
こ
れ
ら
の
理
念
の
一
つ
の
基
盤
と
も
な
り
得
ベ
き
「
互

恵
」
「
相
互
配
慮
」
と
い
っ
た
観
念
を
後
背
に
斥
け
て
い
る
と
の
側
面
も
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
も
、
我
が
固
と
同
様
、
年
金
・
医
療
・
八
ム
的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
社
会
保
障
制
度
」
の
存
在
は
、

(
知
)

般
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
統
一
的
法
理
念
の
下
に
構
築
さ
れ
る
べ
き
「
社
会
保
障
法
学
」
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
成
立
し

(
初
)

て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
理
念
と
な
り
得
べ
き
生
存
権
思
想
並
び
に
社
会
連
帯
思
想
が
主
導
的
地
位
を
占
め
る

に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
の
あ
る
意
味
で
当
然
の
帰
結
と
い
い
得
る
。
し
か
し
、

そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
理
念
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
ア
メ
リ

。コ

「
自
由
」
を
基

カ
の
社
会
保
障
を
参
照
す
る
価
値
が
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
直
ち
に
は
な
ら
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
個
人
」

北法47(2・277)679



説

盤
に
据
え
て
福
祉
諸
施
策
を
理
論
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
我
が
国
の
社
会
保
障
法

基
礎
理
論
に
お
い
て
も
参
考
に
な
る
点
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

言命

(
拙
)
拙
稿
・
前
掲
「
ア
メ
リ
カ
年
金
保
険
制
度
の
展
開
と
基
本
構
造
」
(
注
幻
)
「
お
わ
り
に
」
一
一
(
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
基
本
的
性
格
)
。

(
拙
)
高
藤
・
前
掲
書
(
注
担
)
第
一
部
第
二
章
、
堀
・
前
掲
書
(
注
3
)
九

九

一

O
一
頁
参
照
。

(制

)
S
R
2・
S
ミ
E

口。
Z
ム
N
-

同門印

2
・
旗
手
・
前
掲
論
文
(
注
位
)
四
一
頁
。

(
叩
)
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
的
立
場
か
ら
い
わ
れ
る
こ
と
の
あ
る
「
市
民
的
連
帯
」
(
旗
手
・
前
掲
論
文
(
注
位
)
四
八
頁
)
と
、
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す

る
「
社
会
連
帯
」
な
い
し
「
国
民
連
帯
」
思
想
は
、
そ
の
基
盤
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
加
藤
智
章
『
医
療
保
険
と
年
金
保
険
|
|
。
フ
ラ

ン
ス
社
会
保
障
制
度
に
お
け
る
自
律
と
平
等
i
|
|
』
(
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
五
年
)
、
高
藤
・
前
掲
書
(
注
担
)
第
一
部
第
二
章

な
ど
参
照
。

(
湖
)
山
崎
史
郎
「
米
国
の
医
療
政
策
を
め
ぐ
る
動
向
」
(
伊
部
・
早
川
編
著
『
世
界
の
社
会
政
策
|
|
統
合
と
発
展
を
め
ざ
し
て

1

i
』
(
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
二
年
)
所
収
)
九

0
1
九
二
頁
、
拙
稿
・
前
掲
「
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
展
開
と
基
本
構
造
」
(
注
位
)
第
六
章
第
三

節
第
二
項
(
四
)
(
民
間
医
療
保
険
と
医
療
危
機
・
国
民
皆
保
険
を
阻
む
要
因
)
0

(
淵
)
同
論
文
「
お
わ
り
に
」
一
一
一
(
ア
メ
リ
カ
年
金
保
険
に
お
け
る
制
度
原
理
の
変
遷
)

0

(
抑
)
拙
稿
・
前
掲
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
会
保
障
制
度
の
形
成
(
四
・
完
)
」
(
注
伯
)
八
一
一
一
l
l

八
一
五
頁
参
照
。

(
凱
)
め
S
M
R
S
-
∞
R
足
立
守
、
さ
h
S書
的

s
s
h
q
S芯
弘
同
昨
日
な
伺
・
印
品

ωcn-
∞宍
υ

・回口「「

N(ω
巾司
H
m
v

匂同)

(
抑
)
教
科
書
の
類
と
し
て
は
、
わ
ず
か
に
〉
'
E
v
司同〉
-
Z
B
-

宅開

E
b
F
Z
「
〉
者
-
∞
叶
同

C
2
c
E
〉
Z

U

E
ヨ
ロ
明
言
出
叶
(
同
句
、
芯
)
が
見
ら
れ
る
程
度
で

あ
り
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
教
科
書
が
存
在
す
る
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
と
は
大
き
く
異
な
る
。
た
だ
し
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ヘ
ル
ス
・

ロ
l
(
E
g
P
E
E
d司
)
の
分
野
が
発
達
し
て
お
り
、
多
く
の
教
科
書
的
な
文
献
が
存
在
す
る
。
防

h
よ
∞
・
司
C
問
問
。
戸
山
』
o
z
z∞oz-
づ
』
O
白

島

勾

m
n
司君〉問、『
N
-

回開〉戸、『
Z

F
〉者

(
N
己巾門戸
H
m
w
m
戸
)
'
ζ
・出〉
F
F

昨
【
・
何
「
「
冨
〉
Z-

回
開
〉
「
叶
ロ
(
い
〉
同
開
一
「
〉
者
〉
Z
U

開
、
『
百
円
叩
(
同
∞
∞
。
)
一

(
V
E
〉
〈
目
。
司
ピ
間
的
プ

出
向
山
〉
「
↓
固
め
〉
回
開
「
〉
者
〉
Z
U

司()にの
J

ベ

(
H
m
w

∞∞)・

北法47(2・278)680



第
二
節

社
会
保
険
・
公
的
扶
助
と

年
笹
H
リ

A

品開

封
行
手
↑
」
-
コ
目

前
章
ま
で
の
検
討
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
社
会
保
障
の
権
利
」
、
典
型
的
に
は
「
福
祉
権
」
を
め
ぐ
る
議
論

の
多
く
は
公
的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
念
頭
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
本
節
で
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
こ
う
し
た
形
で
の
議
論
が
な
さ

れ
て
き
た
こ
と
の
意
味
を
、
社
会
保
障
の
各
制
度
毎
の
構
造
的
相
違
、
と
り
わ
け
社
会
保
険
と
公
的
扶
助
の
そ
れ
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
検

ふ
叶
J

J

，-、。

-ヨロ
v
L
J
J
l
v

我
が
国
で
も
、
「
社
会
保
障
の
権
利
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
心
で
あ
る
生
存
権
論
は
、
主
と
し
て
公
的
扶
助
(
典
型
的
に
は
生
活
保
護
制
度
)

を
議
論
の
対
象
と
し
て
き
た
と
い
い
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
論
に
は
、
我
が
固
に
な
い
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず

第
一
に
、
公
的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
で
も
、
他
の
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
扶
助
と
は
異
な
り
一
九
七

0
年
代
以
降
も
依
然
と
し
て
州
運
営
プ
ロ

グ
ラ
ム
と
し
て
取
り
残
さ
れ
た
〉
司
り
わ
が
、
主
た
る
議
論
の
対
象
で
あ
っ
た
と
の
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
既
に
第
一
章
で
明
ら
か
に

(
知
)

一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
制
定
以
来
〉
司
り
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
対
象
者
が
、
州
政
府
財
源
の
有
無
に
給
付
が
左
右
さ
れ
る
な
ど
、

し
た
よ
う
に
、

「社会保障の権利」論 (2・完)

極
め
て
不
安
定
な
法
的
地
位
に
置
か
れ
て
き
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
て
、
前
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、

〉
ヨ
)
(
U

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
主
た
る
保
障
対
象
で
あ
る
母
子
家
庭
の
母
親
は
、

と
り
わ
け
制
定
当
初
念
頭
に
置
か
れ
た

(
白
人
)
寡
婦
と
そ
の
子

か
ら
な
る
世
帯
か
ら
離
婚
・
遺
棄
・
未
婚
世
帯
(
な
か
で
も
黒
人
中
心
)

へ
と
典
型
的
受
給
者
像
が
変
化
し
て
以
降
、
基
本
的
に
は
就
労
可

能
な
「
保
護
に
値
し
な
い
貧
困
者
(
ロ

E
g巾
コ
呂
間
宮
。
「
)
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
者
へ
の

給
付
は
‘
「
生
活
自
助
原
則
」
と
の
関
係
で
常
に
札
際
を
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
七

0
年
代
以
降
、
憲
法
上
の

実
体
的
「
福
祉
権
」
樹
立
の
試
み
が
成
功
し
な
か
っ
た
こ
と
の
背
景
と
し
て
、
こ
う
し
た
事
情
も
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と

(
湖
)

は
い
え
、
平
等
保
護
や
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
な
ど
の
憲
法
上
の
法
理
の
展
開
ゃ
、
ラ
イ
ク
の
法
理
論
な
ど
を
背
景
と
し
た
様
々
な
法

北法47(2・279)681



説

制
度
改
正
に
よ
り
、

一
九
六

0
年
代
末
以
降
、
〉
苫
)
(
U

や
そ
の
他
の
公
的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
受
給
利
益
の
法
的
保
護
が
相
当
の
進

展
を
み
せ
た
と
の
点
は
決
し
て
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

号ムョ‘
両岡

」
れ
に
対
し
て
、

一
九
八

0
年
代
(
と
り
わ
け
後
半
以
降
)

に
な
る
と
、
新
た
に
ホ

l
ム
レ
ス
が
福
祉
権
に
よ
る
保
障
対
象
と
な
る
べ
き

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
認
識
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
の
こ
と
は
、

一
九
八

0
年
代
前
半
に
か
け
て
行
わ
れ
た
公
的
扶
助
・
福
祉
給
付
削
減
措
置
と

そ
れ
に
よ
る
貧
困
層
の
底
辺
の
拡
大
と
の
社
会
的
事
象
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
生
活
の
基
盤
と
な
る
べ
き
住
居
す
ら
保

有
し
て
い
な
い
と
い
う
ホ

l
ム
レ
ス
の
危
機
的
な
状
況
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
実
体
的
権
利
論
構
築
の
必
要
性
が
再
認
識
さ
れ
、
前
章
で
検

討
し
た
よ
う
な
州
を
中
心
と
す
る
判
例
理
論
の
展
開
や
こ
れ
に
着
目
し
た
新
た
な
学
説
上
の
理
論
展
開
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
側

(
溺
)

面
が
あ
る
。

第
二
に
、
公
的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
中
心
の
権
利
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
一
方
で
、

ア
メ
リ
カ
で
は
社
会
保
障
制
度
の
基
盤
が
社
会
保
険
、

と
り
わ
け
公
的
年
金
た
る

O
〉
∞
宮
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
傾
向
が
特
に
強
い
と
の
点
を
指
摘
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
我
が
国
に

お
い
て
も
、
社
会
保
障
制
度
の
中
心
は
社
会
保
険
制
度
で
あ
る
と
の
理
解
が
、
一
九
五

O
年
社
会
保
障
制
度
審
議
会
勧
告
以
来
一
般
化
し
た

(
溺
)

と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
は
伝
統
的
に
自
ら
の
拠
出
(
す
な
わ
ち
所
得
)
額
に
給
付
が
対
応

(
釦
)

(
比
例
)
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
「
個
人
的
衡
平
性

(
E
E
2
Eと

2
5
q
)
」
理
念
に
極
め
て
高
い
価
値
が
置
か
れ
て
き
た
。
こ
う
し

(
羽
)

た
性
格
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
伝
統
的
に
強
調
さ
れ
て
き
た
「
生
活
自
助
原
則
」
と
も
適
合
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
然
に
、
政
府
に

の
導
入
に
は
否
定
的
な
態
度
が
採
ら
れ
、
年
金
保
険
の
基
本
原
理
と
し
て
の
「
財
政
的
自
律
性
原
則
」
が
ほ

(
抑
制
)

ぽ
一
貫
し
て
保
た
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
我
が
国
で
は
、
拠
出
と
給
付
と
の
対
価
的
関
係
を
厳
格
に
維
持
し
、

よ
る
一
般
財
源
(
公
費
負
担
)

公
費
(
政
府
財
源
)
負
担
を
極
力
回
避
す
べ
き
と
の
意
識
は
、
政
策
策
定
サ
イ
ド
に
お
い
て
も
国
民
サ
イ
ド
に
お
い
て
も
、

(
湖
)

ら
れ
る
ほ
ど
強
固
で
な
い
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、

ア
メ
リ
カ
に
み

一
般
に
社
会
保
険
が
「
資
格
(
巾
皇
帝
自
巾
巳
)
」

北法47(2・280)682



プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
伝
統
的
に
よ
り
強
い
法
的
保
護
を
受
け
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
単
に
資
格
要
件
の
充
足
の
有
無
が
機
械
的

(
制
)

に
定
ま
る
と
い
っ
た
技
術
的
理
由
に
と
ど
ま
ら
ず
、
以
上
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
特
有
の
事
情
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
、
社
会
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
将
来
に
わ
た
り
機
能
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
、

そ
の
給
付
内
容
も
、
不
確
定
な
経
済
状
況
や
資
源

配
分
の
在
り
方
の
適
切
さ
に
つ
い
て
の
そ
の
都
度
の
予
測
・
判
断
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
お

い
て
も
、
法
理
論
的
に
は
、
社
会
保
険
を
受
給
す
る
利
益
は
、
経
済
活
動
に
従
事
し
稼
得
し
て
得
た
「
権
利
」
と
も
言
い
得
る
側
面
を
有
す

る
と
い
え
ど
も
、
契
約
に
基
づ
く
私
的
年
金

(白ロロ

E
q
)
の
よ
う
に
「
既
得
の
財
産
権
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
規
定
を

改
定
・
廃
止
す
る
権
限
は
、
恋
意
的
で
な
い
限
り
に
お
い
て
、
基
本
的
に
は
連
邦
議
会
に
留
保
さ
れ
て
お
り
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
の

(
鍛
)

問
題
を
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
少
な
く
と
も
裁
判
規
範
と
の
レ
ベ
ル
で
の
権
利
性
に
は
限
界
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
九
七
七
年
以
降
に
お
け
る
公
的
年
金

(
O
〉
∞
宮
)
水
準
の
一
連
の
引
き
下
げ
措
置
を
み
て
も
、
基
本
的
に
は
将
来
的
受
給
者
を

(
紛
)

対
象
と
し
、
既
受
給
者
の
給
付
水
準
を
直
接
引
き
下
げ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
我
が
国
よ
り
も
慎
重
な
経

(
制
)

過
的
措
置
が
置
か
れ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
う
し
た
配
慮
の
中
に
も
、
社
会
保
険
給
付
に
対
す
る
少
な
く
と
も
政
策
策
定
レ
ベ
ル
で
の

例
え
ば
、

「
既
得

「社会保障の権利」論(2・完)

権
的
」
あ
る
い
は
「
期
待
権
的
」
な
意
味
で
の
権
利
性
の
尊
重
と
の
趣
旨
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

た
だ
し
、
以
上
の
よ
う
に
一
般
に
は
公
的
扶
助
給
付
に
比
し
て
高
い
規
範
的
地
位
を
付
与
さ
れ
る
社
会
保
険
給
付
で
あ
っ
て
も
、

ま
さ
に

公
的
扶
助
と
社
会
保
険
と
の
基
本
的
性
格
の
相
違
ゆ
え
に
、
前
者
に
比
し
て
相
対
的
に
弱
い
法
的
保
護
し
か
与
え
ら
れ
な
い
と
の
場
面
が
存

在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
給
付
打
切
り
に
際
し
て
事
前
聴
聞
の
機
会
を
付
与
し
な
い
と
の
取
扱
い
に
つ
き
、
先
に
検
討
し
た

(
鈎
)

。cE
Z
括
判
決
は
〉
苫
)
(
い
給
付
に
お
け
る
手
続
を
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
と
し
た
の
に
対
し
て
、

7

由
民
『
巾
耳
目
〈
・
巴
【
目
立
仏
間
巾
で
は
社
会
保

険
た
る
障
害
給
付
で
の
同
様
の
取
扱
い
が
合
憲
と
さ
れ
た
。
公
的
扶
助
給
付
に
対
し
社
会
保
険
給
付
よ
り
も
手
厚
い
手
続
的
保
護
が
認
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
合
憲
判
断
を
導
い
た
最
も
有
力
な
判
断
要
素
と
思
わ
れ
る
の
は
、
障
害
給
付
の
受
給
資
格
は
〉
司

u
n
給
付
と
異
な
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説

り
財
政
的
ニ

l
ド
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
な
い
、

そ
れ
ゆ
え
係
争
中
に
生
計
を
立
て
る
た
め
の
ま
さ
に
そ
の
手
段
の
剥
奪
と
な
る
可
能
性
が

北法47(2・282)684

一
般
に
低
い
、

さ
ら
に
給
付
打
切
り
に
よ
り
生
存
レ
ベ
ル
以
下
の
生
活
に
陥
っ
て
も
私
的
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
可
能
性
に
加
え
他
の
形
式
の

(
狐
)

と
い
っ
た
点
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
〉
2
)
(
U

給
付
が
対
象
者
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
の
最
後
の
拠
り
所

論

政
府
扶
助
が
利
用
可
能
で
あ
る
、

で
あ
る
と
の
公
的
扶
助
給
付
の
基
本
的
性
格
ゆ
え
に
、
手
厚
い
法
的
保
護
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(
制
)
~
宮
町
内
戸
口
問
〈
∞
E
F
ω
S
C
∞

ωS-ω
円
∞
ム
呂

(
5
2
)・
河
D
出
阻
止

D

〈
・
宅
吉
田
戸

ω
s
c
m
ω
当
-
E
ω
(呂、吋
O
)
'

(
制
)
米
沢
・
前
掲
「
福
祉
受
給
権
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題

2
3
」
(
注
目
叩
)
二
六
三
頁
。

(踊

)
M
R
Z
O「
釦
垣
内
定

-sly-口
。
丹
市

N
K
H
N
・
即
片
品
印
∞

(
揃
)
た
だ
し
同
勧
告
で
は
、
そ
も
そ
も
日
本
国
憲
法
第
二
五
条
の
生
存
権
理
念
の
下
、
生
活
保
障
責
任
が
国
家
に
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る

点
で
、
ア
メ
リ
カ
で
の
議
論
と
は
位
相
を
異
に
す
る
。
注
剖
参
照
。

(
却
)
拙
稿
・
前
掲
「
ア
メ
リ
カ
年
金
保
険
制
度
の
展
開
と
基
本
構
造
」
(
注
目
)
「
お
わ
り
に
」
一
一
(
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
基
本
的
性
格
)
。

(
制
)
例
え
ば
、
未
だ
障
害
保
険
す
ら
実
現
を
み
て
い
な
い
一
九
五
一
年
段
階
の
予
算
教
書
に
お
い
て
ト
ル

l
マ
ン
大
統
領
が
、
公
的
扶
助
よ
り
社

会
保
険
の
方
が
ア
メ
リ
カ
的
伝
統
に
適
合
す
る
と
し
て
そ
の
充
実
を
支
持
し
た
の
も
、
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

2
n
o
z
c
m
R

N
∞
印

(
5
2
)・
同
論
文
第
二
章
第
二
節
第
二
項
(
二
(
一
九
五
二
年
修
正
法
)
。

(
抑
)
一
九
七
七
年
修
正
法
制
定
の
際
、
政
府
一
般
財
源
か
ら
の
拠
出
の
導
入
に
反
対
す
る
立
場
か
ら
は
、
「
ア
メ
リ
カ
国
民
は
社
会
保
険
を
『
保
険
』

制
度
、
『
年
金
』
制
度
と
み
て
お
り
、
給
付
は
拠
出
金
で
獲
得
し
た
権
利
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
一
般
会
計
か
ら
の
補
墳
は
そ
の
給

付
と
拠
出
の
関
係
を
希
薄
化
さ
せ
、
制
度
全
体
に
『
福
祉
』
の
性
格
を
帯
び
さ
せ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
赤
字
を
解
消
す
る
に
は
、
一
般
会

計
に
た
よ
ら
ず
に
、
社
会
保
障
税
を
増
税
す
べ
き
」
と
の
批
判
が
な
さ
れ
た
。
渋
谷
博
史
『
現
代
ア
メ
リ
カ
財
政
論
』
(
御
茶
の
水
書
房
、
一
九

八
六
年
)
二
七
七
頁
。
実
際
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
労
使
拠
出
の
み
で
財
源
を
賄
う
と
の
「
財
政
的
自
律
性
原
則
」
は
堅
持
さ
れ
て
い
る
。
因

み
に
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
パ
ー
ト
B
(
ω
玄
土
補
足
的
医
療
保
険
)
に
は
公
費
負
担
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

社
会
保
険
で
あ
れ
ば
通
常
具
備
す
る
強
制
適
用
と
の
性
格
を
も
た
ず
、
任
意
加
入
と
さ
れ
た
た
め
、
い
わ
ゆ
る
逆
選
択
が
生
じ
る
の
を
防
ぐ
と



「社会保障の権利」論 (2・完)

の
特
殊
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
任
意
加
入
と
し
た
場
合
、
低
リ
ス
ク
の
者
が
未
加
人
と
な
り
あ
る
い
は
脱
退
し
、
高
リ
ス
ク
の
者
だ
け

が
残
り
、
さ
ら
に
保
険
料
率
が
上
が
る
と
の
悪
循
環
を
防
ぎ
、
公
費
負
担
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
全
対
象
者
に
加
入
に
向
け
て
の
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ
を
与
え
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
閉
山
宮
司
何
回
目
・

ω
O
Q
R
留
め
巴
回
目
↓
J

「
印
∞
め
(
呂
∞
印
)
拙
稿
・
前
掲
「
ア
メ
リ
カ
年
金
保
険
制
度
の

展
開
と
基
本
構
造
」
(
注
H
U
)

第
三
章
第
二
節
第
四
項
(
連
邦
医
療
保
険
制
度
の
導
入
・
医
療
保
険
導
入
期
に
み
ら
れ
る
特
徴
)
。

(
湖
)
例
え
ば
、
公
的
年
金
の
基
底
を
な
す
基
礎
年
金
に
は
、
給
付
費
の
三
分
の
一
に
及
ぶ
国
庫
負
担
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
国
民
年
金
法
八
五
条
。

(
組
)
司
ユ
包
沼

B
-
M耳
芝
司
、
客
ミ
h
h
h
z
E
H
H
S
-
A
芯

HWH
マミ
R
H
H
室、
N
H

聞
け
主
-
F・
河
開
〈
-
N
H
J戸

N
ω
N
(
H
U⑦
mv)

(
担
)
司

Z
E
E
Z〈

z
g
gタ
ω

g

c

-

∞・。。
ω
‘

E
o
-
-
(
5
8
)・
注
山
参
照
。
こ
の
趣
旨
は
、
鉄
道
退
職
年
金
と

O
〉
∞
巴
給
付
と
の
併
給
を
(
一

部
の
経
過
措
置
を
除
き
)
禁
じ
た
一
九
七
四
年
鉄
道
退
職
法
の
規
定
の
合
憲
性
(
修
正
第
五
条
)
が
争
わ
れ
た
己
E
R
己∞

E
Z
E
F
-
Z注
目
州
中

号
2
国
自
己
凶

S
E
〈

-PHR・
主
。

c-
∞・

5
0
(呂
∞
N
)

で
も
確
認
さ
れ
た
。
同
判
決
の
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
鉄
道
退
職
給
付
も
O
〉
印
宮
給
付

と
同
様
、
契
約
上
の
も
の
で
は
な
く
い
つ
で
も
改
定
・
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
注
目
円
コ
品

(抑
)
h
H
A
S
C
-

∞-
m
H円

H
斗

H
・

(
抑
制
)
例
え
ば
、
一
九
八
三
年
修
正
法
に
よ
り
通
常
支
給
開
始
年
齢
が
六
亙
歳
か
ら
六
七
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
際
に
も
、
二

O
O九
年
か
ら
六
六
歳
、

ニ
O
二
七
年
か
ら
六
七
歳
と
い
う
緩
や
か
な
段
階
的
引
上
げ
に
と
ど
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
我
が
国
の
一
九
九
四
年
年
金
改
正
に
よ
れ
ば
、

現
行
の
六

O
歳
か
ら
漸
次
引
き
上
げ
ら
れ
(
二

O
O
一
年
に
六
一
歳
)
、
早
く
も
二

O
二
二
年
に
は
六
五
歳
と
な
る
。
中
村
秀
一
「
九
四
年
年
金

改
正
法
の
概
要
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一

O
六
三
号
(
一
九
九
五
年
)
一
一
二
三
|
三
四
頁
o

「
期
待
権
」
的
利
益
の
保
護
と
い
う
面
か
ら
は
や
や
疑
問

が
残
る
措
置
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

揃

)

品

N
品

c
m
ω
H
h
w
(
H
m
w
U
1
G
)
・

(揃
)
h
t
-

巳

ω
品(
)

l

お
こ
の
ほ
か
、
障
害
認
定
は
通
常
医
師
に
よ
る
医
学
的
報
告
に
依
拠
す
る
た
め
、
〉
ヨ
)
(
い
と
比
べ
判
断
の
誤
り
を
生
じ
る
可
能

性
が
低
く
、
し
た
が
っ
て
事
前
聴
聞
を
行
な
う
こ
と
の
潜
在
的
価
値
が
低
い
こ
と
、
財
政
上
・
運
営
上
の
政
府
負
担
が
大
き
く
な
る
こ
と
、
と

い
っ
た
諸
事
情
を
比
較
考
量
の
上
、
合
憲
判
断
を
導
き
出
し
て
い
る
o
E
-
国
門

ω
Bーさ

北法47(2・283)685



ベ
き
法
理
念
が
根
付
か
ず
、

そ
の
こ
と
が
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
有
り
様
を
も
規
定
し
て
き
た
こ
と

(
第
一
節
)
、

そ
し
て
一
九
八

O

北法47(2・284)686

説

第

節

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

「
社
会
保
障
の
権
利
」

吾左恥

ロ岡

前
一
一
節
で
は
、
主
と
し
て

(
ア
メ
リ
カ
)
社
会
保
障
法
研
究
と
の
視
角
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
で
い
わ
ゆ
る
福
祉
権
論
の
基
礎
づ
け
と
な
り
得

年
代
に
至
る
ま
で
〉
旦
)
(
い
と
い
う
特
定
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
対
象
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
権
利
論
が
主
に
念
頭
に
置
か
れ
て
き
た
こ
と
の
意
味
、

な
ど
に
つ
き
検
討
を
行
っ
た
。
本
節
で
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
主
と
し
て
基
本
権
レ
ベ
ル
で
の

「
社
会
保
障
の
権
利
」

の
性
格
を
明
ら
か

に
し
て
お
き
た
い
。

本
稿
で
の
考
察
に
よ
り
、

ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
法
理
論
が
提
唱
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
体
的
な
合
衆
国
憲
法

上
の
「
福
祉
権
」

の
存
在
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
判
例
・
学
説
上
一
般
的
に
承
認
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
次
の
二
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

第
一
に
、
実
体
的
な
「
福
祉
権
」
が
承
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
社
会
保
障
給
付
に
関
わ
る
憲
法
上
の
保
護
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
点
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
平
等
保
護
や
手
続
的
デ
ュ

i
・
プ
ロ
セ
ス
と
い
っ
た
法
理
の
展
開
に
よ
り
、

(
新
)

福
祉
対
象
者
に
か
か
わ
る
一
定
の
受
給
利
益
は
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
我
が
固
と
比
較
し
て
必
ず
し
も
一
般

(
細
)

と
り
わ
け
手
続
面
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
例
え
ば
、
，
平
等
保
護
に
関
し
て
い

(
湖
)

一
九
七

0
年
代
に
お
け
る
判
例
理
論
の
展
開
に
よ
り
違
憲
無
効
と
さ
れ
た
。
男

的
に
保
護
に
欠
け
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

え
ば
、
年
金
保
険

(
O
〉
∞
巴
)
に
お
け
る
男
女
別
扱
い
が
、

女
平
等
意
識
に
お
け
る
社
会
的
浸
透
度
の
違
い

(
ア
メ
リ
カ
の
先
進
性

は
あ
る
に
せ
よ
、
「
男
女
平
等
取
扱
原
則
」
が
今
後
年
金
保
険
制

度
の
依
っ
て
立
つ
べ
き
普
遍
的
法
原
理
だ
と
す
れ
ば
、

(
抑
)

こ
と
が
で
き
る
。

ア
メ
リ
カ
は
我
が
国
の
進
む
べ
き
法
政
策
上
の
方
向
性
を
先
取
り
し
て
い
る
と
い
う



ま
た
生
存
権
理
念
な
ど
の
法
理
念
が
深
く
浸
透
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い

な
い
と
し
て
も
、
前
二
章
で
み
た
よ
う
な
一
定
の
社
会
保
障
制
度
の
発
展
が
現
実
に
み
ら
れ
る
と
の
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
我
が
国

第
二
に
、
憲
法
上
実
体
的
な
福
祉
権
規
定
が
置
か
れ
て
お
ら
ず
、

で
い
え
ば
憲
法
第
二
五
条
二
項
と
も
相
通
ず
る
よ
う
な
か
な
り
薄
い

(
弱
い
)
意
味
で
の
「
社
会
保
障
の
権
利
」

の
存
在
が
、
少
な
く
と
も

立
法
部
を
通
じ
て
承
認
さ
れ
て
き
た
と
の
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
仮
に
「
福
祉
国
家
」
を
社
会
保
障
制
度
と
の
関
連
で

(
知
)

規
定
し
、
「
さ
し
あ
た
り
社
会
保
障
制
度
を
不
可
欠
の
一
環
と
し
て
定
着
さ
せ
た
現
代
国
家
な
い
し
現
代
社
会
の
体
制
を
指
す
も
の
」
と
捉

(
初
)

そ
の
種
の
「
福
祉
国
家
」
的
理
念
が
憲
法
原
理
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
も
い
い
得
る
。
そ
う

え
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
、

し
た
意
味
で
は
、

ア
メ
リ
カ
で
展
開
さ
れ
て
き
た
権
利
論
の
多
く
は
、
薄
い

(
弱
い
)
意
味
で
の
「
社
会
保
障
の
権
利
」
あ
る
い
は
特
定
の

「
福
祉
国
家
」
的
理
念
の
存
在
を
既
定
の
も
の
と
し
て
、

さ
ら
に
こ
う
し
た
理
念
の
「
人
権
」
(
強
い
意
味
で
の
「
社
会
保
障
の
権
利
」
)

ベ
ル
で
の
法
的
保
障
を
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

確
か
に
ア
メ
リ
カ
に
は
、
我
が
国
の
憲
法
第
二
五
条
一
項
に
該
た
る
よ
う
な
明
文
の
実
体
規
定
が
存
在
せ
ず
、

そ
れ
を
具
現
化
し
た
一
般

的
包
括
的
公
的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
存
在
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
我
が
国
に
お
け
る
「
社
会
保
障
の
権
利
」

の
実
体
的
保
障
は
、

ア
メ
リ
カ

「社会保障の権利」論 (2・完)

の
そ
れ
よ
り
も
相
当
手
厚
い
と
い
う
こ
と
が
一
応
言
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
強
調
す
べ
き
は
、

一
定
の
社
会
保
障
制
度

の
発
展
・
充
実
の
基
盤
と
し
て
、
必
ず
し
も
単
な
る
憲
法
上
の
明
文
規
定
の
存
在
自
体
が
決
定
的
に
重
要
な
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
全
体
の
底
流
に
社
会
保
障
制
度
を
基
礎
づ
け
、

ま
た
そ
の
発
展
・
充
実
を
促
す
よ
う
な
理
念
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
か
否
か
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
我
が
国
の
よ
う
に
憲
法
上
の
明
文
規
定
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、

そ
れ
を
自
明
の
も
の
と
し
て

前
提
に
据
え
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
背
景
に
あ
る
理
念
は
何
か
(
例
え
ば
生
存
権
理
念
や
福
祉
国
家
理
念
)
、
更
に
そ
の
理
念
は
如
何
に
し

て
正
当
化
し
得
る
の
か
、
当
該
規
定
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
規
範
的
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
か
、
な
ど
を
常
に
問
い
か
け
て
い
く
こ

(
抑
)

と
が
当
然
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

レ

北法47(2・285)687



説

ア
メ
リ
カ
で
展
開
さ
れ
た
権
利
論
の
多
く
が
、
既
成
の
社
会
保
障
制
度
と
こ
れ
を
支
え
る
抽
象
的
な
憲
法
理
念
の
存
在
を
所
与
の
も
の
と

し
な
が
ら
、

さ
ら
に
「
人
権
」

レ
ベ
ル
で
の
法
的
保
障
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
我
が
固
に
お
い
て
も
今
後
と
も
決
し

員市

そ
の
具
体
的
手
段
と
し
て
の
社

(
訓
)

会
保
障
制
度
の
展
開
は
、
基
本
的
に
は
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
の
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

て
捨
象
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
最
近
、
福
祉
国
家
の
実
現
、

我
が
国
に
は
ア
メ
リ
カ
と
異
な
り
包
括
的
公
的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
生
活
保
護
制
度
が
既
に
存
在
し
、
今
後
と
も
維
持
さ
れ
て
い
く
で

あ
ろ
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
も
、

な
お
「
人
権
」
と
し
て
の
(
す
な
わ
ち
憲
法
第
二
五
条
一
項
的
な
意
味
で
の
)
「
社
会
保
障
の
権
利
」
を

(
抗
)

ま
た
必
要
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
階
級
意
識
の
希
薄
な
我
が
国
で
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
る
こ
と

承
認
し
て
い
く
こ
と
の
意
味
は
あ
る
し
、

一
般
に
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
に
ア
ク
セ
ス
し
難
い
貧
困
者
に
対
す
る
保
障
手
段
と
し
て
の
実
体
的
権
利
の
意
義
は
軽
視
す
べ

が
な
い
も
の
の
、

(
抗
)

き
で
な
い
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
障
害
者
な
ど
の
少
数
者
の
生
活
保
障
に
つ
き
、
依
拠
す
べ
き
有
効
な
法
的
基
盤
と
な
り
う
べ
き
こ

と
か
ら
も
積
極
的
に
要
求
さ
れ
る
。
我
が
国
で
は
、
例
え
ば
、
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付
と
憲
法
第
二
五
条
と
の
関
係
に
お
い
て
、
こ
う

(
初
)
(
羽
)

の
問
題
が
今
後
鋭
く
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
た
具
体
的
な
「
権
利
」

(
抑
)
木
下
・
前
掲
論
文
(
注
却
)
一
六
五
頁
で
は
、
こ
の
点
を
捉
え
て
、
「
社
会
保
障
・
社
会
福
祉
受
給
権
に
い
わ
ば
側
面
か
ら
生
存
権
的
保
護
を

与
え
て
行
こ
う
と
す
る
動
向
が
看
守
さ
れ
る
」
と
す
る
。

(制
)

E

同
誌
の

DEσ
巾
「
同
〈
・
町
内
丘
一
予

ωゆ
斗
己
・
∞
-
N
印品

(
H
句、吋())・

(
澗
)
者
巳
与
え
悶
巾
『
〈
・
さ

5
2
E
P
品

N
C
C
ω
E
A山
(
呂
斗
印
)
噂
(
リ
白

E
S
D
〈

の

c
E
P
5・
s
c
c
∞

早

川
W

(

巴
ゴ
)

(
別
)
国
民
年
金
法
三
七
条
(
遺
族
基
礎
年
金
)
、
四
九
条
(
寡
婦
年
金
)
、
厚
生
年
金
保
険
法
五
九
条
一
項
但
書
(
遺
族
厚
生
年
金
)
、
六
五
条
の
二

な
ど
参
照
。
米
沢
広
一
『
子
ど
も
・
家
族
・
憲
法
』
(
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
)
一
七
六
頁
も
、
(
厚
生
年
金
保
険
法
五
九
条
な
ど
の
)
「
規
定
は
、

男
性
は
自
己
の
収
入
で
生
計
を
維
持
で
き
る
が
女
性
は
そ
れ
が
困
難
で
あ
る
と
の
前
提
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
が
妥
当
し
な
い
社
会

北法47(2・286)688



「社会保障の権利」論(2・完)

状
況
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
平
等
保
護
違
反
と
さ
れ
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
拙
稿
・
前
掲
「
ア
メ
リ
カ
年
金
保
険
制
度
の

展
開
と
基
本
構
造
」
(
注
必
)
第
四
章
第
三
節
第
一
扇
町
(
年
金
保
険
に
お
け
る
男
女
平
等
取
扱
原
則
の
普
遍
化
・
判
例
法
理
に
よ
る
修
正
)
。

(
叩
)
運
営
委
員
会
「
福
祉
国
家
を
ど
う
捉
え
る
か
L

(

東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
『
福
祉
国
家
1
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
)
所
収
)

三
頁
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
最
も
多
く
使
わ
れ
、
影
響
力
が
大
き
い
と
さ
れ
る
。
田
多
・
前
掲
書
(
注
3
)

一
七
頁
。
こ
う
し
た
見
地
か
ら
は
、

一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
制
定
後
の
ア
メ
リ
カ
も
、
一
応
「
福
祉
国
家
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
我
が
国
に
お
い
て
福
祉
国
家
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
各
人
各
様
の
見
方
が
存
在
し
定
説
を
み
な
い
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
「
福
祉
国
家
」
を
社
会
保
障
制

度
と
の
関
連
で
の
み
捉
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
確
か
に
い
さ
さ
か
一
面
的
す
ぎ
る
と
の
印
象
を
拭
い
き
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
本
稿
で
は
、

こ
う
し
た
理
論
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
「
福
祉
国
家
」
論
に
大
き
く
踏
み
込
む
用
意
が
な
い
こ
と
か
ら
、
さ
し
あ
た
り
上
記
の
見
解
を
支
持
し

厳
密
に
は
問
わ
な
い
こ
と
と
し
た
い
。
「
お
わ
り
に
」
参
照
。

(
抑
)
近
年
、
国
際
的
に
、
従
来
の
「
福
祉
国
家
」
論
批
判
を
踏
ま
え
つ
つ

J
福
祉
社
会
」
と
の
概
念
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
正
村
公
宏
「
福

祉
社
会
論
』
(
創
文
社
、
一
九
八
九
年
)
一
一
二
|
一
一
五
頁
な
ど
。
周
知
の
よ
う
に
わ
が
国
で
は
、
一
九
七
九
年
『
新
経
済
社
会
七
カ
年
計
画
』
な

ど
で
政
府
サ
イ
ド
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
日
本
型
福
祉
社
会
論
L

が
提
唱
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
れ
は
上
述
の
意
味
で
の
「
福
祉
社
会
」
論
と
必
ず
し

も
同
一
の
議
論
で
は
な
い
。
石
田
雄
「
日
本
に
お
け
る
福
祉
観
念
の
特
質
」
(
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
『
福
祉
国
家
4
』
(
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
八
四
年
)
所
収
)
五
二
|
五
八
頁
、
樋
口
陽
一
「
日
本
憲
法
学
と
『
福
祉
』
問
題
」
(
同
書
所
収
)
九
九
1

一
O
二
頁
。
な
お
、
一

九
九
五
年
社
会
保
障
制
度
審
議
会
勧
告
「
社
会
保
障
体
制
の
再
構
築
」
で
も
、
社
会
保
障
の
基
本
理
念
と
し
て
の
「
社
会
連
帯
」
を
強
調
す
る

一
方
で
、
「
福
祉
社
会
」
と
の
概
念
を
使
用
し
て
い
る
。
同
勧
告
「
序
」
な
ど
参
照
。

(
約
)
憲
法
学
上
の
通
説
は
、
憲
法
第
二
五
条
の
規
定
を
根
拠
に
日
本
国
憲
法
が
福
祉
国
家
の
理
念
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
中
村
陸

男
「
生
存
と
憲
法
」
(
樋
口
陽
一
編
『
講
座
憲
法
学
4
権
利
の
保
障

(
2
)
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
九
四
年
)
六
四
頁
、
松
井
茂
記
「
福
祉
国
家

の
憲
法
学
」
コ
ン
ュ
リ
ス
ト
』
一

O
二
二
号
(
一
九
九
三
年
)
七
一
頁
。
こ
の
こ
と
は
憲
法
の
立
法
過
程
か
ら
も
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
憲
法
調
査
会
に
お
け
る
森
戸
辰
男
参
考
人
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
一
条
(
憲
法
第
二
五
条
|
|
筆
者
注
)
は
福
祉
国
家
の
目
標

を
憲
法
で
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
十
九
世
紀
の
憲
法
と
い
う
の
は
、
生
活
が
で
き
な
い
の
は
本
人
の
責
任
で
あ
っ
て
、
か
よ

う
な
も
の
は
国
家
は
特
に
積
極
的
に
か
ま
わ
ぬ
で
も
い
い
と
い
う
よ
う
な
建
前
を
と
っ
て
お
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
、
憲

法
で
、
『
す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
』
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
い
た
し
ま
し
た
こ
と
は
、

北i去47(2・287)689



説

将
来
日
本
が
社
会
福
祉
制
度
を
中
心
と
し
た
福
祉
国
家
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
に
お
き
ま
し
て
は
、

そ
の
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
よ
う
に
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
憲
法
調
査
会
『
憲
法
調
査
会
第
十
回
総
会
議
事
録
』
(
)

九
五
八
年
)
一

O
頁。

(
訓
)
松
井
・
前
掲
論
文
(
注
問
)
七
四
頁
。

(
抗
)
棟
居
・
前
掲
論
文
(
注
口
)
一
六
二
頁
も
、
①
社
会
国
家
原
理
か
ら
み
た
妥
当
な
配
分
結
果
(
生
存
権
立
法
)
が
民
主
的
な
意
思
形
成
過
程

を
通
じ
て
自
動
的
に
達
成
さ
れ
る
と
い
う
法
則
は
な
い
こ
と
、
②
最
高
裁
の
違
憲
判
決
の
効
力
は
当
該
事
件
で
当
該
法
令
が
適
用
さ
れ
な
い
に

す
ぎ
な
い
こ
と
、
③
国
会
は
、
最
終
的
に
は
違
憲
判
決
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
そ
の
発
議
で
国
民
に
改
憲
を
図
り
、
国
民
投
票
と
い
う
究
極
の

民
主
的
政
治
過
程
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
を
挙
げ
、
生
存
権
の
内
容
を
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
に
委
ね
る
べ
き
と
の
立
場
に
反
対
し
て
い
る
。

(
踊
)
斗
同
三
。
「
・
旬
、
2
s
f
同
意
見
、
三
町
内
宮
室

-
E弘
若
宮
古
江
室
泊
三
常
、
S
R
ψ
印

可

〉

E
「

}
5
0
0
'

コω
十
ω印
(
呂
∞
め
)
一

Z
E
Z
E
P
室、、白

E
Z

N
2・∞∞
ω
な
お
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
貧
困
問
題
は
、
人
種
(
黒
人
)
問
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
↓

3
Z『・主
ya--
巳

]
戸
、
吋

O
寸
l
c
m
w
.

(
初
)
竹
中
勲
「
高
齢
者
の
人
権
と
憲
法
学
二
)
」
「
産
大
法
学
』
二
八
巻
三
H

四
号
ご
九
九
五
年
)
一
ム
ハ
六
|
一
六
七
頁
に
よ
れ
ば
、
「
要
介
護

高
齢
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
い
か
な
る
も
の
が
憲
法
二
五
条
一
項
の
『
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
」
の
内
実
を
な
す

も
の
と
捉
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
検
討
は
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
こ
の
点
の
精
密
化
を
通
し
て
の
同
立
法
(
サ
ー
ビ
ス
の
非
強
制
的

給
付
瑚
高
齢
者
保
護
立
法
|
|
筆
者
注
)
の
憲
法
二
五
条
適
合
性
審
査
を
意
味
あ
ら
し
め
る
た
め
の
憲
法
解
釈
論
的
検
討
作
業
が
試
行
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
「
た
と
え
ば
、
養
護
老
人
ホ
l
ム
に
お
け
る
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
障
さ
れ
た
個
室
』
は
『
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限

度
の
生
活
』
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
よ
い
」
と
す
る
。
参
考
、
熊
本
地
判
昭
四
六
・
一

0
・
一
一
一
一
(
判
例
集
未
登
載
。

荒
木
・
林
編
『
判
例
研
究
社
会
保
障
法
』
(
法
律
文
化
社
、
一
九
七
九
年
)
二
六
七
頁
以
下
(
林
弘
子
執
筆
)
、
河
野
正
輝
「
老
人
福
祉
を
め
ぐ

る
訴
訟
。
|
|
実
質
的
平
等
の
要
請
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
五
七
二
号
二
九
七
四
年
)
二
七
六
頁
以
下
参
照
)
、
横
浜
地
判
平
四
・
一
・
二
九
(
判

例
集
未
登
載
。
堀
勝
洋
「
社
会
保
障
法
判
例
」
『
季
刊
社
会
保
障
研
究
』
二
八
巻
四
号
(
一
九
九
三
年
)
四
三
六
頁
以
下
参
照
)
、
東
京
高
判
平
四
・

一
一
・
一
一
一

O
(判
例
集
未
登
載
(
横
浜
地
判
の
控
訴
審
)
。
竹
中
「
高
齢
者
の
人
権
と
憲
法
学
(
二
・
完
)
」
『
産
大
法
学
』
二
九
巻
一
号
(
一
九

九
五
年
)
四
九
l
五
一
真
参
照
)
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
養
護
老
人
ホ

1
ム
未
入
所
者
(
熊
本
地
判
)
あ
る
い
は
入
所
者
(
横
浜
地
判
)
か
ら
、

個
室
へ
の
入
所
を
求
め
て
争
っ
た
事
案
で
あ
る
(
い
ず
れ
も
原
告
敗
訴
)
。
米
沢
・
前
掲
書
(
注
抑
)
二
七
九
頁
に
よ
れ
ば
、
家
族
の
保
護
に
関

~ð、
白岡
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「社会保障の権利」論(2・完)

連
し
て
、
「
憲
法
二
五
条
の
『
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
』
の
内
容
に
、
憲
法
二
四
条
や
二
ニ
条
の
要
請
す
る
家
族
生
活
の
保
護
や
家

族
内
で
の
個
人
の
保
護
と
い
っ
た
意
味
を
包
含
さ
せ
る
(
た
と
え
ば
、
寝
た
き
り
老
人
を
か
か
え
る
家
族
へ
の
援
助
を
『
健
康
で
文
化
的
な
最

低
限
度
の
生
活
』
の
内
容
と
み
な
す
)
と
い
っ
た
手
法
が
、
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
憲
法
二
五
条
の
『
健
康
で
文

化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
』
が
、
社
会
保
障
立
法
の
制
定
や
解
釈
の
際
の
指
針
と
な
る
と
と
も
に
、
訴
訟
に
お
い
て
は
裁
判
規
範
性
を
有
し
、

不
十
分
な
社
会
保
障
立
法
が
違
憲
と
判
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
、
と
解
さ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
先
、
内
野
正
幸
「
法

学
基
本
セ
ミ
ナ
ー
ー
ー
憲
法
」
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
三
八
八
号
(
一
九
八
七
年
)
七
九
頁
も
、
「
家
族
か
ら
引
き
離
さ
れ
な
い
権
利
(
家
族
と
と

も
に
生
活
す
る
権
利
)
を
、
二
四
条
二
項
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
解
釈
さ
れ
た
二
二
条
(
見
方
に
よ
っ
て
は
二
五
条
)
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
一

つ
の
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
構
成
し
、
そ
れ
の
侵
害
を
問
題
と
す
る
こ
と
も
、
理
論
的
に
は
可
能
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
学

説
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
老
人
や
障
害
者
の
在
宅
で
の
独
居
生
活
に
対
す
る
介
護
、
家
族
に
よ
る
介
護
へ
の
援
助
、
施
設
入
所
に
よ
る
介
護
な

ど
の
各
介
護
類
型
に
沿
っ
た
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」
に
か
か
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
保
障
の
具
体
的
内
容
が
今
後
検
討
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。

(
抑
)
社
会
保
障
が
基
本
的
に
は
「
給
付
」
の
体
系
で
あ
る
と
し
て
、
給
付
に
は
大
別
し
て
金
銭
給
付
と
現
物
給
付
が
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
後
者
す
な
わ
ち
現
物
給
付
の
一
種
で
あ
る
サ
ー
ビ
ス
給
付
に
つ
い
て
は
サ
ー
ビ
ス
供
給
主
体
の
存
在
を
不
可

欠
と
す
る
こ
と
か
ら
、
常
に
金
銭
給
付
と
代
替
的
で
あ
る
(
す
な
わ
ち
金
銭
給
付
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
給
付
に
対
す
る
ニ

l
ズ
が

全
て
充
た
さ
れ
る
)
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
憲
法
学
説
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
、
「
実
際
に
は
生
活
保
護
法
が
あ
る
以
上
、

こ
の
よ
う
な
場
面
(
生
活
保
護
法
が
な
い
場
面
に
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
の
確
保
を
固
に
対
し
て
求
め
る
よ
う
な
場
面
|
|
筆
者

注
)
は
あ
り
え
そ
う
も
な
い
」
と
の
理
解
が
比
較
的
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
松
井
・
前
掲
論
文
(
注
悶
)
七
一
一
頁
。
し
か
し
、
サ
ー

ビ
ス
給
付
の
金
銭
給
付
に
対
す
る
非
代
替
的
性
格
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
基
本
的
理
解
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

本
稿
の
目
的
と
の
制
約
上
、
憲
法
第
二
五
条
ゃ
、
生
活
保
護
法
そ
の
他
諸
々
の
福
祉
法
制
に
ま
た
が
る
解
釈
論
を
本
格
的
に
展
開
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
こ
の
点
は
別
稿
に
て
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
。
た
だ
し
結
論
的
に
い
え
ば
、
筆
者
は
、
現
行
生
活
保
護
法
が
医
療
の
面
は
と
も
か

く
も
介
護
を
中
心
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
給
付
の
最
低
限
保
障
を
行
な
う
た
め
の
十
分
な
法
的
基
盤
と
は
な
り
得
て
お
ら
ず
、
政
策
策
定
の
指
針
と

の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
裁
判
規
範
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
憲
法
第
二
五
条
一
項
の
規
範
内
容
に
照
ら
し
、
国
が
と
り
わ
け
在
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
対
象
と
な
る
要
介
護
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
保
障
義
務
(
そ
の
程
度
は
障
害
な
い
し
〉
U
F
の
程
度
に
よ
り
異
な
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
典
型
的

北法47(2・289)691 



説

に
は
一
日
二
四
時
間
の
介
護
を
必
要
と
す
る
重
度
の
単
身
在
宅
要
介
護
者
に
対
し
て
現
在
提
供
さ
れ
て
い
る
保
障
を
念
頭
に
お
け
ば
よ
い
)
を

尽
く
し
て
い
る
と
捉
え
る
の
は
困
難
で
は
な
い
か
(
す
な
わ
ち
政
策
策
定
指
針
の
レ
ベ
ル
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
裁
判
規
範
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て

も
違
憲
の
疑
い
が
あ
り
、
立
法
府
お
よ
び
行
政
府
に
対
し
て
許
容
さ
れ
る
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
)
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
一
定
の
資
産
・
収
入
が
あ
る
要
介
護
者
の
場
合
で
も
、
費
用
負
担
能
力
と
サ
ー
ビ
ス
保
障
の
た
め
の
法
的
基
盤
の
整
備

と
は
基
本
的
に
別
個
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
別
異
に
捉
え
る
必
要
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
違
憲
審
査
基
準
を
ど
う
捉
え
る
か
、
い
か
な
る
訴
訟

類
型
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
ま
た
別
個
に
存
在
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、
生
活
保
護
法
や
各
福
祉
法
に
基
づ

く
給
付
申
請
に
対
す
る
処
分
を
争
う
取
消
訴
訟
(
同
法
六
九
条
、
行
政
事
件
訴
訟
法
三
条
)
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
に
加
え
て
、
立
法
の
不
作

為
を
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
(
国
家
賠
償
法
一
条
)
で
争
う
と
の
方
法
も
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
参
照
、
最
一
小
判
昭
六

0
・
一
一
・
一
二
民
集
三

九
巻
七
号
一
五
一
一
一
頁
(
在
宅
投
票
制
度
廃
止
違
憲
訴
訟
)
。
な
お
、
具
体
的
権
利
説
の
立
場
か
ら
金
銭
給
付
・
サ
ー
ビ
ス
給
付
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

き
許
容
さ
れ
る
訴
訟
類
型
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
前
掲
・
棟
居
論
文
(
注

η)
一
五
六
頁
以
下
が
あ
る
。

宮I

a冊

第
四
節

社
会
保
障
を
捉
え
直
す
視
座
|
|
我
が
国
へ
の
示
唆
|
|

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
社
会
保
障
の
権
利
」
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
議
論
を
、
主
と
し
て
社
会
保
障
法
研
究
と
の
視
角
か

ら
三
節
に
わ
た
っ
て
検
討
し
て
き
た
。
最
後
に
、
本
稿
の
副
次
的
目
的
と
し
て
掲
げ
た
我
が
国
社
会
保
障
法
基
礎
理
論
へ
の
示
唆
と
の
観
点

以
上
、

か
ら
検
討
を
行
な
っ
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、
本
節
で
提
示
す
る
「
自
由
L

の
契
機
と
の
視
角
は
、
前
二
章
に
お
け
る
個
別
具
体
的
な
権
利

論
の
分
析
か
ら
直
接
導
出
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ
で
の
議
論
が
そ
の
前
提
と
し
て
き
た
思
想
的
基
盤
と
も
い
う
べ
き
も

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
以
下
で
の
分
析
は
、
本
稿
で
の
こ
れ
ま
で
の
権
利
論
へ
の
取
り
組
み
方
と
は
や
や
位
相
を
異
に
す
る
面
か
ら
の
ア

ブ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
社
会
保
障
の
権
利
」
論
と
の
理
論
的
関
連
性
も
や
や
間
接
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

北法47(2・290)692



序
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
我
が
国
社
会
保
障
法
学
に
お
い
て
は
、
生
存
権
を
軸
に
し
て
社
会
保
障
を
理
念
づ
け
、
あ
る
い
は
体
系

(

澗

)

(

捌

)

づ
け
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
近
時
、
生
存
権
と
並
ぶ
社
会
保
障
法
の
基
本
原
理
と
し
て
、
あ
る
い
は
理
念
と
し
て
、

「
社
会
連
帯
」
原
理
な
い
し
寸
社
会
連
帯
」
思
想
の
存
在
を
解
く
学
説
が
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
最
近
の
政
策
動
向
も
こ
の
社
会
連
帯

(
組
)

を
強
調
す
る
傾
向
に
あ
る
。

生
存
権
が
有
力
な
思
想
的
・
実
定
法
的
基
盤
と
な
っ
て
社
会
保
障
が
歴
史
的
に
発
展
を
遂
げ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

と
も
す
れ
ば
生
存
権
の
視
角
は
、
社
会
保
障
に
お
け
る
国
家
と
国
民
と
の
い
わ
ば
「
縦
」
の
関
係
を
規
律
す
る
も
の
と
し

(
抑
)

て
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
て
社
会
保
障
は
、
制
度
毎
に
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
(
典
型
的
に
は
社
会
保
険
)
、
国
民
間
あ

る
い
は
職
域
・
地
域
構
成
員
聞
に
お
け
る
相
互
扶
助
な
い
し
互
助
の
思
想
を
背
景
と
し
て
発
展
し
て
き
た
側
面
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
か
ら
す

な
い
。
し
か
し
、

れ
ば
、
社
会
保
障
(
法
)

を
社
会
連
帯
と
い
う
い
わ
ば
「
横
L

の
関
係
か
ら
も
理
念
づ
け
よ
う
と
す
る
近
時
の
有
力
な
理
論
動
向
は
、
基
本

的
に
支
持
し
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「社会保障の権利」論 (2・完)

た
だ
し
、
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
近
時
、
社
会
保
障
の
基
本
理
念
と
し
て
の
社
会
連
帯
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
、
と

(
紛
)

り
わ
け
政
策
策
定
者
サ
イ
ド
な
ど
に
み
ら
れ
な
い
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
「
個
人
の
尊
重
」
や
「
自
立
」
と
い
っ
た
こ
と
も
述

(
捌
)

べ
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
筆
者
に
は
、
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
我
が
国
社
会
保
障
制
度
の
転
換
期
に
あ
っ
て
、
「
国
家
(
地
方
自
治

体
を
含
む
)
」
を
中
心
と
し
て
な
さ
れ
る
「
生
存
権
」
保
障
、

そ
し
て
そ
れ
を
下
支
え
す
る
「
社
会
」

の
「
連
帯
」
を
論
ず
る
前
提
と
し
て
、

ま
ず
は
「
社
会
」
を
構
成
す
る
「
個
人
」
に
よ
る
主
体
的
な
「
生
」

の
構
築
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
の
視
点
が
、
必
ず
し
も
十
分
に
示
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
来
個
人
は
主
体
的
に
自
ら
の
稼
得
に
よ
り
生
活
の
糧
を
得
、
「
生
」
を
切
り
拓
く
べ

(
狐
)

き
な
の
だ
と
い
う
意
味
で
、
学
説
に
お
い
て
も
当
然
の
前
提
と
さ
れ
、
本
稿
で
も
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
と
の
関
係
で
強
調
し
て
き
た
い
わ
ゆ

る
「
生
活
自
助
原
則
」
な
い
し
「
個
人
責
任
原
理
」

の
側
面
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
「
自
律
」

し
た
「
個
人
」
に
よ
る

北法47(2・291)693



説

主
体
的
な
「
生
」

の
営
み
が
、
我
が
国
憲
法
体
制
下
に
あ
っ
て
そ
れ
自
体
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
価
値
で
あ
り

(
縦
)

(
憲
法
一
三
条
参
照
)
、

北法47(2・292)694

言命

体
的
な
生
の
追
及
」
に
密
接
に
関
連
す
る
の
は
、
「
自
由
」

ま
た
道
徳
的
に
は
個
人
に
と
っ
て
の
基
本
的
な
「
善
」
な
の
で
あ
る
と
の
側
面
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
い
う
「
自
律
し
た
個
人
に
よ
る
主

(
如
)

の
観
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
さ
に
こ
の
「
自
由
」
の
契
機
こ
そ
、
ア
メ

リ
カ
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
思
想
的
立
場
を
中
心
と
し
た
「
社
会
保
障
の
権
利
」
な
い
し
「
福
祉
権
」
を
め
ぐ
る
理
論
展
開
、

(
湖
)
(
湖
)

は
ア
メ
リ
カ
社
会
保
障
制
度
の
史
的
展
開
か
ら
得
ら
れ
る
有
益
な
視
角
と
い
い
得
る
。
そ
も
そ
も

昔
、
戸
勺
ド
ド

「
自
由
」

は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
超
え

て
ア
メ
リ
カ
政
治
社
会
に
お
い
て
広
く
尊
重
さ
れ
て
き
た
伝
統
的
政
治
価
値
と
い
え
よ
う
。

(
測
)

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、

ロ
ー
ル
ズ
は
、
平
等
な
基
本
的
権
利
及
ぴ
自
由
を
カ
バ
ー
す
る
第
一
原
理
を
適
用
す
る
に
際
し
、
「
市
民
の
基
本

的
ニ

l
ズ
は
、
少
な
く
と
も
自
分
達
の
権
利
や
自
由
を
彼
ら
が
理
解
し
効
果
的
に
行
使
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
か
ぎ
り
に

お
い
て
充
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
原
理
が
前
提
と
さ
れ
る
旨
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
で
も
、
「
自
由
L

を
実

効
的
に
保
障
す
る
た
め
の
必
要
条
件
と
し
て
、
最
低
限
の
基
本
的
ニ

l
ズ
の
保
障
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
と
の
考
え
方
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
権
利
と
し
て
認
め
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
さ
て
お
き
、
「
自
由
」
を
基
盤
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
一
定
の
社

会
保
障
政
策
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
理
論
的
に
は
可
能
だ
と
い
え
る
。
こ
う
し
て
、
社
会
保
障
制
度
の
存
立
自
体
を
基
礎
づ
け
る
観
念
と
し

て
の
展
開
可
能
性
を
有
す
る
ほ
か
、

さ
ら
に
「
自
由
」
は
、

と
く
に
我
が
固
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
既
存
の
社
会

保
障
制
度
を
規
律
す
る
価
値
理
念
と
し
て
も
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
矧
)

「
自
由
」
は
「
平
等
L

な
ど
と
同
様
、
そ
の
内
容
・
構
造
な
ど
に
つ
き
、
そ
れ
自
体
慎
重
な
政
治
哲
学
上
の
理
論
分
析
を
必
要
と
す
る
概

(
初
)

念
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
従
来
の
膨
大
な
自
由
論
の
蓄
積
を
念
頭
に
置
い
た
精
綴
な
議
論
を
展
開
す
る
余
裕
は
な
い
。
し
か
し
、
さ
し

(
制
)

あ
た
り
、
自
ら
が
主
体
的
に
人
生
を
遂
行
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
「
自
己
支
配
」
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
積
極
的
自
由
」
概

(
制
)

念
と
近
接
し
た
意
味
合
い
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
保
障
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
な
ら
ば
と
も
か
く
、
生
存
権
理



念
を
承
認
し
、
社
会
保
障
制
度
の
存
続
を
前
提
と
し
た
場
合
、
も
は
や
「
自
由
」
の
意
味
を
「
他
人
に
よ
っ
て
自
分
の
活
動
が
干
渉
さ
れ
な

(

蹴

)

(

溺

)

(

卸

)

い
」
と
い
う
意
味
で
の
い
わ
ゆ
る
「
消
極
的
自
由
」
に
限
定
す
べ
き
必
然
性
は
な
く
な
る
。
ま
た
先
の
意
味
で
の
「
自
由
」
の
観
念
は
、
い

(

抑

制

)

わ
ゆ
る
「
自
己
決
定
権
」
を
め
ぐ
る
議
論
と
も
関
わ
り
合
う
部
分
を
有
す
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
「
自
由
」
の
契
機
が
、
寸
個
人
の
尊
重
」

及
ぴ
「
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
及
に
対
す
る
国
民
の
権
利
」
に
つ
い
て
の

(
湖
)

三
条
か
ら
の
要
請
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。

「
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
」
で
の
尊
重
を
定
め
る
憲
法
第
一

我
が
国
社
会
保
障
法
学
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
「
社
会
保
障
に
お
い
て
は
、
個
人
の
生
活
に
対
す
る
国
の
関
与
が
直
接
か
つ
積
極
的
で

あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
を
通
じ
て
個
人
の
自
由
に
対
す
る
制
約
が
生
ず
る
危
険
性
も
き
わ
め
て
大
き
」
く
、
「
個
々
の
具
体
的
な
社
会
保
障

の
権
利
の
内
容
は
、
各
人
の
自
由
の
保
障
を
十
分
に
含
む
よ
う
に
構
成
さ
れ
、
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い

(
側
)
る
。
こ
れ
は
、
生
存
権
理
念
の
中
に
自
由
の
契
機
を
内
包
さ
せ
よ
う
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
由
の
理
念
を
、
生
存
権
の

理
念
と
並
ん
で
、
「
人
間
の
尊
厳
の
原
理
」
と
い
う
上
位
理
念
に
統
合
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
社
会
保
障
法
の
下
部
理
念
で
あ
る
と
す
る
見
解

(
仰
)
(
仰
)

も
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
我
が
国
社
会
保
障
法
に
お
け
る
生
存
権
理
念
及
び
社
会
連
帯
理
念
と
の
関
連
に
お
い
て
、
「
自
由
」
の
契
機
は
ど
の

「社会保障の権利」論(2・完)

よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
現
段
階
に
お
け
る
私
見
と
し
て
は
、

さ
し
あ
た
り
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
お
き
た
い
。
す
な

わ
ち
、
社
会
保
障
の
直
接
的
な
目
的
は
、
例
え
ば
「
生
活
困
難
に
陥
っ
た
国
民
に
対
し
健
全
で
安
定
し
た
生
活
を
保
障
し
、
そ
の
福
祉
の
向

(
仰
)

上
を
図
る
」
こ
と
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
た
だ
し
更
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
生
活
保
障
は
、
究
極
的
に
は
先
に

述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
の
各
個
人
に
お
け
る
「
自
由
」
の
確
保
を
目
的
と
し
て
い
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
目

的
実
現
の
た
め
の
条
件
整
備
の
段
階
(
社
会
保
障
制
度
の
策
定
実
施
)
に
お
い
て
も
、
当
該
目
的
の
実
現
自
体
が
損
な
わ
れ
る
よ
う
な
場
合

(
社
会
保
障
の
基
盤
自
体
が
掘
り
崩
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
)

は
別
と
し
て
、
「
自
由
」

の
契
機
が
当
然
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
の
は

つ
ま
り
、
先
に
述
べ
た
意
味
で
の
個
人
の

プ
自
由
L

は
、
と
も
す
れ
ば
固
か
ら
国
民
に
対
す
る
一
方
的
な
給
付
と
の
関
係

自
然
で
あ
ろ
う
。
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説

(
似
)

と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
な
「
生
存
権
」
や
、
と
も
す
れ
ば
社
会
全
体
の
利
益
と
の
関
係
に
お
い
て
個
人
の
利
益
が
軽
視
さ
れ
か
ね
な
い

論

会
連
帯
」
と
い
っ
た
社
会
保
障
の
理
念
に
対
す
る
一
つ
の

実
現
自
体
が
損
な
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
は
別
と
し
て
」
と
条
件
づ
け
、

さ
ら
に
ま
た
生
存
権
理
念
及
び
社
会
連
帯
理
念
と
並
列
的
に
位
置
付

「
枠
づ
け
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
「
当
該
目
的
の

け
る
の
で
な
く
こ
れ
ら
の
理
念
の
制
約
的
位
置
付
け
に
と
ど
め
た
の
は
、
「
積
極
的
自
由
」
論
に
お
い
て
も
そ
の
限
界
を
如
何
に
画
す
る
か

(
術
)

が
問
題
と
さ
れ
る
の
と
同
様
、
「
自
由
」
の
契
機
を
あ
ま
り
に
強
調
す
る
こ
と
は
一
面
に
お
い
て
社
会
保
障
制
度
自
体
の
否
定
へ
と
つ
な
が

り
か
ね
な
い
契
機
を
字
む
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
十
分
な
資
産
を
も
っ
者
が
強
制
加
入
で
あ
る
年
金
保
険
・
医
療
保
険
か

ら
の
離
脱
を
「
自
由
」
の
名
の
下
に
主
張
し
た
場
合
を
考
え
れ
ば
足
り
よ
う
。
な
お
繰
り
返
し
に
な
る
け
れ
ど
も
、
私
見
は
福
祉
国
家
に
お

け
る
生
存
権
論
の
有
効
性
、
社
会
保
障
に
お
け
る
社
会
連
帯
理
念
の
存
在
、
そ
し
て
こ
れ
ら
を
基
盤
と
す
る
一
定
の
社
会
保
障
制
度
の
存
続

を
望
ま
し
い
も
の
と
の
前
提
に
立
っ
た
上
で
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
次
の
問
題
は
、
先
に
述
べ
た
「
自
由
」

の
契
機
が
社
会
保
障
法
に
あ
っ
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
顕
現
す
べ
き
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
綿
密
な
検
討
は
今
後
の
検
討
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、

さ
し
あ
た
り
以
下
の
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
思
わ
れ

る

第
一
に
「
選
択
」

の
原
則
が
挙
げ
ら
れ
る
。
先
の
意
味
で
の
「
自
由
」
の
契
機
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
受
給
主
体
自
ら
の
意

思
に
関
わ
り
な
く
一
方
的
に
給
付
の
可
否
・
内
容
を
決
定
さ
れ
る
仕
組
み
は
、
基
本
的
に
は
消
極
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
改
善
を

必
要
と
す
る
。
こ
の
点
に
つ
き
典
型
的
に
問
題
と
な
る
の
は
、
例
え
ば
、
生
活
保
護
法
上
の
収
容
保
護
(
同
法
三

O
条
一
一
項
但
書
)

(
側
)

会
福
祉
施
設
を
め
ぐ
る
い
わ
ゆ
る
措
置
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
養
護
老
人
ホ

l
ム

ゃ
、
社

(
老
人
福
祉
法
一
一
条
一
項
一
号
)

別
養
護
老
人
ホ

l
ム

(
同
条
同
項
二
号
)

を
め
ぐ
る
判
例
理
論
に
お
い

と
同
様
、
措
置
制
度
の
下
に
あ
る
保
育
所
(
児
童
福
祉
法
二
四
条
)

て
も
、
「
保
育
所
入
所
措
置
に
当
り
児
童
を
い
ず
れ
の
保
育
所
に
入
所
さ
せ
る
か
は
措
置
権
者
の
裁
量
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
事
柄 社
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や

特



(
仰
)

の
性
質
上
明
ら
か
な
も
の
と
言
う
べ
く
、
申
込
者
が
希
望
の
保
育
所
を
申
し
出
る
の
は
あ
く
ま
で
措
置
権
者
の
参
考
に
供
す
る
に
過
ぎ
な
い
」

な
ど
と
さ
れ
、
児
童
な
い
し
保
護
者
側
の
選
択
権
を
認
め
な
い
法
的
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
最
近
の
政
策
策
定
者
サ
イ
ド
の
動
き
と
し
て
、

の
も
、

一
つ
の
根
拠
と
し
て
、
現
行
措
置
制
度
を
契
約
入
所
方
式
に
改
め
る
べ
き
と
の
方
向
性
が
出
さ
れ
て
い
る

(
側
)

そ
の
限
り
で
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
も
の
と
言
い
得
る
。
た
だ
し
、
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
こ
と
が
直
ち
に
、
現
在
繰
り
広
げ

選
択
権
の
尊
重
を

(
あ
く
ま
で
)

ら
れ
て
い
る
措
置
制
度
廃
止
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
廃
止
論
を
支
持
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
行

の
職
権
措
置
主
義
を
申
請
措
置
主
義
に
改
め
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
相
当
程
度
改
善
さ
れ
得
る
問
題
と
も
い
い
得
る
し
、

そ
も
そ
も
措
置
制
度

廃
止
を
め
ぐ
る
議
論
は
利
用
者
側
の
選
択
権
の
有
無
を
唯
一
最
大
の
争
点
と
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
多
様
な
利
用
者
の
ニ

l
ズ
へ
の
対
応
如

(ω) 

何
、
入
所
手
続
の
繁
雑
さ
、
費
用
負
担
と
い
っ
た
諸
般
の
要
素
を
勘
案
し
た
上
で
の
総
合
的
判
断
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

の
原
則
の
見
地
か
ら
取
り
上
げ
た
場
合
、
要

ま
た
、
例
え
ば
、
現
在
重
要
な
政
策
課
題
と
な
っ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
在
宅
介
護
を
「
選
択
」

介
護
者
本
人
の
選
択
(
家
族
に
介
護
し
て
も
ら
い
た
い
)

と
家
族
の
選
択
(
諸
般
の
事
情
に
よ
り
介
護
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
す
る
意
思
が

な
い
)

と
が
食
い
違
う
と
の
場
面
が
一
つ
の
問
題
に
な
る
。
あ
る
い
は
本
人
・
家
族
と
も
に
家
族
介
護
で
は
な
く
公
的
介
護
サ
ー
ビ
ス
保
障

「社会保障の権利」論 (2・完)

シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
い
と
の
選
択
を
す
る
場
面
も
あ
り
得
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
要
介
護
度
に
よ
っ
て
公
的
介
護
で
保
障
す
べ
き
水
準
は
異

(ω) 

な
っ
て
こ
よ
う
が
、
少
な
く
と
も
「
選
択
」
の
原
則
の
見
地
か
ら
い
え
ば
、
国
は
当
該
水
準
に
達
す
る
ま
で
の
サ
ー
ビ
ス
保
障
を
当
事
者
の

(
制
)

「
選
択
」
に
し
た
が
い
提
供
す
べ
き
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
正
確
に
言
え
ば
、
家
族
は
こ
の
場
合
法
的
な
意
味
で
の
権
利
主

体
で
あ
る
と
は
当
然
に
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
問
題
が
残
る
。
な
お
、
費
用
負
担
は
基
本
的
に
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
は
別
個
に
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考
慮
す
べ
き
問
題
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
社
会
保
障
に
お
け
る
「
参
加
」

の
原
則
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
参
加
」
と
は
、
不
利
益
処
分
を
課
す
際
の
告
知
聴
聞

(
そ
れ
自
体
重
要
で
は
あ
る
が
)

に
限
定
さ
れ
ず
、
政
策
立
案
・
運
営
過
程
に
お
け
る
「
参
加
」
を
も
意
味
し

手
続
の
保
障
と
い
っ
た
も
の



説

(
似
)

て
い
る
。
従
来
か
ら
、
社
会
保
障
に
お
け
る
「
参
加
」
の
意
義
を
強
調
す
る
学
説
は
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
。
こ
の
「
参
加
」
原
則
は
、
従

(

ω

)

(

ω

)

 

来
主
と
し
て
民
主
主
義
や
適
正
手
続
の
保
障
(
憲
法
第
二
二
条
、
二
二
条
)
と
の
関
連
で
基
礎
づ
け
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を

雪ム
ロ岡

否
定
す
る
も
の
で
は
な
い

(
む
し
ろ
両
立
し
得
る
)

に
せ
よ
、
同
原
則
は
、
「
個
人
の
尊
重
」
(
憲
法
第
一
一
一
一
条
)
原
理
と
も
密
接
に
か
か
わ

る

「
自
律
し
た
個
人
に
よ
る
主
体
的
な
生
の
営
み
」
な
い
し
「
自
由
L

の
契
機
の
尊
重
と
の
観
念
か
ら
も
積
極
的
に
価
値
付
け
ら
れ
得
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
の

「
自
由
」
が
目
的
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
ら
ば
、

も
っ
ぱ
ら
受
動
的
な
受
給
主
体
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
は

相
容
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
自
由
」
確
保
の
た
め
の
条
件
整
備
を
行
な
う

と
も
す
れ
ば
国
に
よ
る
一
方
的
な
介
入
を
伴
い
が
ち
な
)
社

会
保
障
制
度
の
策
定
・
運
用
に
か
か
る
で
き
得
る
限
り
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
、
受
給
主
体
の
「
参
加
」
に
よ
る
主
体
的
な
関
与
が
本
来

(

“

)

(

川

削

)

的
に
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
政
策
策
定
段
階
で
の
審
議
会
・
公
聴
会
な
ど
の
在
り
方
の
見
直
し
、
社
会
保
険

(

叩

)

(

倒

)

に
お
け
る
被
保
険
者
な
ど
関
係
当
事
者
の
参
加
、
行
政
計
画
策
定
過
程
へ
の
住
民
参
加
手
続
の
保
障
、
さ
ら
に
広
い
意
味
で
は
特
定
事
務
の

地
方
移
譲
と
い
っ
た
要
請
な
ど
が
、
こ
の
原
則
か
ら
導
き
出
さ
れ
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
「
選
択
」
を
な
す
前
提
条
件
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
参
加
」

の
一
内
容
と
し
て
、
社
会
保
障
行
政
を
め
ぐ
る
様
々
な
資
料
・
情
報

に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
の
確
保
と
い
っ
た
こ
と
も
要
請
さ
れ
る
。

社
会
保
障
に
お
け
る
「
自
由
」
と
は
、

そ
れ
自
体
「
権
利
」
と
し
て
の
一
般
的
規
範
的
性
格
を
も
っ
強
い
概
念
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な

ぃ
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
規
範
(
法
解
釈
)

の
レ
ベ
ル
で
は
個
別
規
定
を
解
釈
す
る
際
の
一
つ
の
拠
り
所
と
し
て
、
あ
る
い
は
政
策
策
定

レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
一
つ
の
依
る
べ
き
指
針
と
し
て
、
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
澗
)
高
藤
・
前
掲
書
(
注
目
)
第
一
部
第
二
章
(
二
二
頁
以
下
)
。

(
捌
)
堀
・
前
掲
書
(
注
3
)
九
九
l
一
O
一
頁
。

北法47(2・296)698



「社会保障の権利J論(2・完)

(
組
)
一
九
九
五
年
社
会
保
障
制
度
審
議
会
勧
告
「
社
会
保
障
体
制
の
再
構
築
」
第
一
章
第
一
節
一
な
ど
参
照
。

(
搬
)
例
え
ば
、
荒
木
誠
之
は
、
「
社
会
保
障
と
は
、
国
が
、
生
存
権
の
主
体
で
あ
る
国
民
に
対
し
て
、
そ
の
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的

と
し
て
、
社
会
的
給
付
を
行
な
う
法
関
係
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
る
。
荒
木
・
前
掲
『
社
会
保
障
法
読
本
〔
新
版
〕
』
(
注
担
)
二
回
七
頁
。

(
蹴
)
注
目
出
参
照
。
里
見
賢
治
「
『
社
会
保
障
将
来
像
委
員
会
第
二
次
報
告
』
の
検
証
|
|
社
会
保
障
の
理
念
と
将
来
像
|
l
」
『
社
会
問
題
研
究
』

四
四
巻
二
号
(
一
九
九
五
年
)
七
七
頁
。

(
制
)
前
掲
・
一
九
九
五
年
社
会
保
障
制
度
審
議
会
勧
告
(
注
組
)
「
お
わ
り
に
」
参
照

(
蹴
)
例
え
ば
、
福
武
・
前
掲
論
文
(
注
9
)
八
頁
は
、
「
一
般
に
、
社
会
保
障
は
自
助
を
前
提
と
し
た
連
帯
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
、
ま

た
籾
井
常
喜
「
社
会
保
障
法
学
に
問
わ
れ
て
い
る
も
の
」
『
日
本
社
会
保
障
法
学
会
誌
』
六
号
(
一
九
九
一
年
)
一
八
頁
も
、
「
社
会
保
障
法
の

生
成
:
:
:
は
、
生
活
自
助
の
原
則
の
全
面
的
排
除
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
・
:
・
:
部
分
的
修
正
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
」
と
述
べ
て

い
る
。

(
揃
)
佐
藤
幸
治
「
憲
法
学
に
お
い
て
『
自
己
決
定
権
』
を
い
う
こ
と
の
意
味
」
『
法
哲
学
年
報
一
九
八
九
年
度
』
(
有
斐
閥
、
一
九
九

O
年
)
八
八

l
八
九
頁
参
照
。

(
術
)
「
自
律
」
と
「
自
由
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
阪
本
昌
成
「
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
!
と
自
己
決
定
の
自
由
」
(
樋
口
編
『
講
座
憲
法

学
3
権
利
の
保
障

(
1
)
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
九
四
年
)
所
収
)
二
四
七
頁
、
小
川
晃
一
「
パ

l
リ
ン
の
自
由
論
(
二
・
完
)
」
『
北
大
法
学

論
集
』
三
六
巻
四
号
(
一
九
八
六
年
)
一
二
八
四
l
一
二
八
七
頁
な
ど
参
照
。

(
抑
制
)
も
ち
ろ
ん
、
「
自
由
」
と
同
様
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
き
た
価
値
で
あ
る
「
個
人
の
道
徳
的
自
律
」
と
の
視
点
か
ら
も
、
一

定
の
所
得
再
分
配
政
策
が
正
当
化
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
後
で
触
れ
る
R
・ノ

1
ジ
ソ
ク
(
月
号
町
三

zs-nr)
の
議
論
と
の
関
係
に

お
い
て
、
長
谷
部
泰
男
「
福
祉
・
権
利
・
平
等
」
『
学
習
院
大
学
法
学
部
研
究
年
報
』
二
三
号
(
一
九
八
八
年
)
七
頁
(
同
『
権
力
へ
の
懐
疑
』

(
日
本
一
評
論
社
、
一
九
九
一
年
)
所
収
)
は
、
£

2
2片
な
生
活
水
準
を
維
持
し
う
る
よ
う
な
所
得
の
再
分
配
政
策
の
基
礎
に
も
、
個
人
の
自
律

性
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
み
と
め
ら
れ
よ
う
」
と
す
る
。
た
だ
し
同
論
文
で
は
、
こ
う
し
た
再
分
配
が
正
当
化
さ
れ
う
る
と
し
て
も
、

そ
れ
を
国
家
の
目
標
と
し
て
設
定
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
特
定
の
数
量
の
所
得
あ
る
い
は
財
を
権
利
と
し
て
求
め
る
地
位
を
社
会
の
構
成
員
に

与
え
う
る
か
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
る
と
し
、
目
標
と
権
利
が
問
題
と
な
る
場
面
を
そ
れ
ぞ
れ
一
応
別
個
に
分
け
て
考
え
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
注
新
参
照
。
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自見

(
捌
)
「
わ
が
国
の
現
状
を
か
え
り
み
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
住
民
参
加
手
続
き
と
、
自
由
権
を
基
本
に
す
え
た
公
的
責
任
の
あ
り
方
が
『
生
存
』

権
保
障
の
基
本
に
お
け
る
『
主
体
性
の
確
立
』
を
再
確
認
し
、
守
生
存
』
権
保
障
を
具
体
的
自
由
権
の
保
障
と
し
て
確
立
さ
せ
て
い
く
う
え
で
、

な
お
興
味
深
く
思
わ
れ
る
」
と
の
指
摘
も
、
本
稿
で
の
基
本
的
視
角
に
や
や
近
い
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
橋
本
・
前
掲
書
(
注
目
)
一
二

一
七
頁
。

(
捌
)
注
加
参
照
。

(
刑
制
)
第
二
章
第
三
節
(
三
)
(
ド
ゥ
ォ
l
キ
ン
の
平
等
基
底
的
理
論
)
参
照
。

(
抑
)
さ
し
あ
た
り
、
佐
々
木
毅
編
『
自
由
と
自
由
主
義
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
)
、
遠
藤
比
日
通
『
自
由
と
は
何
か
|
l
法
律
学
に

お
け
る
自
由
論
の
系
譜
|
|
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
九
三
年
)
(
と
く
に
第
二
編
第
一
章
)
、

z
・
A
・
ペ
ル
チ
ン
ス
キ
l
、
J

・
グ
レ
イ
編
(
飯

島
・
千
葉
ほ
か
訳
)
『
自
由
論
の
系
譜
』
(
行
入
社
、
一
九
八
七
年
)
な
ど
参
照
。

(
制
)
ア
イ
ザ
イ
ア
・
パ

l
リ
ン
「
二
つ
の
自
由
概
念
」
(
生
松
・
小
川
・
小
池
訳
『
自
由
論
』
(
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
一
年
)
所
収
)
一
一
一
一
九
i

三
二

O
頁。

(
制
)
「
自
由
」
の
価
値
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
立
場
か
ら
は
、
権
利
(
生
命
、
自
由
、
財
産
の
保
障
な
ど
)
を
「
横
か
ら
の
制
約
(
巴
号

g
ロ
∞
可
巴
己
)
」

と
み
な
す
と
と
も
に
配
分
的
正
義
に
関
す
る
「
権
原
理
論

(
2
5
Z
B
2
2
F
gミ
)
」
を
提
唱
す
る
ノ

l
ジ
ッ
ク
の
よ
う
な
福
祉
国
家
否
定
論
に

も
至
り
う
る
。
し
か
し
「
自
由
」
や
「
平
等
」
の
実
質
性
と
い
う
価
値
を
も
勘
案
す
る
立
場
か
ら
は
、
こ
う
し
た
自
由
尊
重
主
義

(
Z
Z
2白
ユ
包
ロ
ヨ
)

の
立
場
は
相
容
れ
な
い
。
連
邦
最
高
裁
の
判
例
理
論
も
こ
う
し
た
立
場
を
採
用
し
て
い
な
い
。
月
・

2
0
N
-
R
-
〉
言
問
ハ
リ
出
ペ
-
∞

E
司

E
U
C
8
2
h
p

(
呂
三
)
(
R
・
ノ

l
ジ
ッ
ク
(
嶋
津
格
訳
)
『
ア
ナ
ー
キ
ー
・
国
家
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
(
木
鐸
社
、
一
九
九
二
年
)
)
.
自
由
尊
重
主
義
の
批
判
的

検
討
と
し
て
は
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ウ
ル
フ
(
森
村
進
・
森
村
た
ま
さ
訳
)
『
ノ

I
ジ
ッ
ク
1
1
|
所
有
・
正
義
・
最
小
国
家
|
|
』
(
動
車
書
房
、

一
九
九
四
年
)
、
長
谷
川
・
前
掲
書
(
注
総
)
一
七
六
一
七
九
頁
、
足
立
幸
男
『
政
策
と
価
値
|
|
現
代
の
政
治
哲
学
|
|
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
7

書
房
、
一
九
九
一
年
)
第
七
章
(
一
七
五
頁
以
下
)
、
川
本
隆
史
「
国
家
は
な
ぜ
、
ど
こ
ま
で
必
要
な
も
の
な
の
か
|
l
ロ
パ

l
ト
・
ノ

1
ジ

ツ
ク
」
(
藤
原
・
千
葉
編
『
政
治
思
想
の
現
在
』
(
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九

O
年
)
所
収
)
一
四
九
頁
以
下
な
ど
参
照
。
こ
れ
に
対
し
て
、

同
様
に
「
自
由
」
の
価
値
を
重
視
す
る
と
は
い
え
、

F
・
ハ
イ
エ
ク
(
司
コ
邑
ユ
円
『
〉
=
間
口
巳

gロ
回
目
可
尖
)
や
M

・
フ
リ
ー
ド
マ
ン

(
E
R
C
ロ

司コ

E
B
E
)
の
立
場
は
、
社
会
的
ミ
ニ
マ
ム
の
達
成
を
一
つ
の
目
標
と
す
る
福
祉
国
家
的
諸
施
策
そ
の
も
の
の
必
要
性
を
完
全
に
否
定
す
る
も

の
で
は
な
い
。
(
気
賀
健
一
二
、
古
賀
勝
次
郎
訳
)
『
ハ
イ
エ
ク
全
集
7

自
由
の
条
件
田
福
祉
国
家
に
お
け
る
自
由
』
(
春
秋
社
、
一
九
八
七
年
)

論
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「社会保障の権利」論(2・完)

第
一
七
、
一
九
、
二

O
章
、
M
&
R
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
(
西
山
千
明
訳
)
『
選
択
の
自
由
』
(
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八

O
年
)
第
四
、
五
章
、

足
立
幸
男
「
福
祉
国
家
に
対
す
る
二
種
の
批
判
」
『
季
刊
社
会
保
障
研
究
』
三

O
巻
二
号
(
一
九
九
四
年
)
一
一
一
九
l

二
二

O
、
二
一
一
一
一

i
一三

六
頁
、
同
『
政
策
と
価
値
』
第
六
章
(
ハ
イ
エ
ク
)
、
田
端
博
邦
「
福
祉
国
家
論
の
現
在
」
(
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
『
転
換
期
の
福
祉

国
家
(
上
)
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
)
一
一
一
四
l
五
一
頁
な
ど
参
照
。
ノ

l
ジ
ッ
ク
や
A
-
ラ
ン
ド
(
〉
百

E
E
)、
フ
リ
ー
ド
マ
ン

の
ほ
か
、
古
典
的
自
由
主
義
の
系
譜
に
属
す
る
多
様
な
政
治
・
社
会
理
論
家
に
焦
点
を
当
て
た
文
献
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
、

Z

∞見
Z
・0
z

p
E∞【
E
F
F宙
開

E
E玄
〉
百
戸
田
何
回

E
E〉
z
a
p
-
(
呂
∞
め
)
(
N
.
p
.

パ
リ
1
/
足
立
幸
男
監
訳
『
自
由
の
正
当
性
|
|
古
典
的
自
由
主
義

と
リ
パ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
|
|
』
(
木
鐸
社
、
一
九
九

O
年
)
)
な
ど
参
照
。

(
踊
)
パ

l
リ
ン
・
前
掲
論
文
(
注
却
)
三

O
四
頁
。
パ

l
リ
ン
の
自
由
論
を
批
判
的
に
考
察
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
小
川
晃
一
「
パ

i
リ
ン
の

自
由
論
(
二
、
(
二
・
完
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』
二
一
六
巻
一

H

二
号
(
一
九
八
五
年
)
、
四
号
(
一
九
八
六
年
)
な
ど
。

(
揃
)
従
来
憲
法
学
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
「
生
存
権
の
自
由
権
的
側
面
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
基
本
的
に
は
こ
こ
に
い
う
「
消
極
的
自
由
」

と
の
関
連
で
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
岩
間
昭
道
「
生
存
権
訴
訟
に
お
け
る
「
厳
格
な
審
査
』
」
(
樋
口
・
高
橋
編
『
現

代
立
憲
主
義
の
展
開
・
上
』
(
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
)
所
収
)
七
五
五
頁
参
照
。
中
村
睦
男
『
社
会
権
法
理
の
形
成
』
(
有
斐
閣
、
一
九
七
三
年
)

三
一
一
頁
で
も
、
「
生
存
権
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
、
国
民
自
ら
の
自
主
的
活
動
に
よ
っ
て
自
ら
の
生
存
を
確
保
し
、
そ
れ
を
国
な
い
し
他
の
私
人

に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
な
い
こ
と
を
内
容
と
し
て
お
り
、
『
社
会
権
』
と
し
て
の
生
存
権
の
保
障
は
こ
の
よ
う
な
『
生
存
の
自
由
』
を
前
提
に
す
る

も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
生
存
権
の
自
由
権
的
性
格
」
と
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
自
由
権
的
基
本
権
の
保
障
を
、
社
会
保
障
行
政

に
関
す
る
法
原
則
と
す
る
も
の
に
、
宮
崎
・
前
掲
論
文
(
注
M
)
二
八
五
二
八
七
頁
が
あ
る
。

(
知
)
い
わ
ゆ
る
寸
積
極
的
自
由
」
論
に
つ
い
て
は
、
藤
原
保
信
「
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
と
『
積
極
的
自
由
』
の
問
題

i
l
T
-
H
・
グ
リ
ー
ン
を

中
心
に
し
て
|
|
」
(
渋
谷
ほ
か
『
政
治
思
想
に
お
け
る
自
由
と
秩
序
』
(
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
一
年
)
所
収
)
一
一
一
一
頁
以
下
な
ど

参
照
。
T
・
グ
リ
ー
ン
(
叶
図
。
5
8
)
は
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
に
お
け
る
社
会
労
働
問
題
の
発
生
や
社
会
立
法
定
立
の
必
要
性
の
認
識
な

ど
を
背
景
と
し
て
、
近
代
市
民
憲
法
の
保
障
す
る
自
由
権
の
主
た
る
内
容
を
な
す
「
消
極
的
自
由

(
H
外
的
強
制
の
な
い
状
態
)
」
と
区
別
し
て
、

個
人
に
そ
の
人
間
的
諸
能
力

(
H
道
徳
的
人
格
)
を
自
由
に
発
展
さ
せ
る
た
め
の
諸
条
件
の
保
障
を
国
家
の
任
務
と
し
て
要
求
す
る
「
積
極
的

自
由
」
の
概
念
を
提
唱
し
た
。
た
だ
し
グ
リ
ー
ン
は
こ
う
し
た
「
積
極
的
自
由
」
の
概
念
に
よ
る
「
国
家
干
渉
(
印

g
z
g
z
ュ2
2
2
)
を
容
認

し
つ
つ
も
、
他
方
で
は
パ
タ
l
ナ
リ
ズ
ム
や
過
剰
立
法

(02『
-aE白
gロ
)
の
危
険
性
を
強
く
指
摘
し
、
国
家
の
行
動
は
必
ず
「
障
害
の
除
去
」
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説

に
限
定
さ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
さ
ら
に
「
積
極
的
自
由
」
概
念
に
お
け
る
権
威
の
神
格
化
に
対
す
る
歯
止
め
と
し
て
、
①
唯
一
の
究
極

的
価
値
を
個
人
、
つ
ま
り
「
個
人
人
格
」
と
い
う
価
値
に
置
い
て
い
た
こ
と
、
②
へ

l
ゲ
ル
(
の

g
「常

g
E巾
冨
司
コ
旦
ユ
門
町
出
巾
岡
市
}
)
の
ご
と

く
「
社
会
」
が
「
国
家
」
の
中
に
包
摂
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
国
家
」
が
「
社
会
」
の
中
の
一
組
織
で
あ
り
、
社
会
が
と
る
一
つ
の
形
態
で
あ

る
と
考
え
た
こ
と
、
③
「
政
治
的
義
務
」
と
「
道
徳
的
義
務
」
を
区
別
し
、
前
者
の
妥
当
範
囲
を
人
間
の
外
的
行
為
に
限
定
し
た
上
で
、
個
人

の
道
徳
的
人
格
実
現
の
た
め
の
条
件
を
保
障
す
る
た
め
の
国
家
の
行
為
は
「
必
ら
ず
障
害
の
除
去
に
制
限
」
さ
る
べ
き
と
考
え
た
こ
と
、
を
挙

げ
る
。
同
論
文
二
五

O

二
五
四
、
二
五
九
|
二
六
一
頁
。

(
潤
)
自
己
決
定
権
は
、
例
え
ば
、
個
人
が
「
二
疋
の
個
人
的
事
柄
に
つ
い
て
、
公
権
力
か
ら
干
渉
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
決
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
権
利
」
(
人
格
的
自
律
権
)
と
さ
れ
る
。
佐
藤
幸
治
『
憲
法
〔
新
版
〕
』
(
青
林
書
院
、
一
九
九

O
年
)
四
一
一
一
頁
。
た
だ
し
、
そ
の
捉
え
方

は
論
者
に
よ
っ
て
か
な
り
異
な
り
、
よ
り
広
く
「
(
他
人
に
外
を
及
ぼ
さ
な
い
か
ぎ
り
)
自
己
の
判
断
に
基
づ
き
好
き
な
こ
と
を
な
し
う
る
、
と

い
う
権
利
」
(
内
野
正
幸
『
憲
法
解
釈
の
論
理
と
体
系
』
(
日
本
一
評
論
社
、
一
九
九
一
年
)
二
二
五
頁
)
と
み
る
説
ゃ
、
さ
ら
に
広
範
に
「
公
共

の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
一
般
的
に
自
由
を
拘
束
さ
れ
な
い
と
す
る
一
般
的
自
由
権
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
」
と
み
る
説
(
橋
本
公
亘
『
憲
法
〔
改

訂
版
〕
』
(
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
)
一
二
九
頁
)
な
ど
も
あ
る
。
竹
中
勲
「
個
人
の
自
己
決
定
と
そ
の
限
界
」
「
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一

O
二
二
号
(
一

九
九
三
年
)
一
三
二
l
三
五
頁
参
照
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
己
決
定
権
を
基
本
的
人
権
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
に
疑
問
を
提
起
す
る
学
説
(
松
井

茂
記
「
自
己
決
定
権
に
つ
い
て
(
一
)
、
(
一
了
完
)
」
『
阪
大
法
学
』
四
五
巻
二
号
一
一
四
五
頁
以
下
、
同
五
号
七
一
七
頁
以
下
(
一
九
九
五
年
)
、

同
「
自
己
決
定
権
」
(
長
谷
部
編
・
前
掲
書
(
注
げ
)
所
収
)
五
八
頁
以
下
)
、
裁
判
に
よ
っ
て
実
現
で
き
る
具
体
的
権
利
を
直
ち
に
保
障
し
て

い
る
と
み
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
学
説
(
伊
藤
正
巳
『
憲
法
〔
新
版
〕
』
(
弘
文
堂
、
一
九
九

O
年
)
一
一
一
一
八
|
二
三

O
頁
)
な
ど
も
出
さ
れ

て
い
る
。

(
捌
)
こ
の
「
自
由
」
の
契
機
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
あ
く
ま
で
社
会
保
障
の
「
理
念
」
に
対
す
る
枠
づ
け
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
基
本
的
人

権
と
し
て
直
ち
に
裁
判
的
救
済
に
服
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
義
的
に
は
政
策
策
定
上
の
指
針
に
と
ど
ま
る
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
自

己
決
定
権
」
を
限
定
的
に
捉
え
る
立
場
(
人
格
的
自
律
権
説
)
に
お
い
て
も
、
憲
法
第
一
三
条
か
ら
こ
の
「
自
由
」
の
契
機
が
要
請
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
自
体
は
許
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
醐
)
片
岡
・
西
村
・
前
掲
論
文
(
注
却
)
一
ム
ハ
二
頁
。

(
則
)
遠
藤
・
前
掲
書
(
注
却
)
第
一
章
。

自命
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(
雌
)
労
働
法
学
の
立
場
か
ら
、
「
憲
法
二
五
条
に
は
、
本
来
単
な
る
経
済
的
意
味
で
の
生
活
水
準
の
向
上
と
い
う
契
機
の
み
な
ら
ず
、
精
神
的
な
幸

福
の
追
及
と
い
う
契
機
が
含
ま
れ
て
い
た
、
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
認
め
つ
つ
も
、
「
し
か
し
、
そ
う
し
た
過
程
は
、

理
念
の
外
延
を
拡
大
す
る
反
面
、
か
え
っ
て
そ
の
中
核
的
内
容
の
希
薄
化
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
り
、
そ
の
理
念
の
地
位
を
全
体
と
し
て
低

下
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
し
て
、
「
労
働
法
の
基
本
理
念
と
し
て
、
生
存
権
理
念
を
も
包
摂
し
た
(
憲
法
二
二
条
に
根
拠
を
も
っ
と
こ
ろ
の

|
|
筆
者
注
)
『
人
間
の
尊
厳
』
の
理
念
を
措
定
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
基
本
的
に
支
持
さ
れ
る
べ
き
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
西
谷

敏
『
労
働
法
に
お
け
る
個
人
と
集
団
』
(
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
)
七
二
|
七
三
頁
。

(
制
)
堀
・
前
掲
書
(
注
3
)

一
九
頁
。

(
刷
)
こ
れ
と
異
な
り
、
従
来
か
ら
、
「
社
会
保
障
を
受
け
る
権
利
」
を
含
む
社
会
権
に
つ
き
、
当
事
者
の
自
主
的
活
動
を
中
心
に
し
、
国
家
の
介
入

は
あ
く
ま
で
そ
れ
を
補
充
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
捉
え
、
「
下
か
ら
の
社
会
権
」
を
唱
え
る
見
解
が
存
在
し
た
。
中
村
・
前
掲
室
田
(
注
謝
)
二
九
七

頁。

(
姉
)
注
如
に
お
け
る
グ
リ
ー
ン
の
指
摘
を
参
照
。
積
極
的
自
由
の
問
題
を
憲
法
学
の
立
場
か
ら
扱
っ
た
大
須
賀
明
「
自
由
権
へ
の
国
家
の
関
与
」

(
大
須
賀
・
前
掲
書
(
注

ω)
所
収
)
三
七
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
在
来
の
自
由
権
と
積
極
的
自
由
と
の
関
係
に
つ
き
、
後
者
の
最
大
限
及
び
得

る
範
囲
は
前
者
を
実
現
す
る
外
枠
の
確
保
つ
ま
り
そ
の
保
障
の
た
め
の
外
的
な
諸
条
件
の
整
備
に
と
ど
ま
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
理
念

的
条
件
と
し
て
は
、
個
人
主
義
・
自
由
主
義
・
民
主
主
義
な
ど
の
理
念
が
権
力
の
意
思
の
形
成
と
実
現
の
担
い
手
の
意
識
の
中
に
定
着
す
る
こ

と
を
、
ま
た
制
度
的
条
件
と
し
て
、
自
由
の
侵
害
を
含
む
権
力
の
濫
用
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
法
的
な
理
論
に
裏
打
ち
さ
れ
た
制
度
の
確
立
(
例

え
ば
、
全
部
留
保
理
論
の
採
用
、
国
民
の
政
治
へ
の
参
加
の
制
度
的
保
障
(
国
民
の
自
治
の
保
障
)
な
ど
)
を
挙
げ
て
い
る
。
同
書
三
二
|
三

三
頁
。

(
揃
)
措
置
制
度
の
仕
組
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
「
保
育
所
入
所
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
(
上
)
」
(
注
品
)
四
九
|
五
九
頁
参
照
。

(
叩
)
福
岡
地
小
倉
支
判
昭
五
五
・
七
・
八
判
時
一

O
O
五
号
一
五

O
頁
。
同
旨
、
福
岡
地
判
昭
五
四
・
三
・
一
三
保
育
関
係
判
例
集
三
四
頁
、
東

京
地
判
昭
五
六
・
一
・
二

O
判
時
九
九
九
号
四

O
頁。

(
棚
)
一
九
九
五
年
社
会
保
障
制
度
審
議
会
勧
告
「
社
会
保
障
体
制
の
再
構
築
」
第
二
章
第
二
節
七
参
照
。

(
醐
)
「
保
育
問
題
検
討
会
報
告
書
」
『
保
育
情
報
』
二

O
三
号
(
一
九
九
四
年
)
三
頁
以
下
参
照
。
措
置
廃
止
論
と
し
て
、
小
室
豊
允
「
社
会
保
障

に
お
け
る
措
置
制
度
の
再
検
討
」
『
季
刊
社
会
保
障
研
究
』
三
二
巻
一
号
二
九
九
五
年
)
二
五
頁
以
下
な
ど
が
、
ま
た
反
対
論
と
し
て
、
田
村

北法47(2・301)703



5見

和
之
「
措
置
制
度
改
革
論
と
行
政
責
任
」
『
都
市
問
題
』

(
削
)
注
町
、
別
参
照
。

(
山
)
そ
の
前
提
と
し
て
、
現
行
の
よ
う
な
不
十
分
な
公
的
介
護
サ
ー
ビ
ス
保
障
の
在
り
方
は
、

と
の
基
本
的
理
解
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
注
澗
参
照
。

(
山
)
橋
本
・
前
掲
書
(
注
ね
て
遠
藤
・
前
掲
書
(
注
目
)
一
二

O
頁
、
片
岡
・
西
村
・
前
掲
論
文
(
注
却
)

一
二
六
頁
な
ど
。

(
削
)
中
村
・
前
掲
「
生
存
権
」
(
注

η)
九
六
頁
参
照
。

(
山
)
樋
口
・
中
村
・
佐
藤
・
浦
部
・
前
掲
書
(
注
幻
)
三

O
六
l
一
二
一
一
一
頁
、
遠
藤
昇
三
「
社
会
保
障
に
お
け
る
参
加
(
権
)
の
根
拠
に
つ
い
て
」

(
前
回
・
首
向
井
・
西
谷
編
『
労
働
法
学
の
理
論
と
課
題
(
片
岡
昇
先
生
還
暦
記
念
)
』
(
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
)
所
収
)
五
一
一
一
一
|
五
二
三
頁
。

(
師
)
片
岡
・
西
村
・
前
掲
論
文
(
注
却
)
一
六
二
頁
は
、
「
と
く
に
社
会
保
障
に
お
い
て
は
、
個
人
の
生
活
に
対
す
る
国
の
関
与
が
直
接
か
っ
積
極

的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
通
じ
て
個
人
の
自
由
に
対
す
る
制
約
が
生
ず
る
危
険
性
も
き
わ
め
て
大
き
」
く
、
「
こ
う
し
た
危
険
性
を
回
避
す

る
意
味
に
お
い
て
も
:
:
:
受
給
者
の
十
分
な
参
加
権
が
社
会
保
障
の
各
制
度
に
つ
い
て
保
障
さ
れ
る
こ
と
は
、
け
だ
し
不
可
欠
の
要
請
」
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
遠
藤
・
前
掲
論
文
(
注
山
)
五
二
九
五
コ
二
頁
で
は
、
社
会
保
障
を
「
生
活
の
自
己
管
理
、
自
己
決
定
」
の
制
度
へ
と
転

換
す
る
上
で
最
低
限
の
制
度
が
参
加
で
あ
る
旨
述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
叫
)
中
村
・
前
掲
「
生
存
権
」
(
注
げ
)
九
六
頁
。

(
叩
)
倉
田
聡
「
ド
イ
ツ
疾
病
保
険
制
度
の
形
成
と
発
展
(
下
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』

(
制
)
橋
本
・
前
掲
書
(
注
お
)
一

O
頁。

八
五
巻
六
号
二
九
九
四
年
)
二
九
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

号品
ロ岡

憲
法
第
二
五
条
の
規
範
的
要
請
に
応
え
て
い
な
い

一
六
二
頁
、
小
川
・
前
掲
書

(
注
幻
)

四
O
巻
四
号

(
一
九
九

O
年
)

九
九
六
頁
参
照
。

お
わ
り
に

北法47(2・302)704



ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
社
会
保
障
の
権
利
」
、
典
型
的
に
は
「
福
祉
権
」
論
な
ど
の
検
討
を
通
じ
て
、
主
と
し
て
社
会
保
障
法
の

視
点
か
ら
理
論
的
考
察
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
十
分
に
扱
え
な
か
っ
た
課
題
も
少
な
く
な
い
。

ま
ず
、
「
社
会
保
障
の
権
利
」
論
と
は
い
え
、
ア
メ
リ
カ
と
我
が
国
双
方
に
お
い
て
、
と
も
す
れ
ば
公
的
扶
助
制
度
に
か
か
わ
る
い
わ
ば

最
低
限
度
の
生
活
保
障
を
め
ぐ
る
権
利
論
に
傾
き
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
と
我
が
国
双
方

(ω) 

に
お
い
て
、
も
つ
ば
ら
そ
う
し
た
理
論
展
開
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
で
い
え
ば
憲
法
第
二
五

(
仰
)

条
二
項
の
規
範
内
容
に
か
か
わ
る
権
利
の
問
題
な
ど
は
、
例
え
ば
、
社
会
保
険
制
度
自
体
に
内
在
す
る
法
理
を
探
求
す
る
と
い
っ
た
異
な
る

以
上

ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、
今
後
更
に
展
開
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

家
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
何
か
、

そ
れ
は
、
広
い
意
味
で
の
国
民
の
「
福
祉
」
に
対
し
て
固

と
い
っ
た
問
題
と
も
密
接
に
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た

次
に
、
何
ら
か
の
憲
法
上
の
実
体
的
権
利
の
存
在
を
認
め
る
限
り
に
お
い
て
、

「社会保障の権利」論 (2・完)

寸
福
祉
国
家
」
論
(
あ
る
い
は
「
福
祉
国
家
」
論
批
判
)
と
の
関
連
で
、
「
福
祉
国
家
」
と
は
何
か
、
そ
し
て
あ
る
べ
き
「
福
祉
国
家
」
像

(
仰
)

を
ど
う
酌
定
す
べ
き
か
(
例
え
ば
、
最
近
我
が
国
で
も
注
目
を
集
め
て
い
る
「
福
祉
多
元
主
義
(
巧
己
P
2
2ロ
「
白
-
5
日
)
」
な
ど
)
と
い
っ

(m) 

た
問
題
に
つ
き
十
分
な
検
討
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
他
、
「
自
由
」
の
観
念
の
政
治
哲
学
的
分
析
と
社
会
保
障
に
お
け
る
そ
の
契
機
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
今
後
な
お
一
層
の
綴
密

な
理
論
展
開
が
必
要
で
あ
る
。
新
た
な
展
開
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
州
レ
ベ
ル
で
の
実
体
的
権
利
論
や
ハ
ン
ド
ラ
!
の
裁
量
論
、

ゲ
ワ

l
ス

な
ど
法
理
学
の
立
場
か
ら
の
福
祉
権
の
哲
学
的
基
礎
づ
け

(
ひ
い
て
は
我
が
国
に
お
け
る
生
存
権
理
念
の
問
い
直
し
て

と
い
っ
た
本
稿
で

北法47(2・303)705

必
ず
し
も
十
分
に
展
開
し
得
た
と
は
い
い
難
い
諸
理
論
の
更
な
る
検
討
と
と
も
に
、
筆
者
の
今
後
の
研
究
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
「
社
会
保
障
の
権
利
」
を
め
ぐ
っ
て
鍍
々
展
開
し
て
き
た
本
稿
に
お
い
て
、
な
お
幾
つ
か
の
理
論
的
課
題
が
残
さ
れ
た
け

れ
ど
も
、
本
稿
が
、
他
の
実
定
法
分
野
あ
る
い
は
基
礎
法
分
野
な
ど
に
対
し
て
、
従
来
必
ず
し
も
積
極
的
に
か
つ
十
分
な
学
際
的
交
流
を
試



説

み
て
き
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
社
会
保
障
法
学
の
側
か
ら
の
、

さ
さ
や
か
な
一
架
橋
に
で
も
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
目
ま
ぐ
る
し
く
変
転
し

つ
つ
あ
る
社
会
保
障
法
制
を
目
前
に
し
て
、
個
別
具
体
的
な
社
会
保
障
制
度
の
内
実
に
照
ら
し
て
、
解
釈
論
と
政
策
論
と
の
相
違
を
踏
ま
え

論

つ
つ
双
方
の
レ
ベ
ル
で
権
利
論
を
展
開
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
権
利
論
的
視
角
と
は
ま
た
別
個
の
政
策
論
レ
ベ
ル
に
お
け
る
政
策
原
理
の
析

出
を
行
な
う
こ
と

(
先
に
挙
げ
た
「
自
由
」

は
、
今
そ
の
存
在
意
義
を
問

の
契
機
は
、

そ
の
一
つ
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
)

わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
社
会
保
障
法
学
と
そ
の
研
究
者
に
課
さ
れ
た
重
要
な
理
論
的
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。

(
叫
)
第
三
章
第
二
節
参
照
。

(
捌
)
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
憲
法
第
二
五
条
一
項
と
二
項
の
規
範
内
容
を
別
個
に
捉
え
、

指
針
と
し
て
も
裁
判
規
範
と
し
て
も
き
わ
め
て
弱
い
と
考
え
て
い
る
。
注
日
参
照
。

(組

)
Z
-
E
z
z
m
o
z
'
叶
回
開
宅
開
「
己
克
明
的
寸
〉
国
一
言
、
『
同
〉

Z

巴ゴ
O
Z
(同

ω∞
叶
)
・
(
ノ

l
マ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン

え
|
|
福
祉
多
元
主
義
の
諸
問
題
』
(
法
律
文
化
社
、
一
九
九
三
年
)
)

(m)
注
目
、

m参
照
。

二
項
そ
れ
自
体
の
規
範
性
は
、

政
策
策
定
の

(
青
木
・
山
本
共
訳
)
『
福
祉
国
家
の
ゆ
く
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Theory of“Right to Welfare and Social Security" (2) 

Y oshimi KIKUCHI * 

Introduction 

Chapter 1 Social Security System and “Right to Welfare and Social Security" 

in the United States 

(1) Formation of Social Security System and “Privilege" Theory 

(2) “Entitlement" Theory 

(3) Effect of“Entitlement" Theory and Supreme Court's Failure to 

Establish “Welfare Rights" 

Chapter 2 Recent Theories of “Right to Welfare" 

(1) Constitutional“Welfare Rights" 

① Frank I. Michelman 

② Laurence Tribe 

(Vol. XLVII No. 1) 

③ Theories in the 1980・5

(2) Right and Discretion 

① T. D. Campbell & D. J. Galligan 

② Joel F. Handler 

③ Rand E. Rosenblatt 

(3) Jurisprudencial Approach 

① Ronald Dworkin 

② Alan Gewirth 

Chapter 3 Theory of“Right to Welfare and Social Security" in the United 

States 

(1) Fundamental Characteristics and Ideals of the Social Security 

System in the U nited States 

(2) “Right" Theories on Social Insurance and on Public Assistance 

*Research Fellow. Faculty of Law. Hokkaido University. LL. D. 
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Vol. XL VII NO.2 (1996) The Hokkaido Law Review 

(3) “Right to Welfare and Social Security" in the United States 

(4) A New Viewpoint to Reconstruct Japanese Welfare and Social 

Security Law 

Conclusion 

In Chapter 2， 1 investigate some theories of“right to welfare" since the 1970's. 

First， 1 consider Frank 1. Michelman's articles on constitutional“Welfare 

Rights"， Laurence Tribe's analysis of Supreme Court cases on the Equal 

Protection clause and some theories which focus on state Constitution or state 

court cases. Second， T. C. Campbell's “discretionary rights" model， D. ]. 

Galligan's discretionary model， Joel F. Handler's“cooperative decision.making" 

model and Rand E. Rosenblatt's“social duties and group rights" model are 

examined. Those theories mainly treat the problem of administrative discretion， 

which is closely related to the rights issue. Third， 1 consider two political 

phylosophers' theories. One is Ronald Dworkin's equality.based theory and the 

other is Alan Gewirth's“Agency" theory. 

ln Chapter 3 (1)， 1 explore why the ideas of“right to live" and “social 

solidarity¥which are considered to be two main ideas underlying ]apanese 

social security programs， have not widely spread. 1 look at how the absence of 

these ideas relates to some characteristics of the social security system in the 

United States， such as the lack of a Federal general assistance program and 

national health insurance 

In 3(2)、thereason why most “Welfare Rights" theories in the U nited States 

have considered mainly the AFDC program is examined. 

In 3(3)， 1 consider which characteristics the theories of“right to welfare and 

social security" in the United States have. 

And in 3(4)， 1 focus on the idea of “liberty" as a final purpose of welfare and 

social security. It is the most important suggestion derived from various rights 

theories in the United States. It would also be a kind of“side constraint" to the 

J apanese social security ideals，“right to live" and “social solidarity" 

Finally in Conclusion， 1 leave some themes which 1 can't explore in detail in 

this article as pending questions 
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